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資料１－３

石川県地域防災計画（原子力防災計画編）修正案 新旧対照表

修 正 案 現 行 備 考

石川県地域防災計画 石川県地域防災計画

原子力防災計画編 原子力防災計画編

（平成２５年修正） （平成２２年修正）
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修 正 案 現 行 備 考

第１章 総 則 第１章 総 則

第１節 目 的 第１節 目 的

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）及び原子力災害対策 この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）及び原子力災害対策

特別措置法（平成11年法律第156号。以下「原災法」という。）に基づき、北 特別措置法（平成11年法律第156号。以下「原災法」という。）に基づき、北

陸電力株式会社志賀原子力発電所（以下「発電所」という。）又は事業所外運 陸電力株式会社志賀原子力発電所（以下「発電所」という。）又は事業所外運

搬（発電所の外における放射性物質の運搬をいう。以下「運搬」という。）に 搬（発電所の外における放射性物質の運搬をいう。以下「運搬」という。）に

おける放射性物質又は放射線が異常な水準で発電所外（運搬の場合は輸送容 おける放射性物質又は放射線が異常な水準で発電所外（運搬の場合は輸送容

器外）へ放出されることにより生ずる災害（以下「原子力災害」という。）に 器外）へ放出されることにより生ずる災害（以下「原子力災害」という。）に

関して、必要な体制を確立するとともに、防災についてとるべき措置を定め、 関して、必要な体制を確立するとともに、防災についてとるべき措置を定め、

総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行により住民等の生命、身 総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行により住民等の生命、身

体及び財産を保護することを目的とする。 体及び財産を保護することを目的とする。

第２節 基本方針 第２節 基本方針

１ この計画は、県並びに志賀町、七尾市、輪島市、羽咋市、かほく市、宝 １ この計画は、県及び志賀町、七尾市（以下「関係市町」という。）並びに

達志水町、中能登町及び穴水町（以下「関係市町」という。）並びにその他 その他原子力防災に携わる機関（以下「防災関係機関」という。）が、国等

原子力防災に携わる機関（以下「防災関係機関」という。）が、国等との連 との連携を図り、防災対策に取り組むための基本となるものである。

携を図り、原子力防災対策に取り組むための基本となるものである。 また、本計画は、原子力基本法（昭和30年法律第186号）第４条で規定す

る原子力安全委員会が決定した「原子力施設等の防災対策について（昭和5

5年６月26日決定、平成20年３月改訂）」（以下「防災指針」という。）にお

ける指標を採用しているが、これらについて同委員会の見直しが実施され

た場合は、見直し後の指標を採用するとともに、状況の変化に対応できる

よう必要に応じて見直しを行う。

２ 原子力災害は、原子力施設の事故等に起因する放射性物質又は放射線の ２ 原子力災害は、一般的な災害に比較して、放射性物質又は放射線の存在

異常な放出により生じる被害を意味するものであり、原子力災害対策の実 を五感で直接感じることができず、被ばくの程度を自ら判断できないこと

施に当たっては、原子力災害の特殊性を理解する必要がある。 及び自らの判断で対処できるためには放射線等に関する基本的な知識を必

そのため、本計画においては、その原子力災害の特殊性に鑑み、住民等 要とすることなどの特殊性を有している。

に対する原子力防災に関する知識の普及及び啓発、原子力防災業務に携わ この計画においては、その原子力災害の特殊性に鑑み、住民等に対する

る者（以下「防災業務関係者」という。）に対する教育訓練、通報連絡等の 原子力防災に関する知識の普及及び啓発、原子力防災業務に携わる者（以

必要な体制をあらかじめ確立するとともに、原災法第10条第１項前段の規 下「防災業務関係者」という。）に対する教育訓練、通報連絡等の必要な体

定により発電所の原子力防災管理者（以下「原子力防災管理者（発電所長）」 制をあらかじめ確立するとともに、原災法第10条第１項前段の規定により

という。）が通報を行うべき事象（以下「特定事象」という。）の発生及び 発電所の原子力防災管理者（以下「原子力防災管理者（発電所長）」という。）

原災法第15条第１項に該当する原子力緊急事態（以下「原子力緊急事態」 が通報を行うべき事象（以下「特定事象」という。）の発生及び原災法第15

という。）の発生又はそのおそれがある場合（以下「緊急時」という。）等 条第１項に該当する原子力緊急事態（以下「原子力緊急事態」という。）の

における災害応急対策活動が円滑かつ有効に実施できるよう防災関係機関 発生又はそのおそれがある場合（以下「緊急時」という。）における災害応

相互の協力体制を確立するなど所要の措置を定めるものである。 急対策活動が円滑かつ有効に実施できるよう防災関係機関相互の協力体制

を確立するなど所要の措置を定める。
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修 正 案 現 行 備 考

３ この計画に定めのない事項については、石川県地域防災計画（以下「県 ３ この計画に定めのない事項については、石川県地域防災計画（以下「県

地域防災計画」という。）の他の各災害対策編による。 地域防災計画」という。）「一般災害対策編」による。

第３節 原子力災害対策指針に基づく方針 第３節 防災指針に基づく方針

１ 原子力災害対策重点区域の範囲 １ 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

本県において、あらかじめ重点的に原子力災害に特有な対策を講じて 本県において、原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（EPZ）

おく区域（以下、「原子力災害対策重点区域」という。）は次のとおりで については、防災指針において提案されている「防災対策を重点的に充

ある。 実すべき範囲」を基準として、発電所を中心として概ね半径10キロメー

(1) 予防的防護措置を準備する区域（PAZ：Precautionary Action Zone） トル以内の地域とし、当該地域は、志賀町及び七尾市のうち、次のとお

放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、緊急活動レベル りである。

（ＥＡＬ：Emargency Action Level）に基づき、直ちに避難を実施する

等放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備する

区域であり、その範囲は原子力発電所から概ね半径５km以内とする。

(2) 緊急時防護措置を準備する区域（UPZ:Urgent Protective Action

Planning Zone）

確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、ＥＡＬ及び環境モニタリ

ングの結果等を踏まえた運用上の介入レベル（ＯＩＬ(Operational Inte

rvention Level))に基づき、緊急時防護措置を準備する区域であり、そ

の範囲は発電所から概ね３０km以内とする。
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修 正 案 現 行 備 考

範 囲 範 囲

ＰＡＺ：発電所を中心として、おおむね半径５キロメートル以内の地域 北陸電力株式会社志賀原子力発電所を中心として、おおむね半径10キロメ

ＵＰＺ：発電所を中心として、おおむね半径30キロメートル以内の地域 ートル以内の地域
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修 正 案 現 行 備 考

２ 想定される発電所からの放射性物質又は放射線の放出形態 ２ 想定される発電所からの放射性物質又は放射線の放出形態

原子力災害対策指針における原子炉施設等で想定される放射性物質又 防災指針における原子炉施設等で想定される放射性物質又は放射線の

は放射線の放出形態の考え方は、次のとおりである。 放出形態の考え方は、次のとおりであることから、発電所で不測の事態

が発生した場合にあっても概ね同様と考えられる。

(1) 放射性物質又は放射線の放出 「原子炉施設等においては、多重の物理的防護壁により施設からの直

原子炉施設においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、こ 接の放射線はほとんど遮へいされ、また、固体状、液体状の放射性物質

れらの防護壁が機能しない場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。 が広範囲に漏えいする可能性も低い。従って、周辺環境に異常に放出さ

その際、大気へ放出の可能性がある放射性物質としては、気体状のクリ れ、広域に影響を与える可能性の高い放射性物質としては、気体状のク

プトンやキセノン等の希ガス、揮発性のヨウ素、気体中に浮遊する微粒 リプトン、キセノン等の希ガス及び揮発性の放射性物質であるヨウ素を

子（以下「エアロゾル」という。）等の放射性物質がある。これらは、気 主に考慮すべきである。

体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。） また、これらに付随して放射性物質がエアロゾル（気体中に浮遊する

となり、移動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があ 微粒子）として放出される可能性もあるが、その場合にも、上記の核種

るものの、風下方向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。また、特に降 に対する対策を充実しておけば、所要の対応ができるものと考えられる。

水がある場合には、地表に沈着し長期間留まる可能性が高い。更に、土 これらの放出された放射性物質は、プルーム（気体状あるいは粒子状

壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散 の物質を含んだ空気の一団）となって風下方向に移動するが、移動距離

や流出には特別な留意が必要である。 が長くなるに従って、拡散により濃度は低くなる。」

したがって、事故による放出形態は必ずしも単一的なものではなく、

複合的であることを十分考慮する必要がある。

(2) 被ばくの経路

被ばくの経路には、大きく「外部被ばく」と「内部被ばく」の２種類

がある。これらは複合的に起こり得ることから、原子力災害対策の実施

に当たっては双方を考慮する必要がある。

ア 外部被ばく

外部被ばくとは、体外にある放射線源から放射線を受けることである。

イ 内部被ばく

内部被ばくとは、放射性物質を吸入、経口摂取等により体内に取り込

み、体内にある放射線源から放射線を受けることである。
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修 正 案 現 行 備 考

３ 緊急事態における防護対策の基本的考え方

(1) 緊急事態の段階

緊急事態においては、事態の進展に応じて、準備段階・初期対応段階

・中期対応段階・復旧段階の４段階に区分する。

ア 準備段階

原子力事業者、国、地方公共団体等がそれぞれの行動計画を策定し

て関係者に周知するとともに、これを訓練等で運用し、改善する。

イ 初期対応段階

情報が限られた中でも、放射線被ばくによる確定的影響を回避する

とともに確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、迅速な対応を行

う。

ウ 中期対応段階

放射性物質又は放射線の影響を適切に管理して、環境放射線モニタ

リングや解析により放射線状況を十分に把握し、それに基づき、初期

対応段階で実施した防護措置の変更・解除や長期にわたる防護措置の

検討を行う。

エ 復旧段階

被災した地域の長期的な復旧策の計画に基づき、通常の社会的・経

済的活動への復帰の支援を行う。

(2) 緊急事態初期における防護措置の考え方

緊急事態のうち、初期対応段階においては、東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、放射性物質の放出開始前から必要

に応じた防護措置を講じなければならない。このため、ＩＡＥＡが定め

る防護措置の枠組みの考え方を踏まえて、以下のように、初期対応段階

における緊急事態の区分を決定するとともに、観測可能な指標に基づき

迅速な意思決定ができる体制を構築する。

ア 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）

（ｱ）基本的な考え方

緊急事態の初期対応段階において、情報収集により事態を把握し、

原子力施設の状況や当該施設からの距離に応じ、防護措置の準備やそ

の実施など適切な行動を進めるため、原子力施設の状況に応じて、緊

急事態の初期対応段階を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急

事態の３段階に区分する。

【警戒事態】

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが切迫した状

況ではないが、原子力施設に異常事象が発生した又はそのおそれがあ

るため、情報収集や、災害時要援護者など、避難に時間を要する防護

措置の準備を開始する必要がある段階である。

この段階では、県及び市町は、原子力施設の近傍のＰＡＺ内におい

て、実施により比較的時間を要する防護措置の準備に着手する。
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修 正 案 現 行 備 考

【施設敷地緊急事態】

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のあ

る事象が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた主な防

護措置の準備を開始する必要がある段階である。

この段階では、県及び市町は、緊急時モニタリング（放射性物質若

しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実施する環境

放射線モニタリングをいう。以下同じ。）の実施等により事態の進展

を把握するため情報収集の強化を行うとともに、主にＰＡＺ内におい

て、基本的にすべての住民等を対象とした避難などの予防的防護措置

を準備する。

【全面緊急事態】

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高

い事象が生じたため、確定的影響を回避し、確率的影響のリスクを低

減する観点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階である。

この段階では、県及び市町は、ＰＡＺ内において、基本的にすべて

の住民等を対象に避難や安定ヨウ素剤の服用等の予防的防護措置を講

じる。また、事態の規模、時間的な推移によっては、ＵＰＺ内におい

ても、ＰＡＺ内と同様、避難などの予防的防護措置を講じる。

(ｲ) 具体的な基準

これらの緊急事態区分に該当する状況であるか否かを原子力事業者

が判断するための基準として、原子力施設における深層防護を構成す

る各層設備の状態、放射性物質の閉じ込め機能の状態、外的事象の発

生等の原子力施設の状態等に基づき、ＥＡＬ（緊急時活動レベル）を

設定する。

ＥＡＬは、各原子力施設に固有の特性に応じて設定される必要があ

り、ＥＡＬの設定に係る詳細な検討を今後行うが、当面、緊急事態区

分を判断する基準として、従前より原災法等に基づき運用している施

設の状態等を適用する。実用発電用原子炉に係る具体的な緊急事態区

分と当面のＥＡＬの内容を示す。
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修 正 案 現 行 備考

緊急事態区分とＥＡＬについて

緊急事態区分における

防護の概要

① 本県において震度６弱以上の地震が発生した場合

② 本県において大津波警報が発令された場合

③ 原子力規制庁の審議官又は原子力防災課事故対処室長

が警戒を必要と認める原子炉施設の重要な故障等

※１

④ その他原子力規制委員長が原子力規制委員会原子力事

故警戒本部の設置が必要と判断した場合

① 原子炉冷却材の漏えい

② 給水機能が喪失した場合の高圧注水系の非常用炉心冷

却装置の不作動

③ 原子炉から主復水器により熱を除去する機能が喪失した

場合の残留熱除去機能喪失

④ 全交流電源喪失（５分以上継続）

⑤ 非常用直流母線が一となった場合の直流母線に電気を

供給する電源が一となる状態が５分以上継続

⑥ 原子炉停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却

装置が作動する水位まで低下

⑦ 原子炉停止中に原子炉を冷却する全ての機能が喪失

⑧ 原子炉制御室の使用不能

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、通常の中性

子吸着材により原子炉を停止することができない

② 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止

する全ての機能が喪失

③ 全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水

不能

④ 原子炉格納容器内圧力が設計上の最高使用圧力に到達

⑤ 原子炉からの残留熱を除去する機能が喪失した場合に、

原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失

⑥ 原子炉を冷却する全ての機能が喪失

⑦ 全ての非常用直流電源喪失が５分以上継続

⑧ 炉心の溶融を示す放射線量又は温度の検知

⑨ 原子炉容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す原子

炉容器内の液位の変化その他の事象の検知

⑩ 残留熱を除去する機能が喪失する水位まで低下した状態

が１時間以上継続

⑪ 原子炉制御室等の使用不能

⑫ 照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合

体が露出する液面まで低下

⑬
敷地境界の空間線量率５μSv/ｈが10分以上継続

※２

想定される具体例は次のとおり

・

・ 原子炉の運転中に非常用直流電源が１系統になった場合

・ 原子炉水位有効燃料長上端未満

・ 自然災害により、以下の状況となった場合

① プラント設計基準を超える事象

② 長期間にわたり原子力施設への侵入が困難となること。

落雷及び明らかに当該原子力施設以外の施設による放射性物質の影響がある場合を除く

※１

非常用母線への交流電源が１系統のみ。例えば、原子炉の運転中において、受電している

非常用高圧母線への交流電源の供給が１つの電源になっていた状態

※２

緊

急

事

態

区

分

ＰＡＺ内の住民等の避難

準備、及び、より時間を

必要とする住民等の避

難を実施する等の防護

措置を行う

ＰＡＺ内の住民避難実施

等の住民防護措置を行

うとともに、事態の規模、

時間的な推移に応じて、

ＵＰＺ内において、放射

性物質放出後の防護措

置実施に備えた準備を

開始し、計測される空間

放射線量率などに基づく

防護措置を実施する。

現行の原災法等における基準を採用した当面のEAL

警

戒

事

態

施

設

敷

地

緊

急

事

態

体制構築や情報交換を

行い、住民避難のため

の準備を開始する

全

面

緊

急

事

態
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修 正 案 現 行 備考

イ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）

(ｱ) 基本的な考え方

全面緊急事態に至った場合には、住民等への被ばくの影響を回避

する観点から、基本的には施設の状況に基づく判断により、避難及

び一時移転（以下「避難等」とする。）の予防的防護措置を講じるこ

とが極めて重要であるが、放射性物質の放出後は、その拡散により

比較的広い範囲において空間放射線量率等の高い地点が発生する可

能性がある。

このような事態に備え、国、県、関係市町等は、緊急時モニタリ

ングを迅速に行い、その測定結果を防護措置を実施すべき基準に照

らして、必要な措置の判断を行い、これを実施することが必要とな

る。

放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域にお

いては、被ばくの影響をできる限り低減する観点から、数時間から

１日以内に住民等について避難などの緊急防護措置を講じなければ

ならない。また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された

地域においても、無用な被ばくを回避する観点から、１週間以内に

一時移転などの早期防護措置を講じなければならない。

これらの措置を講じる場合には、避難場所等でのスクリーニング

の結果から除染等の措置を講じるようにしなければならない。

さらに、経口摂取等による内部被ばくを回避する観点から、一時

移転などを講じる地域では、地域生産物の摂取を制限しなければな

らない。また、飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始すべき範囲

を数日以内に空間放射線量率に基づいて特定するとともに、当該範

囲において飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始し、その濃度に

応じて飲食物摂取制限を継続的に講じなければならない。

(ｲ) 具体的な基準

これらの防護措置の実施を判断する基準として、空間放射線量率

や環境試料中の放射性物質の濃度等の原則計測可能な値で表される

ＯＩＬ（運用上の介入レベル）を設定する。

防護措置を実施する国及び地方公共団体においては、緊急時モニ

タリングの結果をＯＩＬの値に照らして、防護措置の実施範囲を定

めるなどの具体的手順をあらかじめ検討し決めておく必要がある。

各種防護措置に対応するＯＩＬの初期設定値として設定した内容

を以下に示す。
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修 正 案 現 行 備 考

ＯＩＬの設定内容

基準の種類 基準の概要 防護措置の概要

ＯＩＬ １

地表面からの放射線、

再浮遊した放射性物質

の吸入、不注意な経口

摂取による被ばく影響を

防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋

内退避等させるための

基準

数時間内を目途に区

域を特定し、避難を実

施する

（移動が困難な者の

一時退避を含む）

早

期

防

護

基

準

ＯＩＬ ２

地表面からの放射線、

再浮遊した放射性物質

の吸入、不注意な経口

摂取による被ばく影響を

防止するため、地域生

産物の摂取を制限する

とともに、住民等を１週

間程度内に一時移転さ

せるための基準

1日内を目途に区域を

特定し、地域生産物

の摂取を制限すると

ともに、1週間程度内

に一時移転を実施す

る

飲食物に係る

スクリーニング基準

ＯＩＬ ６による飲食物の

摂取制限を判断する基

準として、飲食物中の

放射性核種濃度測定を

実施すべき地域を特定

する際の基準

数日内を目途に飲食

物の放射性核種濃度

を測定すべき地域を

特定する

核種

飲料水

牛乳・乳製品

野菜類、穀類、

肉、卵、魚、

その他

放射性ヨウ素 ３００ Ｂｑ/kg ２，０００ Ｂｑ/kg

放射性セシウム ２００ Ｂｑ/kg ５００ Ｂｑ/kg

プルトニウム及び

超ウラン元素の

アルファ各種

１ Ｂｑ/kg １０ Ｂｑ/kg

ウラン ２０ Ｂｑ/kg １００ Ｂｑ/kg

（皮膚から数ｃｍでの検出器の計測数）

２０ μＳｖ/ｈ

（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率）

避難基準に基づいて

避難した避難者等を

スクリーニングして、

基準を超える際は迅

速に除染する

経口摂取による被ばくを

防止するため、飲食物

の摂取を制限する際の

基準

初期値

０．５ μＳｖ/ｈ

（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率）

１週間内を目途に飲

食物中の放射性核種

濃度のスクリーニン

グと分析を行い、基準

を超えるものについて

摂取制限を迅速に実

施する

ＯＩＬ ６

緊

急

防

護

措

置

飲

食

物

摂

取

制

限

ＯＩＬ ４

５００μＳｖ/ｈ

（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率）

β線：４０，０００ cpm

β線：１３，０００ cpm　　（1ヶ月後の値）

不注意な経口摂取、皮

膚汚染からの外部被ば

くを防止するため、除染

を講じるための基準
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修 正 案 現 行 備 考

第４節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 第４節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱

発電所に係る原子力防災に関して、県、関係市町及び防災関係機関が処理 発電所に係る原子力防災に関して、県、関係市町及び防災関係機関等が処

すべき事務又は業務の大綱は、次とおりとする。 理すべき事務又は業務の大綱は、次とおりとする。

１ 石 川 県 １ 石 川 県

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

１ 県地域防災計画の作成に関すること。 １ 県地域防災計画の作成に関すること。

２ 志賀原子力発電所原子力事業者防災業務計画（以下「原子力事業者 ２ 志賀原子力発電所原子力事業者防災業務計画（以下「原子力事業者

防災業務計画」という。）の協議に関すること。 防災業務計画」という。）の協議に関すること。

３ 原災法第31条の規定に基づく報告の徴収及び同法第32条第１項の規 ３ 原災法第31条の規定に基づく報告の徴収及び同法第32条第１項の規

定に基づく立入検査の実施に関すること。 定に基づく立入検査の実施に関すること。

４ 原災法に基づく原子力防災要員等の届出の受理等に関すること。 ４ 原災法に基づく原子力防災要員等の届出の受理等に関すること。

５ 原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。 ５ 原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

６ 防災業務関係者に対する教育に関すること。 ６ 防災業務関係者に対する教育に関すること。

７ 原子力防災訓練の実施に関すること。 ７ 原子力防災訓練の実施に関すること。

８ 通信連絡設備の整備に関すること。 ８ 通信連絡設備の整備に関すること。

９ 環境放射線モニタリング設備及び機器類の整備に関すること。 ９ 環境放射線モニタリング設備及び機器類の整備に関すること。

10 緊急時医療設備等の整備に関すること。 10 緊急時医療設備等の整備に関すること。

11 防護資機材の整備に関すること。 11 防護資機材の整備に関すること。

12 防災対策資料の整備に関すること。 12 防災対策資料の整備に関すること。

13 事故状況等の把握及び通報連絡に関すること。 13 事故状況等の把握及び通報連絡に関すること。

14 緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。） 14 緊急事態応急対策拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）

の管理・運営に関すること。 の管理・運営に 関すること。

15 石川県災害対策本部（以下「県本部」という。）及び石川県現地災害 15 石川県災害対策本部（以下「県本部」という。）及び石川県現地災害

対策本部（以下「県現地本部」という。）の設置及び廃止に関するこ 対策本部（以下「県現地本部」という。）の設置及び廃止に関するこ

と。 と。

16 合同対策協議会等（現地事故対策連絡会議、原子力災害合同対策協 16 合同対策協議会等（現地事故対策連絡会議、原子力災害合同対策協

議会及び現地事後対策連絡会議をいう。以下同じ。）への参加等に関 議会及び現地事後対策連絡会議をいう。以下同じ。）への参加等に関

すること。 すること。

17 緊急時環境放射線モニタリングに関すること。 17 緊急時環境放射線モニタリングに関すること。

18 住民等に対する広報及び指示伝達に関すること。 18 住民等に対する広報及び指示伝達に関すること。

19 住民等の退避、避難及び立入制限並びに飲食物の摂取制限等に関す 19 住民等の退避、避難及び立入制限並びに飲食物の摂取制限等に関す

ること。 ること。

20 緊急時医療措置に関すること。 20 緊急時医療措置に関すること。

21 緊急輸送及び必需物資の調達に関すること。 21 緊急輸送及び必需物資の調達に関すること。

22 放射性物質に汚染された物質の除去及び除染に関すること。 22 放射性物質に汚染された物質の除去及び除染に関すること。

23 石川県原子力災害事後対策本部及び石川県原子力災害現地事後対策 23 石川県原子力災害事後対策本部及び石川県原子力災害現地事後対策

本部の設置及び廃止に関すること。 本部の設置及び廃止に関すること。

24 各種制限措置の解除に関すること。 24 各種制限措置の解除に関すること。

25 住民等の健康に関すること。 25 住民等の健康に関すること。
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修 正 案 現 行 備 考

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

26 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること。 26 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること。

27 関係市町の原子力防災対策に対する指示、指導及び助言に関するこ 27 関係市町の原子力防災対策に対する指示、指導及び助言に関するこ

と。 と。

28 富山県との連携に関すること。

２ 石川県警察 ２ 石川県警察

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

１ 災害警備計画の策定に関すること。 １ 災害警備計画の策定に関すること。

２ 災害警備本部の設置及び廃止に関すること。 ２ 災害警備本部の設置及び廃止に関すること。

３ 住民等に対する広報及び避難等の誘導に関すること。 ３ 住民等に対する広報及び避難等の誘導に関すること。

４ 立入禁止措置及び解除に関すること。 ４ 立入禁止措置及び解除に関すること。

５ 原災法第17条第９項に規定する緊急事態応急対策実施区域（以下「緊 ５ 原災法第17条第８項に規定する緊急事態応急対策実施区域（以下「緊

急事態応急対策実施区域」という。）及び原子力災害事後対策実施区 急事態応急対策実施区域」という。）及びその周辺地域の警備並びに

域並びにその周辺地域の警備や交通規制に関すること。 交通規制に関すること。

６ 事故状況の把握に関すること。 ６ 事故状況の把握に関すること。

３ 石川県教育委員会 ３ 石川県教育委員会

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

１ 児童・生徒に対する放射線等に係る知識の普及に関すること。 １ 児童・生徒に対する放射線等に係る知識の普及に関すること。

２ 児童・生徒に対する避難等に係る安全の確保に関すること。 ２ 児童・生徒に対する避難等に係る安全の確保に関すること。

３ 避難等に係る県立学校施設の使用に関すること。 ３ 避難等に係る県立学校施設の使用に関すること。
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修 正 案 現 行 備 考

４ 原子力防災専門官 ４ 原子力防災専門官

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

１ オフサイトセンター内の施設等の維持管理に関すること。 １ オフサイトセンター内の施設等の維持管理に関すること。

２ 原子力事業者防災業務計画の作成及び修正に対する指導・助言に関 ２ 原子力事業者防災業務計画の作成及び修正に対する指導・助言に関

すること。 すること。

３ 原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に対する指導・助言及 ３ 原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に対する指導・助言及

び原子力災害の発 生又は拡大の防止に必要な業務に関すること。 び原子力災害の発 生又は拡大の防止に必要な業務に関すること。

４ 原災法に基づく立入検査の実施等に関すること。 ４ 原災法に基づく立入検査の実施等に関すること。

５ 特定事象発生時における状況把握のための情報収集に関すること。 ５ 特定事象発生時における状況把握のための情報収集に関すること。

６ 特定事象発生時における県及び関係市町が行う応急措置に対する助 ６ 特定事象発生時における県及び関係市町が行う応急措置に対する助

言その他原子力災害の発生又は拡大防止に必要な業務に関すること。 言その他原子力災害の発生又は拡大防止に必要な業務に関すること。

５ 原子力保安検査官 ５ 原子力保安検査官

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

１ 発電所の運転状況、設備の保全状況等に関すること。 １ 発電所の運転状況、設備の保全状況等に関すること。

２ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年 ２ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年

法律第166号）第37条第１項に規定する保安規定（以下「保安規定」 法律第166号）第37条第１項に規定する保安規定（以下「保安規定」

という。）の遵守状況の把握等に関すること。 という。）の遵守状況の把握等に関すること。

３ 発電所の事故状況の把握のための情報収集に関すること。 ３ 発電所の事故状況の把握のための情報収集に関すること。
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修 正 案 現 行 備 考

６ 関係市町 ６ 関係市町

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

志 賀 町 １ 市町地域防災計画の作成に関すること。 志 賀 町 １ 市町地域防災計画の作成に関すること。

七 尾 市 ２ 原子力事業者防災業務計画の協議等に関するこ 七 尾 市 ２ 原子力事業者防災業務計画の協議等に関するこ

輪 島 市 と。 と。

羽 咋 市 ３ 原災法に基づく報告の徴収又は立入検査の実施 ３ 原災法に基づく報告の徴収又は立入検査の実施

か ほ く 市 等に関すること（志賀町のみ）。 等に関すること（志賀町のみ）。

宝 達 志 水 町 ４ 原災法に基づく原子力防災要員等の届出の受理 ４ 原災法に基づく原子力防災要員等の届出の受理

中 能 登 町 に関すること（志賀町のみ）。 に関すること（志賀町のみ）。

穴 水 町 ５ 原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関す ５ 原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関す

ること。 ること。

６ 防災業務関係者に対する教育に関すること。 ６ 防災業務関係者に対する教育に関すること。

７ 原子力防災訓練の実施に関すること。 ７ 原子力防災訓練の実施に関すること。

８ 通信連絡設備の整備に関すること。 ８ 通信連絡設備の整備に関すること。

９ 住民等に対する情報伝達設備の整備に関するこ ９ 住民等に対する情報伝達設備の整備に関するこ

と。 と。

10 防護資機材の整備に関すること。 10 防護資機材の整備に関すること。

11 防災対策資料の整備に関すること。 11 防災対策資料の整備に関すること。

12 事故状況等の把握及び通報連絡に関すること。 12 事故状況等の把握及び通報連絡に関すること。

13 市町災害対策本部に関すること。 13 市町災害対策本部に関すること。

14 合同対策協議会等への参加等に関すること。 14 合同対策協議会等への参加等に関すること。

15 緊急時環境放射線モニタリングに対する協力に 15 緊急時環境放射線モニタリングに対する協力に

関すること｡ 関すること｡

16 住民等に対する広報及び指示伝達に関するこ 16 住民等に対する広報及び指示伝達に関するこ

と。 と。

17 住民等の退避、避難及び立入制限並びに飲食物 17 住民等の退避、避難及び立入制限並びに飲食物

の摂取制限等に関すること。 の摂取制限等に関すること。

18 緊急時医療措置に対する協力に関すること。 18 緊急時医療措置に対する協力に関すること。

19 緊急輸送及び必需物資の調達に関すること。 19 緊急輸送及び必需物資の調達に関すること。

20 放射性物質に汚染された物質の除去及び除染に 20 放射性物質に汚染された物質の除去及び除染に

関すること｡ 関すること｡

21 各種制限措置の解除に関すること。 21 各種制限措置の解除に関すること。

22 住民等の健康に関すること。 22 住民等の健康に関すること。

23 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関する 23 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関する

こと。 こと。
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修 正 案 現 行 備 考

７ 消防機関 ７ 消防機関

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

羽咋郡市広域圏 １ 消火、救助・救急に関すること。 羽咋郡市広域圏 １ 消火、救助・救急に関すること。

事務組合消防本部 ２ 住民等に対する広報及び避難等の誘導に関する 事務組合消防本部 ２ 住民等に対する広報及び避難等の誘導に関する

七尾鹿島広域圏 こと。 七尾鹿島広域圏 こと。

事務組合消防本部 ３ 緊急時医療措置に対する協力に関すること。 事務組合消防本部 ３ 緊急時医療措置に対する協力に関すること。

かほく市消防本部 ４ 避難等の誘導に係る資料の整備に関すること。 ４ 避難等の誘導に係る資料の整備に関すること。

奥能登広域圏 ５ 緊急事態応急対策実施区域の防火対策に関する ５ 緊急事態応急対策実施区域の防火対策に関する

事務組合消防本部 こと。 こと。

８ 指定地方行政機関 ８ 指定地方行政機関

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

中部管区警察局 １ 管区内各県警察との指導、調整に関すること。 中部管区警察局 １ 管区内各県警察との指導、調整に関すること。

２ 他管区警察局との連携に関すること。 ２ 他管区警察局との連携に関すること。

３ 関係機関との協力に関すること。 ３ 関係機関との協力に関すること。

４ 情報の収集及び連絡に関すること。 ４ 情報の収集及び連絡に関すること。

５ 警察通信の確保及び統制に関すること。 ５ 警察通信の確保及び統制に関すること。

北陸財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 北陸財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。

２ 金融機関に対する緊急措置等の指示に関するこ ２ 金融機関に対する緊急措置等の指示に関するこ

と。 と。

東海北陸厚生局 緊急時医療措置の連絡調整に関すること。 東海北陸厚生局 緊急時医療措置の連絡調整に関すること。

北陸農政局 １ 農産物、家畜等の汚染対策及び除染措置の指導 北陸農政局 １ 農産物、家畜等の汚染対策及び除染措置の指導

に関すること。 に関すること。

２ 主要食糧等の需給対策に関すること。 ２ 主要食糧等の需給対策に関すること。

３ 主要食糧の緊急引渡措置に関すること。 ３ 主要食糧の緊急引渡措置に関すること。

近畿中国森林管理局 林野及び林産物の汚染対策の指導に関すること。 近畿中国森林管理局 林野及び林産物の汚染対策の指導に関すること。

中部経済産業局 原子力災害時における防災関係物資の確保に係る 中部経済産業局 １ 発電所の安全確保に係る指導監督に関するこ

（削除） 情報収集及び関係機関との連絡調整に関するこ 中部近畿産業保安監督部 と。

と。 ２ 原子力災害時における防災関係物資の確保に関

すること。
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修 正 案 現 行 備 考

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

北陸信越運輸局 １ 輸送確保のための連絡調整に関すること。 北陸信越運輸局 １ 輸送確保のための連絡調整に関すること。

（石川運輸支局） ２ 運送事業者の安全輸送確保等に係る指導に関す （石川運輸支局） ２ 運送事業者の安全輸送確保等に係る指導に関す

ること。 ること。

大阪航空局 １ 発電所上空の飛行制限に関すること。 大阪航空局 １ 発電所上空の飛行制限に関すること。

（小松空港事務所） ２ 人員、応急物資等の空輸の利便確保に関するこ （小松空港事務所） ２ 人員、応急物資等の空輸の利便確保に関するこ

と。 と。

東京管区気象台 気象状況の把握及び通報連絡に関すること。 東京管区気象台 気象状況の把握及び通報連絡に関すること。

（金沢地方気象台） （金沢地方気象台）

第九管区海上保安本部 １ 船舶に対する緊急通報及び避難、立入制限等の 第九管区海上保安本部 １ 船舶に対する緊急通報及び避難、立入制限等の

各種制限措置に関すること。 （金沢海上保安部） 各種制限措置に関すること。

２ 海上における救助・救急活動及び依頼等に基づ ２ 海上における救助・救急活動及び依頼等に基づ

く活動の支援に関すること。 く活動の支援に関すること。

３ 海上の緊急事態応急対策実施区域及びその周辺 ３ 海上の緊急事態応急対策実施区域及びその周辺

における治安の確保に関すること。 における治安の確保に関すること。

４ 海上における緊急時環境放射線モニタリングの ４ 海上における緊急時環境放射線モニタリングの

支援に関すること。 支援に関すること。

北陸総合通信局 災害時における非常通信の確保に関すること。 北陸総合通信局 災害時における非常通信の確保に関すること。

石川労働局 １ 労働者の被ばく管理の監督指導に関すること。 石川労働局 １ 労働者の被ばく管理の監督指導に関すること。

２ 労働災害調査及び労働者の労働災害補償に関す ２ 労働災害調査及び労働者の労働災害補償に関す

ること｡ ること｡

北陸地方整備局 一般国道の国土交通大臣管理区間の通行確保に関 北陸地方整備局 一般国道の国土交通大臣管理区間の通行確保に関

（金沢河川国道事務所） すること。 （金沢河川国道事務所） すること。
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修 正 案 現 行 備 考

９ 自 衛 隊 ９ 自 衛 隊

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

陸上自衛隊 １ 災害応急救援活動に関すること。 陸上自衛隊 １ 災害応急救援活動に関すること。

２ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関する ２ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関する

中 部 方 面 総 監 部 こと。 中 部 方 面 総 監 部 こと。

３ 人員、物資等の陸上輸送支援に関すること。 ３ 人員、物資等の陸上輸送支援に関すること。

（第14普通科連隊) ４ その他災害応急対策の支援に関すること。 （第14普通科連隊) ４ その他災害応急対策の支援に関すること。

海上自衛隊 １ 災害応急救援活動に関すること。 海上自衛隊 １ 災害応急救援活動に関すること。

２ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関する ２ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関する

舞 鶴 地 方 総 監 部 こと。 舞 鶴 地 方 総 監 部 こと。

３ 人員、物資等の海上輸送支援に関すること。 ３ 人員、物資等の海上輸送支援に関すること。

４ その他災害応急対策の支援に関すること。 ４ その他災害応急対策の支援に関すること。

航空自衛隊 １ 災害応急救援活動に関すること。 航空自衛隊 １ 災害応急救援活動に関すること。

航空総隊司令部 ２ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関する 航空総隊司令部 ２ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関する

（第６航空団） こと。 （第６航空団） こと。

（小松救難隊） ３ 人員、物資等の航空輸送支援に関すること。 （小松救難隊） ３ 人員、物資等の航空輸送支援に関すること。

４ その他災害応急対策の支援に関すること。 ４ その他災害応急対策の支援に関すること。

10 指定公共機関 10 指定公共機関

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

日本郵便株式会社 １ 災害時における郵便業務の確保に関すること。 郵政事業株式会社 １ 災害時における郵便業務の確保に関すること。

北 陸 支 社 ２ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取 北 陸 支 社 ２ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取

扱い及び援護対策。 扱い及び援護対策。

西日本旅客鉄道株式会社 緊急輸送に対する協力に関すること。 西日本旅客鉄道株式会社 緊急輸送に対する協力に関すること。

金 沢 支 社 金 沢 支 社

日本貨物鉄道株式会社 救援物資の輸送に対する協力に関すること。 日本貨物鉄道株式会社 救援物資の輸送に対する協力に関すること。

金 沢 支 店 金 沢 支 店

西日本電信電話株式会社 通信の確保に関すること。 西日本電信電話株式会社 通信の確保に関すること。

金 沢 支 店 金 沢 支 店
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修 正 案 現 行 備 考

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ 通信の確保に関すること。 エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ 通信の確保に関すること。

株式会社 株式会社

北陸営業支店 北陸営業支店

株式会社エヌ・ティ・ティドコモ北陸支社 株式会社エヌ・ティ・ティドコモ北陸支社

日本赤十字社 １ 医療救護に関すること。 日本赤十字社 １ 医療救護に関すること。

石 川 県 支 部 ２ 義援金品の募集及び配分に関すること。 石 川 県 支 部 ２ 義援金品の募集及び配分に関すること。

日本放送協会 １ 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 日本放送協会 １ 原子力防災に係る知識の普及に関すること。

金 沢 放 送 局 ２ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 金 沢 放 送 局 ２ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。

11 指定地方公共機関 11 指定地方公共機関

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

北陸放送株式会社 北陸放送株式会社

石川テレビ放送株式会社 石川テレビ放送株式会社

１ 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 １ 原子力防災に係る知識の普及に関すること。

株式会社テレビ金沢 株式会社テレビ金沢

２ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。 ２ 災害情報、各種指示等の伝達に関すること。

北陸朝日放送株式会社 北陸朝日放送株式会社

株式会社エフエム石川 株式会社エフエム石川

北陸鉄道株式会社 北陸鉄道株式会社

緊急輸送に対する協力に関すること。 緊急輸送に対する協力に関すること。

のと鉄道株式会社 のと鉄道株式会社

(社)石川県医師会 医療救護に関すること。 (社)石川県医師会 医療救護に関すること。
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修 正 案 現 行 備 考

12 公共的団体等 12 公共的団体等

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱

公共的団体 農業協同組合、漁業協 県、関係市町及び防災関係機 公共的団体 農業協同組合、漁業協同 県、関係市町及び防災関係機

同組合、森林組合、関 関が実施する防災対策活動に対 組合、森林組合、関係医 関が実施する防災対策活動に対

係医療機関等 する協力に関すること。 療機関等 する協力に関すること。

防災上重要な コンクリート屋内退避施 防災上重要な 退避所、避難所等の施設

施設の管理者 設や避難所（以下「避難 施設の管理者

所等」という。）の施設

13 原子力事業者 13 原子力事業者

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

北陸電力株式会社 １ 保安規定の制定に関すること。 北陸電力株式会社 １ 保安規定の制定に関すること。

２ 原子力事業者防災業務計画の作成、修正に関す ２ 原子力事業者防災業務計画の作成、修正に関す

ること。 ること。

３ 原子力防災組織の設置に関すること。 ３ 原子力防災組織の設置に関すること。

４ 原子力防災管理者等の選任又は解任に関するこ ４ 原子力防災管理者等の選任又は解任に関するこ

と。 と。

５ 原災法に基づく原子力防災要員等の届出に関す ５ 原災法に基づく原子力防災要員等の届出に関す

ること。 ること。

６ 発電所の防災体制の整備に関すること。 ６ 発電所の防災体制の整備に関すること。

７ 関係市町の住民等への放射線防護等に関する知 ７ 関係市町の住民等への放射線防護等に関する知

識の普及・ 啓発に関すること。 識の普及・ 啓発に関すること。

８ 発電所の災害予防に関すること。 ８ 発電所の災害予防に関すること。

９ 非常用通信機器及び通信連絡体制の整備に関す ９ 非常用通信機器及び通信連絡体制の整備に関す

ること。 ること。

10 放射線測定設備（以下「敷地境界モニタリング 10 放射線測定設備（以下「敷地境界モニタリング

ポスト」という。）及び計測器等の整備に関す ポスト」という。）及び計測器等の整備に関す

ること。 ること。

11 敷地境界モニタリングポストにより測定した放 11 敷地境界モニタリングポストにより測定した放

射線量の記録及び公表に関すること。 射線量の記録及び公表に関すること。

12 放射線障害防護用器具及びその他資機材の整備 12 放射線障害防護用器具及びその他資機材の整備

に関すること。 に関すること。

13 従業員等に対する防災に係る教育訓練等に関す 13 従業員等に対する防災に係る教育訓練等に関す

ること。 ること。

14 原子力防災対策資料の整備に関すること。 14 原子力防災対策資料の整備に関すること。

15 特定事象発生の通報等に関すること。 15 特定事象発生の通報等に関すること。
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

北陸電力株式会社 16 発電所の施設内の応急対策に関すること。 北陸電力株式会社 16 発電所の施設内の応急対策に関すること。

17 災害状況等の把握及び防災関係機関に対する情 17 災害状況等の把握及び防災関係機関に対する情

報の提供に関すること。 報の提供に関すること。

18 緊急時環境放射線モニタリングの実施に関する 18 緊急時環境放射線モニタリングの実施に関する

こと。 こと。

19 合同対策協議会等への参加等に関すること。 19 合同対策協議会等への参加等に関すること。

20 県、関係市町及び防災関係機関等が実施する防 20 県、関係市町及び防災関係機関等が実施する防

災対策に対する協力及び連携に関すること。 災対策に対する協力及び連携に関すること。

21 汚染の除去等に関すること。 21 汚染の除去等に関すること。

22 災害復旧に関すること。 22 災害復旧に関すること。

23 損害賠償の請求等への対応に関すること。 23 損害賠償の請求等への対応に関すること。



- 21 -

修 正 案 現 行 備 考

第５節 広域的な活動体制 第５節 広域的な活動体制

原子力災害時における広域的活動体制は、次のとおりとする。 原子力災害時における広域的活動体制は、次のとおりとする。

関係市町

派遣員

市町災害

対策本部

本部長

（市町長）

石川県

県災害対策本部

県現地

災害対策

本部

本部長（知事）

現地本部長

（副知事）

国

原子力

災害対策本部

原子力現地

災害対策本部

本部長

（内閣総理大臣）

現地本部長

（環境副大臣）

災害の拡大

防止等

原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害

合同対策協議会合同対策協議会合同対策協議会合同対策協議会

住住住住 民民民民 等等等等

応急対策

参画

参画

参画

参画

指示
指示

参画

応急対策

応急対策

オフサイト センター

北陸電力㈱志賀原子力発電所

原子力事業者防災組織－原子力防災管理者

応急対策

事故現場

日本原子力

研究開発機構

電力事業者

放射線医学

総合研究所

自衛隊

警察機関

消防機関

その他

防災関係機関

志賀原子力

規制事務所

原子力防災

専門官

参画

避難・屋内退避

等指示
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第２章 原子力災害予防計画 原子力規制委員会、危機管理監室、 第２章 原子力災害予防計画、 原子力安全・保安院、危機管理監室、

関係市町、北陸電力 健康福祉部、関係市町、北陸電力

第１節 発電所における予防措置等の責務等 第１節 発電所における予防措置等の責務等

１ 発電所における安全確保 １ 発電所における安全確保

北陸電力株式会社（以下「北陸電力」という。）は、次の協定を遵守し、 北陸電力株式会社（以下「北陸電力」という。）は、次の協定を遵守し、

発電所の運転に際しては、安全管理に最大限の努力を払い、大量の放射 発電所の運転際しては、安全管理に最大限の努力を払い、大量の放射性

性物質等の放出により住民等に影が及ぶことのないよう安全を確保する。 物質等の放出により住民等に影が及ぶことのないよう安全を確保する。

志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書 志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書

（昭和63年12月１日締結）北陸電力：県、志賀町 （昭和63年12月１日締結）北陸電力：県、志賀町

２ 発電所の保安管理 ２ 発電所の保安管理

(1) 北陸電力は、保安規定を定め、それを遵守しなければならない。 (1) 北陸電力は、保安規定を定め、それを遵守しなければならない。

(2) 原子力保安検査官は、発電所の運転状況、設備の保全状況、保安規定 (2) 原子力保安検査官は、発電所の運転状況、設備の保全状況、保安規定

の遵守状況等にいて、巡視、検査等を行い、発電所の安全性の確保に努 の遵守状況等にいて、巡視、検査等を行い、発電所の安全性の確保に努

めることとされている。 めることとされている。

(3) 原子力防災専門官は、原子力事業者防災業務計画の作成及び北陸電力 (3) 原子力防災専門官は、原子力事業者防災業務計画の作成及び北陸電力

が実施する原子災害予防対策について、指導及び助言を行うこととされ が実施する原子災害予防対策について、指導及び助言を行うこととされ

ている。 ている。

３ 発電所における防災体制の確立 ３ 発電所における防災体制の確立

北陸電力は、原災法第７条第１項の規定により発電所における原子力 北陸電力は、原災法第７条第１項の規定により発電所における原子力

災害予防対策、緊事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力 災害予防対策、緊事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力

災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必 災害の発生及び拡大を防止し、並び原子力災害の復旧を図るために必要

要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、毎年当該防災業 な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、毎年当該防災業務

務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正し、原子 計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正し、原子力

力防災体制の整備に万全を期す。 災体制の整備に万全を期す。

４ 原子力事業者防災業務計画の協議 ４ 原子力事業者防災業務計画の協議

(1) 北陸電力は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようと (1) 北陸電力は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようと

するときは、あかじめ原災法第７条第２項の規定により知事及び志賀町 するときは、あかじめ原災法第７条第２項の規定により知事及び志賀町

長に原子力事業者防災業務計画案を提出して協議を行う。 なお、作 長に原子力事業者防災業務計画案を提出して協議を行う。

成又は修正にあたっては、原子力防災専門官の指導及び助言を得ること なお、作成又は修正にあたっては、原子力防災専門官の指導及び助言

とさている。 を得ることとさている。

(2) 知事及び志賀町長は、県地域防災計画又は志賀町地域防災計画との整 (2) 知事及び志賀町長は、県地域防災計画又は志賀町地域防災計画との整

合性を保つ観点ら、協議を行う。また、知事は速やかに志賀町以外の関 合性を保つ観点ら、協議を行う。また、知事は速やかに七尾市長に原子

係市町の長に原子力事業者防災業務計画の案の写を送付して、意見を聴 力事業者防災業務計画の案の写を送付して、意見を聴き、必要に応じて

き、必要に応じて北陸電力との協議に反映させる。 北陸電力との協議に反映させる。
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(3) 北陸電力は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したとき (3) 北陸電力は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したとき

は、速やかに原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表す は、速やかに経産業大臣（原子力安全・保安院）に届け出るとともに、

る。 その要旨を公表する。

５ 原災法に基づく発電所の原子力防災要員の設置又は変更等の届出 ５ 原災法に基づく発電所の原子力防災要員の設置又は変更等の届出

北陸電力は、原災法に基づき知事をはじめ原子力規制委員会及び志賀 北陸電力は、原災法に基づき知事をはじめ経済産業大臣（原子力安全

町長に次の事項を届け出なければならない。 ・保安院）及び志賀町長に次の事項を届け出なければならない。

なお、知事は、北陸電力から届出があった場合は、志賀町以外の関係 なお、知事は、北陸電力から届出があった場合は、七尾市長に当該届

市町の長に当該届出に係る書類の写しを速やかに送付する。 出に係る書類の写しを速やかに送付する。

(1) 原子力防災要員の現況（原災法第８条第４項） (1) 原子力防災要員の現況（原災法第８条第４項）

(2) 原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任若しくは解任（原災 (2) 原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任若しくは解任（原災

法第９条第５項） 法第９条第５項）

(3) 敷地境界モニタリングポストの現況（原災法第11条第３項） (3) 敷地境界モニタリングポストの現況（原災法第11条第３項）

(4) 原子力防災資機材の現況（原災法第11条第３項） (4) 原子力防災資機材の現況（原災法第11条第３項）

６ 北陸電力に対する報告の徴収及び立入検査 ６ 北陸電力に対する報告の徴収及び立入検査

知事及び志賀町長は、必要に応じ、北陸電力に対して原災法第31条の 知事及び志賀町長は、必要に応じ、北陸電力に対して原災法第31条の

規定に基づく報告の徴収及び同法第32条第１項の規定に基づく発電所へ 規定に基づく報告の徴収及び同法第32条第１項の規定に基づく発電所へ

の立入検査を実施することにより、北陸電力が行う原子力災害の予防（再 の立入検査を実施することにより、北陸電力が行う原子力災害の予防（再

発防止を含む。）のための措置が適切に行われているかどうかについて確 発防止を含む。）のための措置が適切に行われているかどうかについて確

認する。 認する。

なお、立入検査は、少なくとも年１回、実施する。 なお、立入検査は、少なくとも年１回、実施する。

第２節 原子力防災体制等の整備 国、危機管理監室、健康福祉部、 第２節 原子力防災体制等の整備 国、危機管理監室、健康福祉部、

関係各部局、関係市町、防災関係機関 関係各部局、関係市町、防災関係機関

１ 原子力防災対策部会の設置 １ 原子力防災対策部会の設置

石川県防災会議に原子力防災対策部会を設置する。原子力防災対策部 石川県防災会議に原子力防災対策部会を設置する。原子力防災対策部

会は、県地域防災画「原子力防災計画編」を検討し、原子力防災対策の 会は、県地域防災画「原子力防災計画編」を検討し、原子力防災対策の

整備推進を図る。 整備推進を図る。

２ 原子力防災専門官との連携 ２ 原子力防災専門官との連携

県は、県地域防災計画「原子力防災計画編」の作成、発電所の防災体 県は、県地域防災計画「原子力防災計画編」の作成、発電所の防災体

制に関する情報の集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、オフサイト 制に関する情報の集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、オフサイト

センターの防災拠点としての活用、護対策などの緊急時対応等について、 センターの防災拠点としての活用、護対策などの緊急時対応等について、

平常時より原子力防災専門官と密接な連携を図る。 平常時より原子力防災専門官と密接な連携を図る。

３ オフサイトセンターの維持・管理 ３ オフサイトセンターの維持・管理

国及び県は協力して、オフサイトセンターの施設・設備及び備え付け 国及び県は協力して、オフサイトセンターの施設・設備及び備え付け

の防護資機材、資等について適切に維持・管理を行う。 の防護資機材、資等について適切に維持・管理を行う。

なお、オフサイトセンターは、能登原子力センター（羽咋郡志賀町安 なお、オフサイトセンターは、能登原子力センター（羽咋郡志賀町安

部屋）に併設する。 部屋）に併設する。
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４ 合同対策協議会等の体制の整備 ４ 合同対策協議会等の体制の整備

(1) 現地事故対策連絡会議 (1) 現地事故対策連絡会議

県及び関係市町は、特定事象発生の通報があった場合は、国、北陸 県及び関係市町は、特定事象発生の通報があった場合は、国、北陸

電力等と情報を共有するため、現地事故対策連絡会議を組織する体制 電力等と情報を共有するため、現地事故対策連絡会議を組織する体制

を整備する。 を整備する。

なお、現地事故対策連絡会議は、原子力規制委員会が現地に派遣さ なお、現地事故対策連絡会議は、経済産業省（原子力安全・保安院）

た指定行政機関等の職員相互の連絡・調整を行うため、必要に応じ、 が現地に派遣さた指定行政機関等の職員相互の連絡・調整を行うため、

指定行政機関等の職員をオフサイトセンターに集合させて開催するも 必要に応じ、指定行政機関等の職員をオフサイトセンターに集合させ

のであるが、県、関係市町、北陸電力に対して当該職員の派遣を求め て開催するものであるが、県、関係市町、北陸電力に対して当該職員

ることとなっている。 の派遣を求めることとなっている。

(2) 原子力災害合同対策協議会 (2) 原子力災害合同対策協議会

県及び関係市町は、原災法第15条の規定に基づく原子力緊急事態宣 県及び関係市町は、原災法第15条の規定に基づく原子力緊急事態宣

言（以下「原子力緊急事態宣言」という。）が発出された後は、国とと 言（以下「原子力緊急事態宣言」という。）が発出された後は、国とと

もに、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施す もに、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施す

る緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対 る緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対

策協議会（以下「合同対策協議会」という。）を組織する体制を整備す 策協議会（以下「合同対策協議会」という。）を組織する体制を整備す

る。 る。

なお、合同対策協議会は、県及び関係市町の災害対策本部の代表者 なお、合同対策協議会は、県及び関係市町の災害対策本部の代表者

をはじめ国の原子力災害現地対策本部の代表者、指定公共機関の代表 をはじめ国の原子力災害現地対策本部の代表者、指定公共機関の代表

者及び北陸電力の代表者から権限を委任された者により構成され、原 者及び北陸電力の代表者から権限を委任された者により構成され、原

子力規制委員会、放射線医学総合研究所、(独)日本原子力研究開発機 子力安全委員会、放射線医学総合研究所、(独)日本原子力研究開発機

構等の専門家が必要に応じ出席することとされている。 構等の専門家が必要に応じ出席することとされている。

また、原災法第15条第4項の規定により、国が原子力緊急事態解除宣

言を行った場合は、引き続き原子力災害合同対策協議会を開催し、国、

北陸電力とともに、本計画第４章「原子力災害復旧計画」により実施

する原災法第27条第１項に規定する原子力災害事後対策（以下「事後

対策」という。）の体制及び役割分担の明確化、事後対策の内容等の確

認等とることとなる。

（削除） (3) 現地事後対策連絡会議

県及び関係市町は、原災法第21条の規定により、国の原子力災害現

地対策本部が廃止された場合は、国、北陸電力等とともに、本計画第

４章「原子力災害復旧計画」により実施する原災法第27条第１項に規

定する原子力災害事後対策（以下「事後対策」という。）の体制及び役

割分担の明確化、事後対策の内容等の確認等のため、現地事後対策連

絡会議を組織する体制を整備する。

(3) 開催場所 (4) 開催場所

合同対策協議会等は、オフサイトセンターにおいて、開催される。 合同対策協議会等は、オフサイトセンターにおいて、開催される。

(4) 運 営 (5) 運 営

合同対策協議会等は、「オフサイトセンター運営要領（志賀原子力規制 合同対策協議会等は、「オフサイトセンター運営要領（志賀原子力保安検

事務所策定）」に基づいて運営される。 査官事務所策定）」に基づいて運営される。
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５ 防災関係機関相互の連携体制の整備 ５ 防災関係機関相互の連携体制の整備

(1) 県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする原子力規制委員会、 県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする経済産業省（原子

関係市町、警察、消防、医療機関、指定公共機関、指定地方公共機関、 力安全・保安院）、関係市町、警察、消防、医療機関、指定公共機関、指

北陸電力、その他の関係機関と原子力防災体制につき相互に情報交換し、 定地方公共機関、北陸電力、その他の関係機関と原子力防災体制につき

各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、防災対策に努めるものと 相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、防災

する。また、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難やスクリーニン 対策に努めるものとする。

グ等の場所等に関する広域的な応援について、応援協定の締結を促進す

るなど体制の整備を図るものとする。

(2) 県及び関係市町は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行える

よう、あらかじめ国又は他の都道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連

絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておくなど、必要

な準備を整えておくものとする。

(3) 県及び関係市町は、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公

共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠

方に所在する地方公共団体との間の協定締結も考慮するものとする。

(4) 県は、関係市町が必要に応じて締結する被災時の相互応援に関し、協

定の締結、その他必要な準備が円滑に進むよう配慮する。

(5) 県、関係市町及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応

じて円滑に防災関係機関等から応援を受けることができるよう、防災業

務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよ

う努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・

要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活

動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等につ

いて必要な準備を整えるものとする。

(6) 国、県、関係市町及び原子力事業者は、応急対策を行う防災業務関係

者の安全確保のため、相互に密接な情報交換を行うものとする。

６ 警察災害派遣隊の受入体制の整備 ６ 広域緊急援助隊の受入体制の整備

県警察本部は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し、緊急かつ広域 県警察本部は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し、緊急かつ広域

的な救助活動等を行うための警察災害派遣隊の受け入れ体制などを整備 的な救助活動等を行うための広域緊急援助隊の受け入れ体制などを整備

する。 する。

７ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊の要請体制の整備 ７ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊の要請体制の整備

県は、消防の応援について県内外の近隣市町村及び県内全市町による 県は、消防の応援について県内外の近隣市町村及び県内全市町による

協定の締結の促進、消防相互応援体制の整備に努めるとともに、緊急消 協定の締結の促進、消防相互応援体制の整備に努めるとともに、緊急消

防援助隊の迅速な派遣要請のための手順、受け入れ体制の整備に努める。 防援助隊の迅速な派遣要請のための手順、受け入れ体制の整備に努める。

８ 自衛隊派遣要請体制の整備 ８ 自衛隊派遣要請体制の整備

県は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手 県は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手

順、連絡調整窓口連絡の方法を取り決めておくとともに、自衛隊の迅速 順、連絡調整窓口連絡の方法を取り決めておくとともに、自衛隊の迅速

な派遣要請のための手順、受け入れ制の整備に努める。 な派遣要請のための手順、受け入れ制の整備に努める。
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９ 災害長期化に備えた体制の整備

県は、国、関係市町、その他関係機関と連携し、事態が長期化した場

合に備え、あらかじめ非常参集職員の名簿（衛星電話等非常用通信機器

の連絡先を含む。）等を含む体制図を作成し、参集基準、参集対象者、連

絡経路を明確にしておくなど、職員の動員体制を整備するものとする。

その際、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生

により、防災活動に必要な人員及び防災資機材が不足するおそれがある

ことも想定し、人材及び防災資機材の確保等において相互の連携を図る

ものとする。

10 業務継続計画の策定

県や関係市町等は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高

い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な

場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図

る必要があることから、業務継続計画の策定等により，業務継続性の確

保を図るものとする。

また，実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的

な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄

積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえ

た改訂等を行うものとする。

第３節 原子力防災知識 国、危機管理監室、健康福祉部、関係市町､ 第３節 原子力防災知識 国、危機管理監室、健康福祉部、関係市町､

の普及 防災関係機関、北陸電力 の普及 防災関係機関、北陸電力

県は、原子力災害の特殊性を踏まえて、日頃から関係機関と連携して、 県は、原子力災害の特殊性を踏まえて、日頃から関係機関と連携して、原

原子力防災知識の普及に努める。 子力防災知識の普及に努める。

１ 防災業務関係者に対する教育 １ 防災業務関係者に対する教育

原子力災害対策を円滑かつ有効に実施するためには、その防災業務に

関わる者（以下「防災業務関係者」という。）が、自らの業務に習熟する

ことが必要であり、原子力災害対策に関する教育及び訓練を行うことが

重要である。又、教育及び訓練を通じて、組織の風土として「安全文化」

を醸成し、これを維持・向上していく必要がある。そのため県は、国、 県は、国、関係市町及び防災関係機関と連携して、防災業務関係者に

関係市町及び防災関係機関と連携して、防災業務関係者等に対して、原 対して、原子力災の発生又は拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るた

子力災の発生又は拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な めに必要な対策の円滑かつ有効な実を図るため、次に掲げる事項につい

対策の円滑かつ有効な実を図るため、次に掲げる事項について教育を実 て教育を実施する。

施する。
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(1) 関係市町及びＵＰＺ内で活動する防災関係機関等職員

関係市町及びＵＰＺ内で活動する防災関係機関等職員は、原子力災害が

発生した場合には住民避難等の対応を行う可能性があるため、県は、これ

らの対象者に対し、以下のような教育を行う。

ア 教育の方法 (1) 教育の方法

(ｱ) 研修会、講習会等の開催及び講師の派遣 ア 研修会、講習会等の開催及び講師の派遣

(ｲ) 研修会等への防災業務関係者の派遣 イ 研修会等への防災業務関係者の派遣

イ 教育の内容 (2) 教育の内容

(ｱ) 原子力防災体制及び組織に関すること。 ア 原子力防災体制及び組織に関すること。

(ｲ) 原子力災害とその特殊性に関すること。 イ 原子力災害とその特殊性に関すること。

(ｳ) 発電所の施設（安全、防災対策を含む。）に関すること。 ウ 発電所の施設（安全、防災対策を含む。）に関すること。

(ｴ) 緊急時に国、県、関係市町等が講じる対策に関すること。 エ 緊急時に国、県、関係市町等が講じる対策に関すること。

(ｵ) 放射線防護に関すること（防災資機材の使い方、放射線の健康への オ 放射線防護に関すること（防災資機材の使い方、放射線の健康への

影響等）。 影響等）。

(ｶ) 避難、誘導等の防護対策活動（緊急時に住民等がとるべき行動及び カ 避難、誘導等の防護対策活動（緊急時に住民等がとるべき行動及び

留意事項をむ。）に関すること。 留意事項をむ。）に関すること。

(ｷ) 放射性物質及び放射線の測定方法及び測定機器に関すること。 キ 放射性物質及び放射線の測定方法及び測定機器に関すること。

(ｸ) 原子力防災対策上の諸設備に関すること。 ク 原子力防災対策上の諸設備に関すること。

(ｹ) 緊急時医療（被ばくに対する応急手当を含む。）に関すること。 ケ 緊急時医療（被ばくに対する応急手当を含む。）に関すること。

(ｺ) その他必要と認める事項に関すること。 コ その他必要と認める事項に関すること。

(2) その他の職員（UPZ外の市町や防災関係機関の職員）

県は、ＵＰＺ外の市町や防災関係機関の職員についても、放射線、放射

性物質の基礎知識、原子力災害が発生した場合の対処に関する基本事項等

について、研修会、講習会を開催するなどの教育を行う。

２ 住民等に対する原子力防災に関する知識の普及及び啓発 ２ 住民等に対する原子力防災に関する知識の普及及び啓発

県は、国、関係市町、防災関係機関及び北陸電力と協力して、住民等 県は、国、関係市町、防災関係機関及び北陸電力と協力して、住民等

に対して、原子力災に関する知識の普及及び啓発を図るため、次に掲げ に対して、原子力災に関する知識の普及及び啓発を図るため、次に掲げ

る事項について広報活動を実施するともに、関係市町が行う住民等に対 る事項について広報活動を実施するともに、関係市町が行う住民等に対

する原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関して必要な助言を行う。 する原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関して必要な助言を行う。

なお、防災知識の普及と啓発に際しては、高齢者、障害者、乳幼児、 なお、防災知識の普及と啓発に際しては、高齢者、障害者、乳幼児、

妊婦、外国人そののいわゆる災害時要援護者に十分配慮し、地域におい 妊婦、外国人そののいわゆる災害時要援護者に十分配慮し、地域におい

て要援護者を支援する体制を整備すよう努める。 て要援護者を支援する体制を整備すよう努める。

(1) 関係市町住民に対する対応

関係市町の住民は、原子力災害が発生した場合には住民避難等の対応

を行う可能性があるため、県は、これらの対象者に対し、以下のような

普及及び啓発の活動を行う。
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ア 普及及び啓発の方法 (1) 普及及び啓発の方法

(ｱ) 講習会、研修会等の開催 ア 講習会、研修会等の開催

(ｲ) 見学、現地調査等の実施 イ 見学、現地調査等の実施

(ｳ) ビデオ・パンフレット等の配布 ウ ビデオ・パンフレット等の配布

(ｴ) インターネットによる情報発信 エ インターネットによる情報発信

(ｵ）原子力防災訓練の映像による配信

イ 普及及び啓発の内容 (2) 普及及び啓発の内容

(ｱ) 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 ア 放射性物質及び放射線の特性に関すること。

(ｲ) 発電所の施設（安全、防災対策を含む。）の概要に関すること。 イ 発電所の施設（安全、防災対策を含む。）の概要に関すること。

(ｳ) 原子力災害とその特殊性に関すること。 ウ 原子力災害とその特殊性に関すること。

(ｴ) 緊急時における情報及び指示の伝達方法に関すること。 エ 緊急時における情報及び指示の伝達方法に関すること。

(ｵ) 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 オ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。

(ｶ) 原子力災害時に国、県、関係市町等が講じる対策に関すること。 カ 原子力災害時に国、県、関係市町等が講じる対策に関すること。

(ｷ) 屋内退避の方法、避難所等の所在地及び避 難方法、スクリーニン キ 屋内退避の方法、コンクリート屋内退避所・避難所の所在地及び避

グの場所及び方法、医療機関の場所等に関すること。 難方法等に関すること。

(ｸ) 安定ヨウ素剤の予防服用に関すること。

(ｹ) 緊急時に住民等がとるべき行動及び避難所等での行動等に関するこ ク 緊急時に住民等がとるべき行動及び避難所での行動等に関すること。

と。

(ｺ) その他必要と認める事項。 ケ その他必要と認める事項。

(2) 関係市町以外の住民に対する対応

県は、関係市町住民以外の県民に対しても、放射線、放射性物質の基

礎知識、原子力災害が発生した場合の対処に関する基本事項等について、

様々な機会を通じて普及及び啓発活動を行うよう努める。

３ 災害教訓の伝承

県は、原子力災害の教訓や災害文化を後世に伝えるため、国等と連携し

て原子力災害に関する各種資料を広く収集・整理するとともに、広く一般

に閲覧できるよう公開に努める。
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第４節 原子力防災訓練 国、危機管理監室、健康福祉部、関係各部局 第４節 原子力防災訓練 国、危機管理監室、健康福祉部、関係各部局

の実施 関係市町、防災関係機関、北陸電力 の実施 関係市町、防災関係機関、北陸電力

１ 県は、国、関係市町、防災関係機関及び北陸電力と連携して、防災体制 県は、国、関係市町、防災関係機関及び北陸電力と連携して、防災体制の

の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を図り、併せて住民等の防災意 確立と防災業務関係者の防災技術の向上を図り、併せて住民等の防災意識の

識の高揚を図るため、次に掲げる訓練を計画的に実施する。 高揚を図るため、次に掲げる訓練を計画的に実施する。

なお、訓練終了後、専門家や訓練参加機関による検討会の開催等により、

評価及び課題の整理等を行い、事後の訓練等に反映する。

(1) 緊急時通信連絡訓練 (1) 緊急時通信連絡訓練

(2) オフサイトセンター立ち上げ及び運営支援訓練 (2) オフサイトセンター立ち上げ及び運営支援訓練

(3) 災害対策本部等設置訓練 (3) 災害対策本部等設置訓練

(4) 緊急時環境放射線モニタリング訓練 (4) 緊急時環境放射線モニタリング訓練

(5) 広報訓練 (5) 広報訓練

(6) 退避等措置訓練 (6) 退避等措置訓練

(7) 緊急時医療措置訓練 (7) 緊急時医療措置訓練

(8) その他必要と認める訓練 (8) その他必要と認める訓練

２ 訓練を実施するにあたっては、複合災害や過酷事故等原子力緊急事態を

具体的に想定した詳細なシナリオのもと、参加者に事前にシナリオを知ら

せないブラインド訓練や机上において想定事故に対する対応や判断を試す

訓練など、現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう

工夫する。

また、訓練終了後、専門家や訓練参加機関による検討会の開催等により、

評価及び課題の整理等を行い、事後の訓練等に反映する。

第５節 通信連絡体制の整備 原子力規制委員会、消防庁、危機管理監室、 第５節 通信連絡体制の整備 原子力安全・保安院、消防庁、危機管理監室、

関係各部局、関係市町、防災関係機関、 健康福祉部、関係各部局、関係市町、

北陸電力 防災関係機関、北陸電力

県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力（以下、本節において「各機関」 県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力（以下、本節において「各機関」

という。）は、原子力規制委員会と連携して、相互に原子力災害に関する情報 という。）は、経済産業省（原子力安全・保安院）と連携して、相互に原子力

の収集及び伝達を円滑に行うため、専用回線による電話、ファクシミリ及び 災害に関する情報の収集及び伝達を円滑に行うため、専用回線による電話、

防災行政無線等の通信連絡設備の整備に努め、通信連絡体制の充実強化を図 ファクシミリ及び防災行政無線等の通信連絡設備の整備に努め、通信連絡体

る。 制の充実強化を図る。

なお、国は、オフサイトセンターに非常用電話、ファクシミリ、テレビ会 なお、国は、オフサイトセンターに非常用電話、ファクシミリ、テレビ会

議システムその他非常用通信機器を整備・維持することとされている。 議システムその他非常用通信機器を整備・維持することとされている。



- 30 -

修 正 案 現 行 備 考

１ 通信連絡設備の整備 １ 通信連絡設備の整備

(1) 県 (1) 県

ア 県と国、関係市町及び防災関係機関の間を結ぶ電話・ファクシミリ ア 県と国、関係市町及び防災関係機関の間を結ぶ電話・ファクシミリ

等の専用回線網 等の専用回線網

イ 県と関係市町、防災関係機関及びオフサイトセンターの間を結ぶ衛 イ 県と関係市町、防災関係機関及びオフサイトセンターの間を結ぶ衛

星系及び地上系防災行政無線施設 星系及び地上系防災行政無線施設

ウ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器 ウ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器

(2) 関係市町、消防機関 (2) 関係市町、消防機関

ア 関係市町防災行政無線等 ア 関係市町防災行政無線等

イ 消防無線 イ 消防無線

ウ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器 ウ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器

(3) 北陸電力 (3) 北陸電力

ア 発電所と県、関係市町及びオフサイトセンターの間の専用回線網で ア 発電所と県、関係市町及びオフサイトセンターの間を結ぶ電話・フ

接続する電話・ファクシミリ等 ァクシミリ等の専用回線網

イ 発電所と国、県、関係市町及び防災関係機関へのファクシミリ イ 発電所と国、県、関係市町及び防災関係機関へのファクシミリ

ウ 北陸電力内部を専用回線で結ぶ社内通信施設 ウ 北陸電力内部を専用回線で結ぶ社内通信施設

エ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器 エ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器

２ 通信連絡体制の確立 ２ 通信連絡体制の確立

各機関は、緊急時における各機関内部及び各機関相互の迅速かつ的確な 各機関は、緊急時における各機関内部及び各機関相互の迅速かつ的確な

通信連絡を確保するため、定期的に通信連絡訓練等を実施し、操作方法の 通信連絡を確保するため、定期的に通信連絡訓練等を実施し、操作方法の

習熟と通信連絡設備等の適正な管理に努める。 習熟と通信連絡設備等の適正な管理に努める。

また、各機関は、通信連絡体制の整備において、通常の通信手段が確保 また、各機関は、通信連絡体制の整備において、通常の通信手段が確保

できない場合を考慮して、平常時から代替ルートの確保に努める。更に、 できない場合を考慮して、平常時から代替ルートの確保に努める。更に、

各機関は、北陸地方非常通信協議会との連携に努め、西日本電信電話株式 各機関は、北陸地方非常通信協議会との連携に努め、西日本電信電話株式

会社災害時優先電話及び無線電話等の配備について確認し、運用方法等の 会社災害時優先電話及び無線電話等の配備について確認し、運用方法等の

習熟に努めるほか、災害時にも活用できるような非常用電源の確保、ＩＰ 習熟に努める。

電話を利用する場合でのネットワーク機器等の停電対策等を講じる。 なお、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図

る。

３ 住民等に対する情報伝達体制の整備 ３ 住民等に対する情報伝達体制の整備

(1) 県 (1) 県

ア 県は、緊急時において、住民等に対して、テレビ、ラジオ等の報道 ア 県は、緊急時において、住民等に対して、テレビ、ラジオ等の報道

機関への緊急警報放送を要請する体制を整備する。 機関への緊急警報放送を要請する体制を整備する。

イ 県は、緊急時において、周辺海域の船舶に対して、金沢海上保安部 イ 県は、緊急時において、周辺海域の船舶に対して、金沢海上保安部

及び漁業協同組合へ災害情報の提供及び必要な指示の伝達を要請する 及び漁業協同組合へ災害情報の提供及び必要な指示の伝達を要請する

体制を整備する。 体制を整備する。

ウ 県は、新たな情報通信媒体について、平常時から災害時における有

用性についての検討を行うとともに、有用であれば、その情報通信媒

体の導入に努める。
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修 正 案 現 行 備 考

(2) 関係市町 (2) 関係市町

ア 関係市町は、緊急時において、住民等に対して、被災者の危機回避 ア 関係市町は、緊急時において、住民等に対して、被災者の危機回避

のための情報を含め、的確かつわかりやすい情報を迅速に伝達するた のための情報を含め、的確かつわかりやすい情報を迅速に伝達するた

め、防災行政無線、広報車等の広報設備、広報機器等の整備を図ると め、防災行政無線、広報車等の広報設備、広報機器等の整備を図ると

ともに、情報伝達に関する責任者及び実施者をあらかじめ定めるなど、 ともに、情報伝達に関する責任者及び実施者をあらかじめ定めるなど、

必要な体制を整備する。 必要な体制を整備する。

イ 関係市町は、国及び県と連携し、住民からの問い合わせに対応する イ 関係市町は、国及び県と連携し、住民からの問い合わせに対応する

住民相談窓口の設置等についてあらかじめその方法、体制等を整備す 住民相談窓口の設置等についてあらかじめその方法、体制等を整備す

る。 る。

ウ 関係市町は、原子力災害の特殊性に鑑み、災害時要援護者及び一時 ウ 関係市町は、原子力災害の特殊性に鑑み、災害時要援護者及び一時

滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住 滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住

民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時からこれらの者に対す 民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時からこれらの者に対す

る情報伝達体制を整備する。 る情報伝達体制を整備する。

エ 関係市町は、新たな情報通信媒体について、平常時から災害時にお

ける有用性についての検討を行うとともに、有用であれば、その情報

通信媒体の導入に努める。

４ 県職員の通信連絡体制 ４ 県職員の通信連絡体制

県の各部局長は、県地域防災計画「一般災害対策編」第２章「災害予防 県の各部局長は、県地域防災計画「一般災害対策編」第２章「災害予防

計画」第６節「防災体制の整備」２(2)に基づき、次の事項を盛り込んだ防 計画」第６節「防災体制の整備」２(2)に基づき、次の事項を盛り込んだ防

災活動要領（マニュアル）等の整備を図る。 災活動要領（マニュアル）等の整備を図る。

(1) 緊急時の配備計画 (1) 緊急時の配備計画

(2) 緊急時の連絡体制 (2) 緊急時の連絡体制

(3) 緊急時の各職員の担当業務 (3) 緊急時の各職員の担当業務

(4) その他必要事項 (4) その他必要事項
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修 正 案 現 行 備 考

第６節 環境放射線モニタリング 文部科学省、危機管理監室、 第６節 環境放射線モニタリング 文部科学省、危機管理監室、

体制の整備 関係市町、防災関係機関、北陸電力 体制の整備 関係市町、防災関係機関、北陸電力

県及び北陸電力は、文部科学省及び関係市町等と連携して、平常時及び緊 県及び北陸電力は、文部科学省及び関係市町等と連携して、平常時及び緊

急時における発電所の周辺環境の放射性物質及び放射線に関する状況を把握 急時における発電所の周辺環境の放射性物質及び放射線に関する状況を把握

するため、環境放射線モニタリング（以下「モニタリング」という。）体制を するため、環境放射線モニタリング（以下「モニタリング」という。）体制を

整備する。 整備する。

１ モニタリング資機材等の整備 １ モニタリング資機材等の整備

(1) 県は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。なお、これら (1) 県は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。

機材に関しては、地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建物や保

管庫の耐震性の確保、データ通信の多重化等を図るよう努める。

ア 環境放射線監視テレメータシステム ア 環境放射線監視テレメータシステム

イ 環境放射線観測局 イ 環境放射線観測局

ウ 熱ルミネセンス線量計（以下「ＴＬＤ」という。） ウ 熱ルミネセンス線量計（以下「ＴＬＤ」という。）

エ サーベイメータ等の可搬型計測用機器 エ サーベイメータ等の可搬型計測用機器

オ モニタリングカー オ モニタリングカー

カ ダストサンプラ カ ダストサンプラ

キ ヨウ素サンプラ キ ヨウ素サンプラ

ク その他モニタリングに必要な資機材 ク その他モニタリングに必要な資機材

(2) 北陸電力は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。なお、 (2) 北陸電力は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。

これら機材に関しては、地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建

物や保管庫の耐震性の確保、データ通信の多重化等を図るよう努める。

ア 敷地境界モニタリングポスト ア 敷地境界モニタリングポスト

イ 排気筒モニタ イ 排気筒モニタ

ウ Ｔ Ｌ Ｄ ウ Ｔ Ｌ Ｄ

エ サーベイメータ等の可搬型計測用機器 エ サーベイメータ等の可搬型計測用機器

オ モニタリングカー オ モニタリングカー

カ ダストサンプラ カ ダストサンプラ

キ ヨウ素サンプラ キ ヨウ素サンプラ

ク その他モニタリングに必要な資機材 ク その他モニタリングに必要な資機材

(3) 県は、文部科学省、放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構 (3) 県は、文部科学省、放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構

及び電力事業者が整備するモニタリング資機材等の把握に努める。 及び電力事業者が整備するモニタリング資機材等の把握に努める。
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修 正 案 現 行 備 考

２ モニタリング体制の確立 ２ モニタリング体制の確立

(1) 県は、緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」 (1) 県は、原子力安全委員会が作成した「環境放射線モニタリング指針（平

という。）の手順等を示した「石川県緊急時環境放射線モニタリング実施 成20年３月27日決定、平成22年４月一部改訂）」に従い、緊急時環境放射

要領」を策定し、必要に応じて見直す。 線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）の手順等を示し

た「石川県緊急時環境放射線モニタリング実施要領」を策定し、必要に

応じて見直す。

(2) 県、関係市町及び北陸電力は、緊急時モニタリングの迅速かつ的確な (2) 県、関係市町及び北陸電力は、緊急時モニタリングの迅速かつ的確な

実施を確保するため、定期的に操作訓練、操作講習会等を実施し、操作 実施を確保するため、定期的に操作訓練、操作講習会等を実施し、操作

方法の習熟と資機材の適正な管理に努める。 方法の習熟と資機材の適正な管理に努める。

(3) 県は、事故の状況により緊急時モニタリング要員の確保が困難な場合 (3) 県は、放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構及び電力事業

は、国や放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構の関係機関や 者から派遣される緊急時モニタリング要員の受け入れ体制の整備を図る。

電力事業者に対して、緊急時モニタリング要員の派遣等の要請を行い要

員を確保するとともに、派遣される緊急時モニタリング要員の受け入れ

体制の整備を図る。

(4) 県は、海上における緊急時モニタリングの支援のため、海上自衛隊舞 (4) 県は、海上における緊急時モニタリングの支援のため、海上自衛隊舞

鶴地方総監部に対して艦船の派遣等の災害派遣を要請する体制を整備す 鶴地方総監部に対して艦船の派遣等の災害派遣を要請する体制を整備す

る。 る。

また、第九管区海上保安本部に対して、巡視船艇の派遣等の支援を要 また、第九管区海上保安本部に対して、巡視船艇の派遣等の支援を要

請する体制を整備する。 請する体制を整備する。

(5) 県は、空からの緊急時モニタリングの支援のため、陸上自衛隊中部方 (5) 県は、空からの緊急時モニタリングの支援のため、陸上自衛隊中部方

面総監部並びに航空自衛隊航空総隊司令部（第６航空団及び小松救難隊） 面総監部並びに航空自衛隊航空総隊司令部（第６航空団及び小松救難隊）

に対して、航空機の派遣等の災害派遣を要請する体制を整備する。 に対して、航空機の派遣等の災害派遣を要請する体制を整備する。

(6) 北陸電力は、自らモニタリングを行うとともに、県が実施する緊急時 (6) 北陸電力は、自らモニタリングを行うとともに、県が実施する緊急時

モニタリングが円滑に行われるよう、原子力防災要員等の派遣、モニタ モニタリングが円滑に行われるよう、原子力防災要員等の派遣、モニタ

リング資機材の貸与等に必要な体制を整備する。 リング資機材の貸与等に必要な体制を整備する。

３ ＳＰＥＥＤＩネットワークシステムの整備 ３ ＳＰＥＥＤＩネットワークシステムの整備

県及び国は、緊急時において的確かつ迅速に防護対策を講ずるため､ 緊 県は、文部科学省等と連携して、緊急時において的確かつ迅速に防護対

急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（以下「ＳＰＥＥＤＩネッ 策を講ずるため､ 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（以下

トワークシステム」という。）を整備、維持する。 「ＳＰＥＥＤＩネットワークシステム」という。）を整備、維持する。

第７節 災害警備計画の策定 警察本部 第７節 災害警備計画の策定 警察本部

警察本部は、緊急時において、応急措置を的確にとることができるよう、 警察本部は、緊急時において、応急措置を的確にとることができるよう、

次の事項を盛り込だ原子力災害警備計画を策定する。 次の事項を盛り込だ原子力災害警備計画を策定する。

(1) 災害警備本部等の設置 (1) 災害警備本部等の設置

(2) 指揮命令 (2) 指揮命令

(3) 情報の収集・連絡 (3) 情報の収集・連絡

(4) 避難誘導 (4) 避難誘導

(5) 救助救出 (5) 救助救出

(6) 交通規制 (6) 交通規制

(7) その他必要な事項 (7) その他必要な事項
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第８節 緊急時医療体制の整備 文部科学省、厚生労働省、 第８節 緊急時医療体制の整備 文部科学省、厚生労働省、

健康福祉部、関係市町、防災関係機関 健康福祉部、関係市町、防災関係機関

県は、原子力規制委員会、文部科学省、厚生労働省、関係市町及び防災関 県は、厚生労働省、関係市町及び防災関係機関等と連携して、緊急時にお

係機関等と連携して、緊急時における医療措置に対応するため、緊急時医療 ける医療措置に対応するため、緊急時医療体制を整備する。

体制を整備する。

１ 緊急時医療資機材等の整備 １ 緊急時医療資機材等の整備

(1) 県は、次の緊急時医療資機材等を整備し、維持管理する。 (1) 県は、次の緊急時医療資機材等を整備し、維持管理する。

ア 汚染検査用サーベイメータ ア 汚染検査用サーベイメータ

イ ホールボディカウンタ イ ホールボディカウンタ

ウ 放射能除染室及び除染資機材 ウ 放射能除染室及び除染資機材

エ その他緊急時医療に必要な資機材等 エ その他緊急時医療に必要な資機材等

(2) 県は、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、原子力事業者等が (2) 県は、文部科学省、厚生労働省及び日本赤十字社が整備する緊急時医

整備する緊急時医療資機材の把握に努める。 療資機材の把握に努める。

２ 安定ヨウ素剤の備蓄及び事前配布 ２ ヨウ素剤の備蓄

県は、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくを予防するため、安定ヨウ素剤 県は、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくを予防するため、安定ヨウ素剤

の備蓄を行う。 の備蓄を行う。

また、市町は、原子力災害重点対策地域のうちＰＡＺについては、平時

から事前に住民に対し安定ヨウ素剤を配布しておく。

３ 緊急時医療体制の確立

３ 緊急時医療体制の確立 (1) 県は、緊急時医療の手順等を示した「石川県緊急時医療措置実施要領」

(1) 県は、緊急時医療の手順等を示した「石川県緊急時医療措置実施要領」 を策定し、必要に応じて見直す。

を策定し、必要に応じて見直す。 (2) 県は、緊急時医療体制が一般的な救急医療体制と密接な連携を図るよ

(2) 県は、平時から救急・災害医療機関が被ばく医療に対応できる体制と うに努める。

指揮系統を整備・確認しておく。 (3) 県及び関係医療機関は、緊急時医療を迅速かつ的確に実施するため、

(3) 県及び関係医療機関は、緊急時医療を迅速かつ的確に実施するため、 定期的に緊急時医療資機材の操作訓練、操作講習会等を実施し、操作方

定期的に緊急時医療資機材の操作訓練、操作講習会等を実施し、操作方 法の習熟と医療資機材の適正な管理に努める。

法の習熟と医療資機材の適正な管理に努める。

４ 緊急被ばく医療チームの派遣要請体制の整備

４ 緊急被ばく医療チームの派遣要請体制の整備 県は、緊急時医療の体制の充実を図るため、放射線障害専門病院等のス

(1) 県は、緊急時医療の体制の充実を図るため、放射線障害専門病院等の タッフからなる緊急被ばく医療チーム派遣の要請手続きについてあらかじ

スタッフからなる緊急被ばく医療チーム派遣の要請手続きについてあら め定めておくとともに、受け入れ体制の整備等必要な準備を整えておくも

かじめ定めておくとともに、受け入れ体制の整備等必要な準備を整えて のとする。

おくものとする。

(2) 県及び関係医療機関は、被ばく医療に関する研修等の充実・強化に努

め、スクリーニング対応要員等の確保に努めるとともに、国や専門機関

の支援協力を得て、専門機関が実施する研修への医療関係者の派遣等を

行うなど、被ばく医療の専門家の養成に努める。
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５ 緊急時の個人の被ばく線量評価体制の整備

県は、国の支援のもと、健康調査・健康相談を適切に行う観点から、緊急

時に個人の被ばく線量の評価・推定を行えるよう必要な体制を整備するもの

とする。

第９節 防護資機材等の整備 国、 危機管理監室、関係市町、 第９節 防護資機材等の整備 原子力安全・保安院、文部科学省、

防災関係機関 危機管理監室、関係市町、防災関係機関

１ 防護資機材等の整備 １ 防護資機材等の整備

県、関係市町及び防災関係機関は、災害応急対策に従事する防災業務関 県、関係市町及び防災関係機関は、災害応急対策に従事する防災業務関

係者の安全を確保するため、防護資機材等を整備する。 係者の安全を確保するため、防護資機材等を整備する。

２ 防護資機材等の操作訓練等 ２ 防護資機材等の操作訓練等

県、関係市町及び防災関係機関は、原子力規制委員会等と連携して、災 県、関係市町及び防災関係機関は、経済産業省（原子力安全・保安院）

害応急対策の迅速かつ的確な実施を確保するため、定期的に防護資機材等 及び文部科学省と連携して、災害応急対策の迅速かつ的確な実施を確保す

の操作訓練、操作講習会等を実施し、操作方法の習熟と防護資機材の適切 るため、定期的に防護資機材等の操作訓練、操作講習会等を実施し、操作

な管理に努める。 方法の習熟と防護資機材の適切な管理に努める。

第10節 救助・救急及び消火活動 消防機関、危機管理監室、 第10節 救助・救急及び消火活動 消防機関、危機管理監室、

用資機材の整備等 関係市町、北陸電力 用資機材の整備等 関係市町、北陸電力

１ 救助・救急及び消火活動用資機材等の整備 １ 救助・救急及び消火活動用資機材等の整備

(1) 消防機関等救助・救急を行う防災関係機関は、県、関係市町、北陸電 消防機関は、県、関係市町、北陸電力等と協力し、災害応急対策の実施

力等と協力し、災害応急対策の実施に必要な救助・救急及び消火活動の に必要な救助・救急及び消火活動のための資機材を整備する。

ための資機材を整備する。

(2）消防機関は、県、関係市町、北陸電力等と協力し、消火活動のための

資機材を整備する。

２ 救助・救急活動体制の整備

(1）県は、救助・救急を行う防災関係機関とともに、職員の安全確保を図

りつつ、効率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体制の強化を

図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図る。

(2）県及び消防機関等は、原子力事業者による被ばく患者の搬送、受入れ

についての通信連絡について、国や各防災関係機関と同様に、緊密な関

係を維持するよう努める。
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３ 消防体制の整備 ２ 消防体制の整備

消防機関は、平常時から、関係市町、北陸電力等と連携を図り、発電所 消防機関は、平常時から、関係市町、北陸電力等と連携を図り、発電所

及びその周辺における火災等に適切に対処するため、消防水利の確保、消 及びその周辺における火災等に適切に対処するため、消防水利の確保、消

防体制を整備する。 防体制の整備する。

北陸電力は、平常時から原子力施設における火災等に適切に対処するた 北陸電力は、平常時から原子力施設における火災等に適切に対処するた

め、自衛消防体制の整備に努める。 め、自衛消防体制の整備に努める。

第11節 避難計画の策定 危機管理監室、関係市町、防災関係機関 第11節 退避等措置計画の策定 危機管理監室、関係市町、防災関係機関

１ 避難計画要綱の策定 １ 退避等措置計画要綱の策定

県は、原子力災害時における屋内退避及び避難の防護対策について、「石 県は、原子力災害時における屋内退避、コンクリート屋内退避及び避難

川県避難計画要綱」を策定する。 の防護対策について、「石川県退避等措置計画要綱」を策定する。

２ 緊急避難先の確保

(1) 県及び関係市町は、事故の状況に応じて臨機応変に対応できるよう、

事前にできるだけ多くの避難先を確保する。

(2) 県及び関係市町は、事故発生時の速やかな対応と、避難後の住民サー

ビスの点を考慮し、あらかじめ避難先の基本的な割り振りを設定し、体

制整備を図る。

３ 避難手段の確保

災害の状況等も踏まえ、自家用車をはじめ、自衛隊車両や自治体車両な

どの国、県、関係市町等の保有する車両、バスなどの民間車両、さらには

海上交通手段などあらゆる手段を活用する。

４ 関係市町の避難計画の作成 ２ 関係市町の退避等措置計画の作成

関係市町は、住民等の屋内退避、コンクリート屋内退避及び避難の防護 関係市町は、住民等の屋内退避、コンクリート屋内退避及び避難の防護

対策を実施するに当たって、住民等の適切な行動の確保と混乱の防止を図 対策を実施するに当たって、住民等の適切な行動の確保と混乱の防止を図

るため、本計画及び「石川県避難計画要綱」に基づき、次の事項を盛り込 るため、本計画及び「石川県退避等措置計画要綱」に基づき、次の事項を

んだ避難計画を作成する。 盛り込んだ退避等措置計画を作成する。

ア 発電所周辺地域における発電所からの距離別人口、世帯数 (1) 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域（ＥＰＺ）に関する事項

イ 地区の連絡担当者 ア 発電所周辺地域における発電所からの距離別人口、世帯数

ウ コンクリート屋内退避施設（施設の名称、所在地、収容可能人員数、 イ 地区の連絡担当者

責任者） ウ コンクリート屋内退避所（施設の名称、所在地、収容可能人員数、

エ 避難所（施設の名称、所在地、収容可能人員数、責任者） 責任者）

オ 自家用自動車数及び船舶数 エ 避難所（施設の名称、所在地、収容可能人員数、責任者）

カ 移送を要する推定人員

キ 集合場所 オ 自家用自動車数及び船舶数

ク 避難経路及び避難方法 カ 移送を要する推定人員

ケ 観光施設等多くの住民等が集まる施設の連絡先 キ 観光施設等多くの住民等が集まる施設の連絡先

コ その他必要な事項 ク その他必要な事項
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(2) 広域避難等に関する事項

ア 集合場所

イ 避難経路及び避難方法

ウ その他必要な事項

５ 災害時要援護者等の避難誘導等 ３ 災害時要援護者等の避難誘導等

(1) 関係市町は、災害時の避難等について必要な支援を行うため、周辺住 (1) 関係市町は、要援護者及び一時滞在者の安全を確保するため、日頃か

民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サ らこれらの者の把握に努める。

ービス事業者、ボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平

常時より、在宅の災害時要援護者等のに関する情報を把握に努める。 (2) 関係市町は、要援護者及び一時滞在者を適切に避難誘導するため、周

(2) 社会福祉施設や医療機関の施設管理者は、県及び関係市町等と連携し、 辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、これらの者に係る避難誘導

原子力災害時における避難経路、誘導責任者、誘導方法、災害時要援護 体制を整備する。

者の移送に必要な資機材の確保等についてとりまとめた避難計画を作成 また、特に放射線の影響を受けやすい乳幼児、妊婦等について十分配

する。なお、社会福祉施設や医療機関の施設については、搬送に伴うリ 慮する。

スクを勘案すると早急な避難をすることが適当ではなく、移送先の受入

準備が整うまで、一時的に施設等に屋内退避を続けることが有効な放射

線防護措置であることに留意する。

なお、これ以外の災害時要援護者等の避難誘導等に関する事項は、県地

域防災計画 一般災害対策編 第２章 災害予防計画「第13節 災害時要援護

者対策」により実施する。

６ 学校等施設における避難計画の作成

学校等施設の管理者は、県及び関係市町等と連携し、原子力災害時にお

ける園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」という。）の安全を確保す

るため、あらかじめ、避難場所、避難経路、誘導責任者、誘導方法等につ

いての避難計画（学校安全計画等）を作成するものとする。

また、県は関係市町と連携し、学校等が保護者との間で、災害発生時に

おける生徒等の保護者への引渡しに関するルールを定めるよう促す。

７ 不特定多数の者が利用する施設における避難計画の作成

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設

の管理者は、県及び関係市町等と連携し、避難誘導に係る計画の作成及び

訓練の実施に努めるものとする。なお、この際、必要に応じ、多数の避難

者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努めるものとする。

８ 住民等の避難状況の確認体制の整備 ４ 住民等の避難状況の確認体制の整備

関係市町は、避難のための立退き勧告又は指示等を行った場合において、 関係市町は、避難のための立退き勧告又は指示等を行った場合において、

住民等の避難状況を的確に確認するための体制をあらかじめ整備しておく。 住民等の避難状況を的確に確認するための体制をあらかじめ整備しておく。
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９ 避難方法等の周知の徹底 ５ 避難方法等の周知の徹底

関係市町は、屋内退避の方法、避難所の所在地・避難方法及びスクリー 関係市町は、屋内退避の方法及び避難所の所在地・避難方法について、

ニングの場所・方法について、日頃から住民等への周知徹底に努める。 日頃から住民等への周知徹底に努める。

10 居住地以外の市町村に避難する被災者への対応

県は、国と連携し、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要

な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被

災者の所在地等の情報を避難元と避難先の市町が共有する仕組みを整備し、

円滑な運用・強化を図る。

11 警戒区域を設定する場合の計画の策定

県は、国と連携して警戒区域を設定する場合、警戒区域設定に伴う広報、

立入規制、一時立入等に関する計画を策定するとともに、必要な資機材や

人員等を確保することとする。

第12節 保健衛生対策の体制整備 健康福祉部、市町

県及び関係市町は、避難所等での保健衛生対策の体制整備について、県地

域防災計画 一般災害対策編 第２章災害予防計画「第16節 健康管理活動

体制の整備」及び「第17節 こころのケア体制の整備」により実施する。

第13節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 国、危機管理監室、

に関する体制の整備 健康福祉部、 農林水産部、

市町、防災関係機関

１ 県は、国及び関係機関と協議し、飲食物の出荷制限、摂取制限に関する

体制を整備する。

２ 県は、市町に対し、飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合におけ

る住民への飲食物の供給体制を整備しておくよう助言する。
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第14節 緊急輸送活動体制の整備 農林水産部､危機管理監室､企画開発部、

関係各部局、関係市町､ 防災関係機関

１ 海路・空路による交通・物流の確保

県は、国及び関係機関と連携し、民間事業者の協力も得て、平時から奥能

登などの地域において、災害の状況、警戒区域等の設定により陸上交通に支

障が生じた場合を想定し、海上輸送や航空輸送を含めた様々な方法で交通手

段・物流手段の確保に努める。

また、緊急的に奥能登地域等へ避難した住民等が、二次的に他の地域へ避

難する必要が生じた場合についても、あらゆる手段の確保に努める。

２ 専門家の移送体制の整備

県は、国及び関係機関と協議し、放射線医学総合研究所、指定公共機関等

からのモニタリング、医療等に関する専門家の現地への移送協力（最寄の空

港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港等から現地までの先導体制等）

について定めておく。

第15節 防災ボランティア 県民文化局､危機管理監室､関係市町､ 第12節 防災ボランティア 県民文化局､危機管理監室､関係市町､

の活動 防災関係機関 の活動 防災関係機関

県、関係市町及び防災関係機関は、(財)石川県県民ボランティアセンター、 県、関係市町及び防災関係機関は、(財)石川県県民ボランティアセンター、

日本赤十字社、社会福祉協議会等やボランティア団体と連携を図り、緊急時 日本赤十字社、社会福祉協議会等やボランティア団体と連携を図り、緊急時

において、ボランティアの防災活動が安全で円滑に行えるように環境を整備 において、ボランティアの防災活動が安全で円滑に行えるように環境を整備

する。 する。

なお、ボランティアに対しては、その自発性を尊重しながらも、放射線に なお、ボランティアに対しては、その自発性を尊重しながらも、放射線に

よる被ばくの程度を自ら判断できないことなどから、その特殊性の周知を図 よる被ばくの程度を自ら判断できないことなどから、その特殊性の周知を図

る。 る。

１ 防災ボランティアの把握等 １ 防災ボランティアの把握等

県及び関係市町は、防災ボランティアを活用するため、一定の知識、経 県及び関係市町は、防災ボランティアを活用するため、一定の知識、経

験や特定の資格を有するボランティアについて、その把握に努める。 験や特定の資格を有するボランティアについて、その把握に努める。

２ 防災ボランティアの育成 ２ 防災ボランティアの育成

県、関係市町及び防災関係機関は、ボランティアに対して原子力防災に 県、関係市町及び防災関係機関は、ボランティアに対して原子力防災に

関する研修会の開催や原子力防災訓練等への参加の呼びかけに努める。 関する研修会の開催や原子力防災訓練等への参加の呼びかけに努める。

３ 防災ボランティアの支援

防災ボランティアに対しては、活動に必要な情報を提供するとともに、

各種活動や安全確保に必要な物資を提供するなどの支援を行う。
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第16節 防災対策資料の整備 危機管理監室、健康福祉部、 第13節 防災対策資料の整備 危機管理監室、健康福祉部、

関係各部局、関係市町 関係各部局、関係市町

１ 防災対策上必要とされる資料の整備 １ 防災対策上必要とされる資料の整備

県及び関係市町は、原子力災害時において、放射性物質による汚染の影 県及び関係市町は、原子力災害時において、放射性物質による汚染の影

響範囲を迅速に予測し、的確な応急対策を講ずるため、次に掲げる社会環 響範囲を迅速に予測し、的確な応急対策を講ずるため、次に掲げる社会環

境に関する資料及び放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料等 境に関する資料及び放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料等

を整備しておく。 を整備しておく。

(1) 社会環境に関する資料 (1) 社会環境に関する資料

ア 発電所周辺地図 ア 発電所周辺地図

イ 発電所周辺地域における発電所からの距離別人口、世帯数等に関する イ 発電所周辺地域における発電所からの距離別人口、世帯数等に関する

資料 資料

ウ 道路、鉄道、ヘリポート、空港などの輸送交通手段に関する資料 ウ 道路、鉄道、ヘリポート、空港などの輸送交通手段に関する資料

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料 エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料

オ 発電所周辺地域の特殊施設（学校、社会福祉施設、医療施設等）に関 オ 発電所周辺地域の特殊施設（学校、社会福祉施設、医療施設等）に関

する資料 する資料

カ 緊急時医療施設等に関する資料 カ 緊急時医療施設等に関する資料

キ 報道機関及び広報施設等に関する資料 キ 報道機関及び広報施設等に関する資料

ク その他必要な資料 ク その他必要な資料

(2) 放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料 (2) 放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料

ア 発電所施設に関する資料 ア 発電所施設に関する資料

イ 発電所周辺地域の気象・海象に関する資料 イ 発電所周辺地域の気象・海象に関する資料

ウ 線量推定計算に関する資料 ウ 線量推定計算に関する資料

エ 平常時モニタリングに関する資料 エ 平常時モニタリングに関する資料

オ 緊急時モニタリングに関する資料 オ 緊急時モニタリングに関する資料

カ 飲料水及び農林水産物及び畜産物（以下「農林水産物等」という。） カ 飲料水及び農畜林水産物に関する資料

に関する資料 キ その他必要な資料

キ その他必要な資料

(3) 原子力防災資機材等に関する資料 (3) 原子力防災資機材等に関する資料

ア 防護資機材の備蓄・配備状況 ア 防護資機材の備蓄・配備状況

イ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備状況 イ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備状況

２ 北陸電力の資料の提出 ２ 北陸電力の資料の提出

北陸電力は、原災法第12条第４項の規定に基づき、原子力災害対策特別 北陸電力は、原災法第12条第４項の規定に基づき、同法施行規則第17条

措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する省令第３条に規定 に規定する資料を経済産業大臣に提出しなければならない。また、北陸電

する資料を内閣総理大臣に提出しなければならない。また、北陸電力は、 力は、速やかに知事及び志賀町長にその資料の写しを提出しなければなら

速やかに知事及び志賀町長にその資料の写しを提出しなければならない。 ない。

３ 原子力防災関連情報の収集・蓄積と分析整理体制の整備 ３ 原子力防災関連情報の収集・蓄積と分析整理体制の整備

県及び関係市町は、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努め 県及び関係市町は、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努め

るとともに、収集した情報を的確に分析整理するための人材の育成と必要 るとともに、収集した情報を的確に分析整理するための人材の育成と必要

に応じ専門家の意見を活用できるよう必要な体制の整備に努める。 に応じ専門家の意見を活用できるよう必要な体制の整備に努める。
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第17節 発電所上空の飛行規制 大阪航空局小松空港事務所 第14節 発電所上空の飛行規制 大阪航空局小松空港事務所

大阪航空局小松空港事務所長は、航空機による発電所に対する災害を防止 大阪航空局小松空港事務所長は、航空機による発電所に対する災害を防止

するため、発電所上空の飛行はできる限り避けるよう周知徹底を図り、また、 するため、発電所上空の飛行はできる限り避けるよう周知徹底を図り、また、

原子力発電所上空に係る航空法（昭和27年法律第231号）第81条ただし書の許 原子力発電所上空に係る航空法（昭和27年法律第231号）第81条ただし書の許

可（最低安全高度以下の飛行の許可）を行わないこととなっている。 可（最低安全高度以下の飛行の許可）を行わないこととなっている。

第18節 事業所外運搬中の事故に 原子力規制委員会、内閣府、 第15節 事業所外運搬中の事故に 原子力安全・保安院、内閣府、

対する防災体制の整備 危機管理監室、市町、 対する防災体制の整備 危機管理監室、市町、

防災関係機関、原子力事業者等 防災関係機関、原子力事業者等

１ 原子力事業者等 １ 原子力事業者等

(1) 原子力事業者及び運搬を委託された者（本節及び第３章第14節におい (1) 原子力事業者及び運搬を委託された者（本節及び第３章第14節におい

て「原子力事業者等」という。）は、国と連携して、核燃料物質等の運搬 て「原子力事業者等」という。）は、国と連携して、核燃料物質等の運搬

中の事故が発生した場合における危険時の措置等を迅速かつ的確に行う 中の事故が発生した場合における危険時の措置等を迅速かつ的確に行う

ための体制を整備する。 ための体制を整備する。

(2) 原子力事業者等は、危険時の際には危険時の措置を迅速かつ的確に行 (2) 原子力事業者は、危険時の際には危険時の措置を迅速かつ的確に行う

うため、核物質防護上問題を生じない範囲において、知事をはじめ消防 ため、核物質防護上問題を生じない範囲において、知事をはじめ消防機

機関の長及び海上保安部長に核燃料物質等の運搬に係る防災対策に必要 関の長及び海上保安部長に核燃料物質等の運搬に係る防災対策に必要な

な運搬情報の提供等の協力に努める。 運搬情報の提供等の協力に努める。

(3) 原子力事業者等は、運搬中に事故が発生した場合に以下に示す危険時

の措置等を迅速かつ的確に行うため、輸送物の危険性の程度に応じて、

事故時の応急措置、事故時対応組織の役割分担、携行する資機材等を記

載した運搬計画書、迅速に通報を行うために必要な非常時連絡表等を作

成するとともに、運搬を行う際にはこれらの書類、必要な非常通信用資

機材及び防災資機材を携行するものとする。また、危険時の措置等を迅

速かつ的確に実施するために必要な要員を適切に配置するとともに、必

要なマニュアルの整備を図るものとする。

ア 原子力規制委員会、原子力防災会議事務局、内閣府、国土交通省、

最寄りの警察機関、消防機関、海上保安部署及び自衛隊への迅速な通

報

イ 消火、延焼防止の措置

ウ 運搬に従事する者や付近にいる者の退避

エ 緊急時モニタリングの実施

オ 他の場所に移す余裕がある場合の核燃料輸送物の安全な場所への移

動、その場所の周辺に縄や標識による関係者以外の者の立入りを禁止

する措置

カ 核燃料物質等による汚染の拡大の防止及び除去

キ その他核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置

ク 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置
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(4)原子力事業者等は、運搬中の事故により特定事象が発生した場合、直ち

に原子力防災管理者を通じ官邸、原子力規制委員会、原子力防災会議事

務局、内閣府、国土交通省並びに、県や事故発生場所を管轄する市町、

警察機関、消防機関及び海上保安部署など関係機関に同時に文書で送信

できるよう必要な通報・連絡体制を整備するものとする。

２ 国 ２ 国

(1) 国は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、関係機 (1) 国は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、関係機

関への連絡、事故情報の収集、国の職員及び専門家の現地への派遣、対 関への連絡、事故情報の収集、国の職員及び専門家の現地への派遣、対

外発表等の危険時の措置等を迅速に行うために必要な体制を整備するこ 外発表等の危険時の措置等を迅速に行うために必要な体制を整備するこ

ととなっている。 ととなっている。

(2) 国は、原子力緊急事態に至った場合において、原子力事業者等と連携 (2) 国は、原子力緊急事態に至った場合において、原子力事業者等と連携

して、主体的に原子力緊急事態応急対策を行うために核燃料物質安全輸 して、主体的に原子力緊急事態応急対策を行うために必要な体制を整備

送マニュアル等の充実・強化を図るなど必要な体制を整備することとな することとなっている。

っている。また、 現地への国の職員及び専門家の派遣に当たっては、車

両、航空機等による輸送支援について、緊急輸送関係省庁に対する派遣

要請等を迅速に行い得るようあらかじめ必要なマニュアル等を整備する

ものとする。

３ 県 ３ 県

知事は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、安全規 知事は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、安全規

制担当省庁の長、消防庁長官、市町長等への通報連絡及び事故の状況把握 制担当省庁の長、消防庁長官、市町長等への通報連絡及び事故の状況把握

並びにその状況に応じて原子力発電所における応急対策に準じた必要な措 並びにその状況に応じて原子力発電所における応急対策に準じた必要な措

置を実施するための体制を整備する。 置を実施するための体制を整備する。

４ 市 町 ４ 市 町

市町長は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、知事 市町長は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、知事

及び事故現場の最寄りにある警察署長等への通報連絡や事故の状況把握等 及び警察署長等への通報連絡や事故の状況把握等に必要な体制を整備する。

に必要な体制を整備する。

５ 消 防 ５ 消 防

事故現場の最寄りにある消防本部等の消防長は、核燃料物質等の運搬中 消防本部等の消防長は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合に

の事故が発生した場合において、知事及び市町への通報連絡及び事故の状 おいて、知事及び市町長への通報連絡及び事故の状況把握並びにその事故

況把握並びにその事故の状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、 の状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、原子力事業者と協力

原子力事業者と協力して、消火、救助、救急等の措置を実施するための必 して、消火、救助、救急等の措置を実施するための必要な体制を整備する。

要な体制を整備する。

６ 警 察 ６ 警 察

事故現場の最寄りにある警察署長は、核燃料物質等の運搬中の事故が発 警察署長は、核燃料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、警

生した場合において、警察本部長等への通報連絡及び事故の状況把握並び 察本部長等への通報連絡及び事故の状況把握並びにその事故の状況に応じ

にその事故の状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子力事 て、警察職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、人命

業者等と協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等の措置を実施するた 救助、避難誘導、交通規制等の措置を実施するための必要な体制を整備す

めの必要な体制を整備する。 る。
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７ 海上保安部 ７ 海上保安部

第九管区海上保安本部金沢海上保安部長及び七尾海上保安部長は、核燃 第九管区海上保安本部金沢海上保安部長及び七尾海上保安部長は、核燃

料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、知事及び市町長への通 料物質等の運搬中の事故が発生した場合において、知事及び市町長への通

報連絡及び事故の状況把握並びにその事故の状況に応じて、海上保安職員 報連絡及び事故の状況把握並びにその事故の状況に応じて、海上保安職員

の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、現場海域への立入 の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、現場海域への立入

制限、人命救助等の措置を実施するための必要な体制を整備することとな 制限、人命救助等の措置を実施するための必要な体制を整備することとな

っている。 っている。
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第３章 原子力災害応急対策計画 第３章 原子力災害応急対策計画

第１節 通報連絡体制 国、危機管理監室、健康福祉部、関係各部局 第１節 通報連絡体制 国、危機管理監室、健康福祉部、関係各部局

関係市町、防災関係機関、北陸電力 関係市町、防災関係機関、北陸電力

１ 警戒事象発生時の通報連絡体制

県は、警戒事象（特定事象及びこれに至る可能性のある事象（自然災害

を含む）：ＥＡＬ １に相当するもの）の発生時においては、国、富山県、

関係市町、防災関係機関及び北陸電力との連絡を密にし、相互に通報連絡

を行う。

(1) 発電所の通報連絡

原子力防災管理者は，警戒事象発生後又は発生の通報を受けた場合，

直ちに原子力規制委員会に連絡するものとする。

(2)国の通報連絡

原子力規制委員会は、警戒事象の発生及びその後の状況について、関

係省庁及び県に対し情報提供を行うものとする。また、原子力規制委員

会は、ＰＡＺを管轄に含む地方公共団体（県、志賀町）に対し、連絡体

制の確立等の必要な体制をとるとともに、災害時要援護者の避難を含む

援護体制を構築するよう連絡するものとする。

(3)県の通報連絡

県は、警戒事象の発生及びその後の状況について、関係市町及び防災

関係機関に連絡するものとする。
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２ 特定事象等の発生の通報連絡体制 １ 特定事象等の発生の通報連絡体制

特定事象等（特定事象又は原子力緊急事態をいう。以下、本節において 特定事象等（特定事象又は原子力緊急事態をいう。以下、本節において

同じ。）の発生において、国、県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力は、 同じ。）の発生において、国、県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力は、

災害応急対策活動を実施すために必要な情報の収集、把握及び伝達のため 災害応急対策活動を実施すために必要な情報の収集、把握及び伝達のため

に、次の通報連絡系統により相互に通報連を行う。 に、次の通報連絡系統により相互に通報連を行う。

事故通報（第１報「原災法第10条第１項に基づく通報」）通報連絡系統図 事故通報（第１報「原災法第10条第１項に基づく通報」）通報連絡系統図

文 部 科 学 省

科学技術・学術政策局

原 子 力 安 全 課

防 災 環 境 対 策 室

志賀保安検査官事務所

各部局連絡員 各部局連絡員 部局内出先機関

経 済 産 業 省

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

原 子 力 防 災 課

経 済 産 業 省

中 部 近 畿 産業 保 安 部

北 陸 産 業 保安 監 督 署

経 済 産 業 省

中 部 経 済 産 業 局

電力・ガス事業北陸支局

総 務 課

内 閣 官 房

内 閣 府 政 策総 括 官 付

（ 防 災 担 当 ）

関 係 省 庁

石 川 県

危 機 管 理 監 室

危 機 対 策 課

（石 川 県 庁）

医 療 対 策 課

消 防 保 安 課

原子力安全対策室

保 健 環境 セン タ ー

中能登総合事務所

志賀町生活安全課

七尾市環境安全課

羽 咋 郡 市 広 域 圏

事務組合消防本部

警 防 課

七 尾 鹿 島 広 域 圏

事務組合消防本部

消 防 課

羽 咋 警 察 署

地 域 課

七 尾 警 察 署

地 域 課

七尾労働基準監督署

石 川 県 警 察 本 部

警 備 部 警 備 課

第九管区海上保安本部

警 備 救 難 部 救 難 課

中 部 管 区 警 察 局

警 備 課

東 京 管 区 気 象 台

総 務 部 業 務 課

陸 上 自 衛 隊

中 部 方 面 総 監 部

防 衛 課 運 用 班

陸 上 自 衛 隊

第 １ ０ 師 団

３ 部 防 衛 班

陸 上 自 衛 隊

第１４普通科連隊

第 ３ 科

第 九 管 区 海 上 保 安 本 部

金沢海上保安部警備救難課

金 沢 地 方 気 象 台

技 術 課

ＴＥＬ及びＦＡＸによる通信連絡

ＴＥＬによる通信連絡

ＦＡＸによる通信連絡

北 陸 電 力 ㈱

志 賀 原 子 力 発 電 所

原 子 力 防 災 管 理 者

北 陸 電 力 ㈱ 本 店

（ 原 子 力 本 部 含 む ）

北 陸 電 力 ㈱

東 京 支 社

航 空 自 衛 隊 航 空 総 隊 司 令 部 （ 第 ６ 航 空 団 ）

海 上 自 衛 隊 舞 鶴 地 方 総 監 部

経 済 産 業 省

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

志賀原子力規制事務所

各部局連絡員 各部局連絡員 部局内 出先機関

原 子 力 規 制 委 員 会

原 子 力 規 制 庁

原 子 力 防 災 課

経 済 産 業 省

中 部 経 済 産 業 局

電力・ガス事業北陸支局

総 務 課

内 閣 府

（ 内 閣 総 理 大 臣 ）

内 閣 府 政 策 総 括 官 付

（ 防 災 担 当 ）

関 係 省 庁

石 川 県

危 機 管 理 監 室

危 機 対 策 課

（石 川 県 庁）

医 療 対 策 課

消 防 保 安 課

原子力安全対策室

保 健 環 境 セ ン タ ー

中能登総合事務所

奥能登総合事務所

関 係 市 町

志 賀 町 、 七 尾 市

輪 島 市 、 穴 水 町

中 能登 町 、 羽 咋 市

宝達志水町、

かほく市

関 係 消 防 本 部

羽咋郡市広域圏

事務組合消防本部

七尾鹿島広域圏

事務組合消防本部

奥能登広域圏

事務組合消防本部

かほく市消防本部

各 警 察 署 地 域 課

羽 咋 警 察 署

七 尾 警 察 署

輪 島 警 察 署

津 幡 警 察 署

七尾労働基準監督署

石 川 県 警 察 本 部

警 備 部 警 備 課

第九管区海上保安本部

警 備 救 難 部 救 難 課

中 部 管 区 警 察 局

警 備 課

東 京 管 区 気 象 台

総 務 部 業 務 課

陸 上 自 衛 隊

中 部 方 面 総 監 部

防 衛 課 運 用 班

陸 上 自 衛 隊

第 １ ０ 師 団

３ 部 防 衛 班

陸 上 自 衛 隊

第１４普通科連隊

第 ３ 科

第 九 管 区 海 上 保 安 本 部

金沢海上保安部警備救難課

七尾海上保安部警備救難課

伏木海上保安部警備救難課

金 沢 地 方 気 象 台

技 術 課

ＴＥＬ及びＦＡＸによる通信連絡

ＴＥＬによる通信連絡

ＦＡＸによる通信連絡

北 陸 電 力 ㈱

志 賀 原 子 力 発 電 所

原 子 力 防 災 管 理 者

北 陸 電 力 ㈱ 本 店

（ 原 子 力 本 部 含 む ）

北 陸 電 力 ㈱

東 京 支 社

航 空 自 衛 隊 航 空 総 隊 司 令 部 （ 第 ６ 航 空 団 ）

海 上 自 衛 隊 舞 鶴 地 方 総 監 部

原 子 力 緊 急 事 態

支 援 組 織

内 閣 官 房

その他県内市町
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(1) 発電所の通報連絡 (1) 発電所の通報連絡

ア 原子力防災管理者（発電所長）は、特定事象の発生について通報を ア 原子力防災管理者（発電所長）は、特定事象の発生について通報を

受け、又は自ら発見したときは、原災法第10条第１項及び原子力事業 受け、又は自ら発見したときは、原災法第10条第１項及び原子力事業

者防災業務計画（第３章第１節１(1)）に基づき、ただちに、知事をは 防災防災業務計画（第３章第１節１(1)）に基づき、15分以内を目途と

じめ官邸（内閣総理大臣及び内閣官房）、内閣府、原子力規制委員会、 して、知事をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、経済産業大臣（原子力

関係市町の長、原子力防災専門官、石川県警本部、羽咋警察署長、七 安全・保安院）、文部科学大臣、関係市町長、原子力防災専門官、羽咋

尾警察署長、輪島警察署長及び津幡警察署長（以下「警察署長等」と 警察署長及び七尾警察署長（以下「警察署長」という。）、羽咋郡市広

いう。）、羽咋郡市広域圏事務組合消防本部、七尾鹿島広域圏事務組合 域圏事務組合消防本部消防長及び七尾鹿島広域圏事務組合消防本部消

消防本部、奥能登広域圏事務組合消防本部及びかほく市消防本部消防 防長（以下「消防長」という。）並びに第九管区海上保安本部金沢海上

長（以下「消防長」という。）並びに第九管区海上保安本部、同本部金 保安部長（以下「金沢海上保安部長」という。）に対して、直ちに「特

沢海上保安部長、七尾海上保安部長、伏木海上保安部長（以下「海上 定事象発生通報」（原子力事業者防災業務計画様式６）をファクシミリ

保安部長等」という。）に対して、直ちに「特定事象発生通報」（原子 により一斉に送信する。さらに、知事をはじめ、官邸（内閣官房）、内

力事業者防災業務計画様式７）をファクシミリにより一斉に送信する。 閣府、経済産業大臣、文部科学大臣、関係市町長及び原子力防災専門

さらに、知事をはじめ、官邸（内閣官房）、内閣府、原子力規制委員会、 官等の主要な機関に対しては、その着信を電話等により確認する。

関係市町の長及び原子力防災専門官等の主要な機関に対しては、その なお、通報連絡事項は、次のとおりとする。

着信を電話等により確認する。 (ｱ) 特定事象の発生箇所

なお、通報連絡事項は、次のとおりとする。 (ｲ) 特定事象の発生日時

(ｱ) 特定事象の発生箇所 (ｳ) 特定事象の種類

(ｲ) 特定事象の発生日時 (ｴ) 想定される原因

(ｳ) 特定事象の種類 (ｵ) 検出された放射性物質及び放射線量の状況

(ｴ) 想定される原因 (ｶ) 主な施設・設備等の状態

(ｵ) 検出された放射性物質及び放射線量の状況 (ｷ) その他特定事象の把握に参考となる情報

(ｶ) 主な施設・設備等の状態

(ｷ) その他特定事象の把握に参考となる情報 イ 原子力防災管理者（発電所長）は、通報に係る事象が原子力緊急事

イ 原子力防災管理者（発電所長）は、通報に係る事象が原子力緊急事 態に至った場合は、原子力事業者防災業務計画（第３章第３節１(1)）

態に至った場合は、原子力事業者防災業務計画（第３章第３節１(1)） に基づき、直ちにアに準じて「原災法第15条第１項の基準に達したと

に基づき、直ちにアに準じて「原災法第15条第１項の基準に達したと きの報告様式」（原子力事業者防災業務計画様式９）により通報連絡す

きの報告様式」（原子力事業者防災業務計画様式11）により通報連絡す る。

る。 ウ 通報を受けた事象に対する問い合わせは、原則として経済産業省（原

ウ 通報を受けた事象に対する問い合わせは、原則として原子力規制委 子力安全・保安院）、県及び志賀町に限る。

員会、県及び関係市町とする。 (2) 国の通報連絡

(2) 国の通報連絡 ア 経済産業大臣（原子力安全・保安院）は、原子力防災管理者（発電

ア 原子力規制委員会は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象 所長）から特定事象等の発生について通報を受けた場合には、通報を

等の発生について通報を受けた場合には、通報を受けた事象について、 受けた事象について、原子力緊急事態宣言を発出すべきか否かの判断

原子力緊急事態宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の を直ちに行い、事象の概要及び事象の今後の進展の見通し等事故情報

概要及び事象の今後の進展の見通し等事故情報について、知事をはじ について、知事をはじめ官邸（内閣官房）、原子力安全委員会、内閣府、

め官邸（内閣官房）、原子力安全委員会、内閣府、関係省庁、関係市町 文部科学省、志賀町長及び警察本部長に通報連絡を行うこととなって

の長及び警察本部長に通報連絡を行うこととなっている。 いる。

イ 経済産業大臣（原子力安全・保安院）は、原子力緊急事態に該当す

イ 原子力規制委員会は、原子力緊急事態に該当するときは、知事及び るときは、知事及び志賀町長に対して、災害対策本部設置、避難等の

志賀町長に対して、災害対策本部設置、避難等の実施等を要請するこ 準備開始を要請することとなっている。

ととなっている。
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(3) 原子力防災専門官、原子力保安検査官の通報連絡 (3) 原子力防災専門官、原子力保安検査官の通報連絡

原子力防災専門官及び原子力保安検査官は、原子力防災管理者（発電 原子力防災専門官及び原子力保安検査官は、原子力防災管理者（発電

所長）から特定事象等の発生について通報を受けた場合は、直ちに発電 所長）から特定事象等の発生について通報を受けた場合は、直ちに発電

所の状況等を確認し、その結果等を、知事をはじめ原子力規制委員会、 所の状況等を確認し、その結果等を、知事をはじめ経済産業大臣（原子

志賀町長に通報連絡することとなっている。 力安全・保安院）、志賀町長に通報連絡することとなっている。

(4) 県の通報連絡 (4) 県の通報連絡

ア 特定事象等の発生の通報連絡 ア 特定事象等の発生の通報連絡

知事は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象等の発生につ 知事は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象等の発生につ

いて通報を受けた場合は、直ちに、原子力規制委員会、関係市町の長、 いて通報を受けた場合は、直ちに、経済産業大臣（原子力安全・保安

原子力防災専門官、金沢海上保安部長、その他の防災関係機関の長に 院）、関係市町長、原子力防災専門官、金沢海上保安部長、その他の防

通報連絡を行うとともに、発電所の状況等の確認に努める。 災関係機関の長に通報連絡を行うとともに、発電所の状況等の確認に

イ 職員の派遣要請 努める。

知事は、原災法第10条第２項の規定に基づき、原子力規制委員会に イ 職員の派遣要請

対し、アの通報連絡に併せて専門的知識を有する職員の派遣を要請す 知事は、原災法第10条第２項の規定に基づき、経済産業大臣（原子

る。 力安全・保安院）に対し、アの通報連絡に併せて専門的知識を有する

ウ 国等からの通報連絡事項の連絡 職員の派遣を要請する。

知事は、原子力規制委員会、原子力防災専門官及び原子力防災管理 ウ 国等からの通報連絡事項の連絡

者（発電所長）から通報連絡を受けた発電所の状況等については、直 知事は、経済産業大臣（原子力安全・保安院）、原子力防災専門官及

ちに関係市町の長及び防災関係機関の長に連絡する。 び原子力防災管理者（発電所長）から通報連絡を受けた発電所の状況

(5) 関係市町の通報連絡 等については、直ちに関係市町長及び防災関係機関の長に連絡する。

関係市町の長は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象等の発 (5) 関係市町の通報連絡

生について通報を受けた場合は、知事及び原子力防災専門官に通報連絡 関係市町長は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象等の発生

を行うとともに、発電所の状況等の確認及び関係市町の長が当面とるべ について通報を受けた場合は、知事及び原子力防災専門官に通報連絡を

き措置についての指示を要請する。 行うとともに、発電所の状況等の確認及び関係市町長が当面とるべき措

また、必要に応じ、知事を経由して、原子力規制委員会に対し、国の 置についての指示を要請する。

専門的知識を有する職員の派遣を要請する。 また、必要に応じ、知事を経由して、経済産業大臣（原子力安全・保

なお、所轄の警察署長及び消防長に対しても通報連絡を行う。 安院）に対し、国の専門的知識を有する職員の派遣を要請する。

(6) 警察機関の通報連絡 なお、警察署長及び消防長に対しても通報連絡を行う。

警察署長は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象等の発生に (6) 警察機関の通報連絡

ついて通報を受けた場合は、警察本部長を経由して知事に通報連絡する。 警察署長は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象等の発生に

また、管轄する関係市町の長に通報連絡を行う。 ついて通報を受けた場合は、警察本部長を経由して知事に通報連絡する。

(7) 海上保安部の通報連絡 また、管轄する関係市町長に通報連絡を行う。

金沢海上保安部長等は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象 (7) 海上保安部の通報連絡

等の発生について通報を受けた場合には、知事へ通報連絡を行う。 金沢海上保安部長は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象等

(8) 消防機関の通報連絡 の発生について通報を受けた場合には、知事へ通報連絡を行う。

消防長は、原子力防災管理者（発電所）から特定事象等の発生につい (8) 消防機関の通報連絡

て通報を受けた場合は、直ちに所属消防署（分署・分遣所）長に通報し、 消防長は、原子力防災管理者（発電所）から特定事象等の発生につい

必要な指示を行う。また、管轄する関係市町の長へ通報連絡を行う。 て通報を受けた場合は、直ちに所属消防署（分署・分遣所）長に通報し、

必要な指示を行う。また、管轄する関係市町長へ通報連絡を行う。



- 48 -

修 正 案 現 行 備 考

(9) 県の環境放射線観測局で特定事象等の発生の通報を行うべき数値の検 (9) 県の環境放射線観測局で特定事象等の発生の通報を行うべき数値の検

出を発見した場合の通報連絡 出を発見した場合の通報連絡

ア 知事は、原子力防災管理者（発電所長）から通報がない状態におい ア 知事は、原子力防災管理者（発電所長）から通報がない状態におい

て、県が設置している環境放射線観測局により、特定事象等の発生の て、県が設置している環境放射線観測局により、特定事象等の発生の

通報を行うべき数値を検出した場合は、直ちに原子力規制委員会、原 通報を行うべき数値を検出した場合は、直ちに経済産業大臣（原子力

子力防災専門官、原子力保安検査官、関係市町の長及び原子力防災管 安全・保安院）、文部科学大臣、原子力防災専門官、原子力保安検査官、

理者（発電所長）に通報連絡するとともに、発電所の状況等の確認に 関係市町長及び原子力防災管理者（発電所長）に通報連絡するととも

努める。 に、発電所の状況等の確認に努める。

イ 原子力防災専門官は、県から特定事象等の発生の通報を行うべき数 イ 原子力防災専門官は、県から特定事象等の発生の通報を行うべき数

値を検出した旨の連絡を受けた場合は、原子力保安検査官と連携を図 値を検出した旨の連絡を受けた場合は、原子力保安検査官と連携を図

りつつ、直ちに原子力防災管理者（発電所長）に発電所の状況の確認 りつつ、直ちに原子力防災管理者（発電所長）に発電所の状況の確認

を行うよう指示し、その結果を直ちに知事をはじめ原子力規制委員会 を行うよう指示し、その結果を直ちに知事をはじめ経済産業省（原子

及び関係市町の長に通報連絡するとなっている。 力安全・保安院）及び志賀町長に通報連絡するとなっている。

ウ 知事は、原子力防災専門官からイにより発電所の状況の確認結果の ウ 知事は、原子力防災専門官からイにより発電所の状況の確認結果の

通報連絡を受けた場合は、直ちに原子力規制委員会、消防庁長官、関 通報連絡を受けた場合は、直ちに経済産業大臣（原子力安全・保安院）、

係市町の長及び防災関係機関の長に通連絡する。 文部科学大臣、消防庁長官、関係市町長及び防災関係機関の長に通報

連絡する。

エ 原子力防災管理者（発電所長）は、イの結果が特定事象等に該当し エ 原子力防災管理者（発電所長）は、イの結果が特定事象等に該当し

ていた場合は、直ちに特定事象等の発生について１(1)により通報連絡 ていた場合は、直ちに特定事象等の発生について１(1)により通報連絡

を行う。 を行う。
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２ 応急対策活動情報等の連絡 ２ 応急対策活動情報等の連絡

国、県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力は、災害応急対策活動情 国、県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力は、災害応急対策活動情

報等の収集、把握及び伝達のために、次の通報連絡系統により相互に通報 報等の収集、把握及び伝達のために、次の通報連絡系統により相互に情報

連絡を行う。 連絡を行う。

事故通報（第２報以降）通報連絡系統図 事故通報（第２報以降）連絡系統図）

文 部 科 学 省

科学技術・学術政策局

原 子 力 安 全 課

防 災 環 境 対 策 室

志賀保安検査官事務所

各部局連絡員 各部局連絡員 部局内出先機関

経 済 産 業 省

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

原 子 力 防 災 課

経 済 産 業 省

中 部 近 畿 産業 保 安 部

北 陸 産 業 保安 監 督 署

経 済 産 業 省

中 部 経 済 産 業 局

電力・ガス事業北陸支局

総 務 課

内 閣 官 房

国 原子力災害対策本部

（ 内 閣 府 内 ）

又 は

関 係 省 庁

事 故 対 策 連 絡 会 議

石 川 県

災 害 対 策 本 部

（石 川 県 庁）

医 療 対 策 課

消 防 保 安 課

原子力安全対策室

保 健 環境 セン タ ー

中能登総合事務所

志賀町生活安全課

七尾市環境安全課

羽 咋 郡 市 広 域 圏

事務組合消防本部

警 防 課

七 尾 鹿 島 広 域 圏

事務組合消防本部

消 防 課

羽 咋 警 察 署

地 域 課

七 尾 警 察 署

地 域 課

七尾労働基準監督署

石 川 県 警 察 本 部

警 備 部 警 備 課

第九管区海上保安本部

警 備 救 難 部 救 難 課

消 防 庁

特 殊 災 害 室

陸 上 自 衛 隊

中 部 方 面 総 監 部

防 衛 課 運 用 班

陸上自衛隊

第１ ０ 師団

３部防衛班

陸 上 自 衛 隊

第 １ ４ 普 通 科 連 隊

第 ３ 科

第 九 管 区 海 上 保 安 本 部

金沢海上保安部警備救難課

金 沢 地 方 気 象 台

技 術 課

ＴＥＬ及びＦＡＸによる通信連絡

ＴＥＬによる通信連絡

ＦＡＸによる通信連絡

北 陸 電 力 ㈱

志 賀 原 子 力 発 電 所

原 子 力 防 災 管 理 者

オフサイトセンター

原子力災害合同対策協議会

（現地事故対策連絡協議会）

国の原子力災害現地対策本部

県現地災害対策本部

北 陸 電 力 ㈱ 本 店

（ 原 子 力 本 部 含 む ）

北 陸 電 力 ㈱

東 京 支 社

航 空 自 衛 隊 航 空 総 隊 司 令 部 （ 第 ６ 航 空 団 ）

海 上 自 衛 隊 舞 鶴 地 方 総 監 部

各部局連絡員 各部局連絡員 部 局内 出先 機 関

経 済 産 業 省

中 部 経 済 産 業 局

電力・ガス事業北陸支局

総 務 課

国 原子力災害対策本部

（ 内 閣 府 内 ）

又 は

関 係 省 庁

事 故 対 策 連 絡 会 議

石 川 県

災 害 対 策 本 部

（石 川 県 庁）

保 健 環 境 セ ン ター

中能登総合事務所

奥能登総合事務所

七尾労働基準監督署

石 川 県 警 察 本 部

警 備 部 警 備 課

第九管区海上保安本部

警 備 救 難 部 救 難 課

消 防 庁

特 殊 災 害 室

陸 上 自 衛 隊

中 部 方 面 総 監 部

防 衛 課 運 用 班

陸上自衛隊

第 １ ０ 師 団

３部防衛班

陸 上 自 衛 隊

第 １ ４ 普 通 科 連 隊

第 ３ 科

金 沢 地 方 気 象 台

技 術 課

ＴＥＬ及びＦＡＸによる通信連絡

ＴＥＬによる通信連絡

ＦＡＸによる通信連絡

北 陸 電 力 ㈱

志 賀 原 子 力 発 電 所

原 子 力 防 災 管 理 者

オフサイトセンター

原子力災害合同対策協議会

（現地事故対策連絡協議会）

国の原子力災害現地対策本部

県現地災害対策本部

北 陸 電 力 ㈱ 本 店

（ 原 子 力 本 部 含 む ）

北 陸 電 力 ㈱

東 京 支 社

航 空 自 衛 隊 航 空 総 隊 司 令 部 （ 第 ６ 航 空 団 ）

海 上 自 衛 隊 舞 鶴 地 方 総 監 部

関 係 市 町

志 賀 町 、 七 尾 市

輪 島 市 、 穴 水 町

中 能 登 町 、 羽 咋 市

宝達志水町、

かほく市

関 係 消 防 本 部

羽咋郡市広域圏

事務組合消防本部

七尾鹿島広域圏

事務組合消防本部

奥能登広域圏

事務組合消防本部

かほく市消防本部

各 警 察 署 地 域 課

羽 咋 警 察 署

七 尾 警 察 署

輪 島 警 察 署

津 幡 警 察 署

志賀原子力規制事務所

原 子 力 緊 急 事 態

支 援 組 織

経 済 産 業 省

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

第 九 管 区 海 上 保 安 本 部

金沢海上保安部警備救難課

七尾海上保安部警備救難課

伏木海上保安部警備救難課

原 子 力 規 制 委 員 会

原 子 力 規 制 庁

原 子 力 防 災 課

内 閣 府

（ 内 閣 総 理 大 臣 ）

内 閣 官 房

その他県内市町
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(1) 特定事象発生後の応急対策活動情報等の連絡 (1) 特定事象発生後の応急対策活動情報等の連絡

ア 発電所の通報連絡 ア 発電所の通報連絡

原子力防災管理者（発電所長）は、特定事象の発生の通報を行った 原子力防災管理者（発電所長）は、特定事象の発生の通報を行った

場合には、直ちに原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応 場合には、直ちに原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応

急対策を行い、知事をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、原子力規制委 急対策を行い、知事をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、経済産業大臣

員会、関係市町の長、警察署長等、消防長、海上保安部長等及び原子 （原子力安全・保安院）、文部科学大臣、関係市町長、警察署長、消防

力防災専門官等並びに国の関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対 長、金沢海上保安部長及び原子力防災専門官等並びに国の関係省庁事

策連絡会議に対して、発電所の応急対策活動の概要、発電所の状況、 故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に対して、発電所の応急対

被害の状況等を定期的に「応急措置の概要」（原子力事業者防災業務計 策活動の概要、発電所の状況、被害の状況等を定期的に「異常事態連

画様式９）により通報連絡する。 絡様式（第２報以降）」（原子力事業者防災業務計画様式７）により通

報連絡する。

イ 国の通報連絡 イ 国の通報連絡

原子力規制委員会は、知事をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、関係 経済産業大臣（原子力安全・保安院）は、知事をはじめ官邸（内閣

市町の長との間において、知事、志賀町長及び原子力防災管理者（発 官房）、原子力安全委員会、文部科学省、内閣府、志賀町長との間にお

電所長）から連絡を受けた事項、国が行う応急対策活動等を随時連絡 いて、知事、志賀町長及び原子力防災管理者（発電所長）から連絡を

するなど相互の連絡を密にすることとなっている。 受けた事項、国が行う応急対策活動等を随時連絡するなど相互の連絡

を密にすることとなっている。

ウ 県の通報連絡 ウ 県の通報連絡

県災害対策本部長（以下「県本部長」という。）（知事）は、原子力 県災害対策本部長（以下「県本部長」という。）（知事）は、経済産

規制委員会、消防庁長官及び原子力防災専門官から情報を得るととも 業大臣（原子力安全・保安院）、消防庁長官及び原子力防災専門官から

に、関係市町、防災関係機関、原子力防災管理者（発電所長）等から 情報を得るとともに、関係市町、防災関係機関、原子力防災管理者（発

連絡を受けた事項、県が行う応急対策活動の状況等をこれらの者に対 電所長）等から連絡を受けた事項、県が行う応急対策活動の状況等を

して随時、通報連絡する。 これらの者に対して随時、通報連絡する。

また、県本部長（知事）は、原子力規制委員会、消防庁長官、原子 また、県本部長（知事）は、経済産業大臣（原子力安全・保安院）、

力防災専門官、関係市町の長、防災関係機関及び原子力防災管理者（発 消防庁長官、原子力防災専門官、関係市町長、防災関係機関及び原子

電所長）から通報連絡を受けた事項、県が行う応急対策活動の状況等 力防災管理者（発電所長）から通報連絡を受けた事項、県が行う応急

を関係市町の長及び防災関係機関の長に対して随時通報連絡する。 対策活動の状況等を関係市町長及び防災関係機関の長に対して随時通

報連絡する。

エ 関係市町の通報連絡 エ 関係市町の通報連絡

関係市町の長は、市町が行う応急対策活動の状況等について、県本 関係市町長は、市町が行う応急対策活動の状況等について、県本部

部長（知事）をはじめ警察署長、消防長及び原子力防災専門官に対し 長（知事）をはじめ警察署長、消防長及び原子力防災専門官に対して

て随時通報連絡する。 随時通報連絡する。

オ 警察機関の通報連絡 オ 警察機関の通報連絡

警察署長は、警察署が行う応急対策活動の状況等について、警察本 警察署長は、警察署が行う応急対策活動の状況等について、警察本

部を通じて、県本部長（知事）をはじめ、関係市町の長及び原子力防 部を通じて、県本部長（知事）をはじめ、関係市町長及び原子力防災

災専門官に対して、随時通報連絡する。 専門官に対して、随時通報連絡する。

カ 消防機関の通報連絡 カ 消防機関の通報連絡

消防長は、消防機関が行う応急対策の状況等について、県本部長（知 消防長は、消防機関が行う応急対策の状況等について、県本部長（知

事）をはじめ関係市町の長及び原子力防災専門官に対して、随時通報 事）をはじめ関係市町長及び原子力防災専門官に対して、随時通報連

連絡する。 絡する。
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キ 海上保安部の通報連絡 キ 海上保安部の通報連絡

海上保安部長は、海上保安部が行う応急対策活動の状況等について、 金沢海上保安部長は、海上保安部が行う応急対策活動の状況等につ

県本部長（知事）及び原子力防災専門官に随時通報連絡するよう努め いて、県本部長（知事）及び原子力防災専門官に随時通報連絡するよ

る。 う努める。

ク 現地事故対策連絡会議における通報連絡 ク 現地事故対策連絡会議における通報連絡

現地事故対策連絡会議が開催されている場合は、関係機関による特 現地事故対策連絡会議が開催されている場合は、関係機関による特

定事象発生後の応急対策活動の状況等の通報連絡（知事の消防庁長官 定事象発生後の応急対策活動の状況等の通報連絡（知事の消防庁長官

への通報連絡を除く。）は、原則として現地事故対策連絡会議において への通報連絡を除く。）は、原則として現地事故対策連絡会議において

い、情報の共有を図る。 行い、情報の共有を図る。

(2) 緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報等の連絡 (2) 緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報等の連絡

ア 原子力災害合同対策協議会の組織 ア 原子力災害合同対策協議会の組織

県本部長（知事)及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町 県本部長（知事)及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町

の長は、原子力緊急事態宣言が発せられた場合は、速やかに、原災法 長は、原子力緊急事態宣言が発せられた場合は、速やかに、原災法第

第22条の規定に基づき災害対策基本法第23条第１項に規定する災害対 22条の規定に基づき災害対策基本法第23条第１項に規定する災害対策

策本に移行する。 本部に移行する。

また、国の原子力災害現地対策本部、防災関係機関及び北陸電力と また、国の原子力災害現地対策本部、防災関係機関及び北陸電力と

ともに、オフサイトセンターに原子力災害合同対策協議会（以下「合 ともに、オフサイトセンターに原子力災害合同対策協議会（以下「合

同対策協議会」という。）を組織し、原子力緊急事態に関する情報を交 同対策協議会」という。）を組織し、原子力緊急事態に関する情報を交

換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力する。 換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力する。

なお、国は、原災法第17条第９項に規定に基づく国の原子力災害現 なお、国は、原災法第17条第８項に規定に基づく国の原子力災害現

地対策本部をオフサイトセンターに設置することとなっている。 地対策本部をオフサイトセンターに設置することとなっている。

イ 県及び関係市町の合同対策協議会への参加 イ 県及び関係市町の合同対策協議会への参加

県本部長（知事）又は県現地災害対策本部長（以下「県現地本部長」 県本部長（知事）又は県現地災害対策本部長（以下「県現地本部長」

という。）及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町の長（関 という。）及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町長（関係

係市町災害対策本部長）は、国の原子力災害現地対策本部長、北陸電 市町災害対策本部長）は、国の原子力災害現地対策本部長、北陸電力

力の代表者等とともに、合同対策協議会の全体会議に出席し、緊急事 の代表者等とともに、合同対策協議会の緊急事態対応方針決定会議及

態応急対策のうち最重要事項の調整及び情報の共有を行う。 び全体会議に出席し、緊急事態応急対策のうち最重要事項の調整及び

なお、合同対策協議会全体会議の主な役割は、次のとおりである。 情報の共有を行う。

なお、合同対策協議会の緊急事態対応方針決定会議及び全体会議の

主な役割は、次のとおりである。

（削除） (ｱ) 緊急事態対応方針決定会議

ａ 屋内退避、避難（範囲）の決定及び解除

ｂ ヨウ素剤投摂取の決定

ｃ 飲食物摂取制限の決定及び解除

ｄ 事故対策のための取るべき措置

ｅ 原子力緊急事態解除宣言を出すべきとの具申

ｆ その他、国の原子力災害現地対策本部長が必要と認めた事項
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（削除） (ｲ) 全体会議

ａ 原子力災害対策本部での指示事項の連絡 ａ 緊急事態対応方針決定会議の調整事項の連絡

ｂ 屋内退避及び避難等に関する原子力災害対策本部への提言 ｂ 緊急時対応方針の確認

ｃ 緊急時対応方針の確認 ｃ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情報の共有

ｄ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情報の共有 ｄ モニタリング状況及び予測の報告

ｅ モニタリング状況及び予測の報告 ｅ プラント状況及び予測の報告

ｆ プラント状況及び予測の報告 ｆ プレス広報及び住民広報の内容の確認（主要なもの）

ｇ プレス広報及び住民広報の内容の確認（主要なもの） ｇ 県、関係市町及び関係機関からの要望の取りまとめ

ｈ 県、関係市町及び関係機関からの要望の取りまとめ ｈ その他、国の原子力災害現地対策本部長が必要と認めた事項

ｉ その他、国の原子力災害現地対策本部長が必要と認めた事項

ウ 合同対策協議会機能班への職員の派遣 ウ 合同対策協議会機能班への職員の派遣

(ｱ) 県本部長（知事）及び関係市町の長は、国の原子力災害現地対策 (ｱ) 県本部長（知事）及び関係市町長は、国の原子力災害現地対策本

本部、防災関係機関及び北陸電力とともに、合同対策協議会におい 部、防災関係機関及び北陸電力とともに、合同対策協議会において、

て、発電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、住民避難・屋 発電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、住民避難・屋内退

内退避の状況の把握等の機能別に分けた(ｲ)の作業グループ（機能班） 避の状況の把握等の機能別に分けた(ｲ)の作業グループ（機能班）に

にそれぞれ職員を派遣することにより、常時継続的に必要な情報を それぞれ職員を派遣することにより、常時継続的に必要な情報を共

共有するとともに、県本部長（知事）及び当該関係市町の長が行う 有するとともに、県本部長（知事）及び当該関係市町長が行う緊急

緊急事態応急対策について必要な調整を行う。 事態応急対策について必要な調整を行う。

(ｲ) 合同対策協議会の機能班の名称及びその主な任務は、次のとおり (ｲ) 合同対策協議会の機能班の名称及びその主な任務は、次のとおり

である。 である。

機 能 班 名 機 能 主 な 任 務 機 能 班 名 機 能 主 な 任 務

総括班 総合調整 ・合同対策協議会運営事務局 総括班 総合調整 ・合同対策協議会運営事務局

・国の原子力災害現地対策本部長 ・国の原子力災害現地対策本部長

の補佐 の補佐

・合同対策協議会の決定事項の伝達 ・合同対策協議会の調整事項の伝達

・国、県、関係市町等との連絡調整 ・国、県、関係市町等との連絡調整

・屋内退避及び避難等に関する提言 ・屋内退避及び避難勧告の検討

のとりまとめ ・原子力緊急事態解除宣言の具申

・原子力緊急事態解除宣言の具申

放射線班 緊急時モニタリン ・原子力災害対策本部放射線班等と 放射線班 ・放射線影響評価 ・放射線状況の整理

グ実施のための調 の情報共有・調整 ・放射線濃度予測 ・被ばく線量の予測

整・支援等 ・県災害対策本部等への緊急時モニ ・モニタリングデータ収集

タリングの指導・助言 ・飲食物摂取制限勧告の検討

・モニタリングデータ収集

・放射性物質汚染対策に関する調整
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機 能 班 名 機 能 主 な 任 務 機 能 班 名 機 能 主 な 任 務

医療班 被災者に対する ・被害状況の把握 医療班 被災者に対する ・被害状況の把握

医療活動の把握 ・救助及び救命状況の把握 医療活動の把握 ・救助及び救命状況の把握

・安定ヨウ素剤の配布、服用に関す ・ヨウ素剤服用指示の検討

る連絡調整

住民安全班 被災者の救助と ・屋内退避及び避難状況の把握 住民安全班 被災者の救助と ・屋内退避及び避難状況の把握

社会秩序の維持 ・救助及び救命状況の把握 社会秩序の維持 ・救助及び救命状況の把握

活動の把握調整 ・交通規制状況の把握 活動の把握調整 ・交通規制状況の把握

・救急輸送実施状況の把握 ・救急輸送実施状況の把握

（削除） ・飲食物摂取制限状況の把握

運営支援班 オフサイトセン ・参集者の食料等の調達 運営支援班 オフサイトセン ・参集者の食料等の調達

ター内の管理 ・オフサイトセンターの環境整備 ター内の管理 ・オフサイトセンターの環境整備

・オフサイトセンターの出入り管理 ・オフサイトセンターの出入り管理

広報班 ・報道機関等対応 ・報道機関等への対応 広報班 ・報道機関等対応 ・報道機関等への対応

・住民等への広報 ・住民等への対応 ・住民等への広報 ・住民等への対応

実動対処班 実動組織（自衛隊、・実動組織のオンサイト及びオフサ

消防、海保、警察） イト対応に関する状況把握

との調整 ・現地対策本部で立案する計画に基

づき実働組織の関与が必要な事項

についての連絡調整

プラント 事故状況の情報提 ・プラント情報の提供 プラント班 ・事故状況の把握 ・プラント情報の収集

チーム 供 ・プレス対応（プラント状況の説明） ・事故の推移予測 ・事故の推移予測

エ 県の連絡 エ 県の連絡

県本部長（知事）は、県現地本部長及び合同対策協議会に派遣し 県本部長（知事）は、県現地本部長及び合同対策協議会に派遣した

た職員との間において県が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害 職員に対し、県本部長（知事）が行う緊急事態応急対策活動の状況、

の状況等に関する情報、合同対策協議会において得た情報を随時連 被害の状況等に関する情報を随時連絡する。

絡するなど、連絡を密にするものとする。 また、県現地本部長及び当該派遣職員は、県本部長（知事）に対し、

合同対策協議会において得た情報を随時報告する。
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オ 関係市町の連絡 オ 関係市町の連絡

(ｱ) 緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町の長は、合同対策 (ｱ) 緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町長は、合同対策協

協議会に派遣した職員との間において、当該市町が行う緊急事態応 議会に派遣した職員に対し、当該市町が行う緊急事態応急対策活動

急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報、合同対策協議会に の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡する。

おいて得た情報を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。 また、派遣職員は、当該関係市町長に対し、合同対策協議会にお

いて得た情報を随時連絡する。

(ｲ) 緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町の長以外の関係市 (ｲ) 緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町長以外の関係市町

町の長は、必要に応じ合同対策協議会に幹部職員を派遣し、当該市 長は、必要に応じ合同対策協議会に幹部職員を派遣し、当該市町に

町に関係する情報を収集し、共有を図る。 関係する情報を収集し、共有を図る。

また、派遣職員は、当該関係市町の長に対し、合同対策協議会に また、派遣職員は、当該関係市町長に対し、合同対策協議会にお

おいて得た情報を随時連絡する。 いて得た情報を随時連絡する。

カ 防災関係機関の連絡 カ 防災関係機関の連絡

防災関係機関の長は、合同対策協議会に派遣した職員に対し、防災 防災関係機関の長は、合同対策協議会に派遣した職員に対し、防災

関係機関の長が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関 関係機関の長が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関

する情報を随時連絡する。 する情報を随時連絡する。

また、派遣職員は、当該防災関係機関の長に対し、合同対策協議会 また、派遣職員は、当該防災関係機関の長に対し、合同対策協議会

において得た情報を随時連絡する。 において得た情報を随時連絡する。

第２節 初動体制の確立 危機管理監室、健康福祉部、 第２節 初動体制の確立 危機管理監室、県民文化局、

関係各部局 健康福祉部、関係各部局

緊急時において、県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力は、速やかに 緊急時において、県、関係市町、防災関係機関及び北陸電力は、速やかに

それぞれの災害対本部等の組織の編成や要員の確保等を行い、初動体制を確 それぞれの災害対本部等の組織の編成や要員の確保等を行い、初動体制を確

立する。 立する。

１ 県の動員体制及び設置基準等 １ 県の動員体制及び設置基準等

県職員は、発電所の事故情報に注意し、緊急時においては本計画第２章 県職員は、発電所の事故情報に注意し、緊急時においては本計画第２章

「原子力災害予計画」第５節４「県職員の通信連絡体制」により作成され 「原子力災害予計画」第５節４「県職員の通信連絡体制」により作成され

た防災活動要領（マニュアル）に基づき、直ちに対応する。 た防災活動要領（マニュアル）に基づき、直ちに対応する。

なお、緊急時における体制、設置基準及び動員対象職員は、次のとおり なお、緊急時における体制、設置基準及び動員対象職員は、次のとおりと

とする。 する。
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体 制 設 置 基 準 動 員 対 象 職 員 体 制 設 置 基 準 動 員 対 象 職 員

警 戒 体 制 ・県内において震度６弱以 危機管理監室、医療対策課、 警 戒 体 制 発電所に事故が発生し、警 危機管理監室、医療対策課、

上の地震が発生したとき 中能登総合事務所、能登中 戒体制をとる必要があると 中能登総合事務所、能登中

・県内において大津波警報 部保健福祉センター、能登 知事が認めたとき。 部保健福祉センター、保健

が発令されたとき 北部保健福祉センター、石 環境センター等の配備計画

・原子力規制委員会原子力 川中央保健福祉センター、 による職員

事故警戒本部が設置され 保健環境センター等の配備 ・災害対策本部連絡員（主管課

たとき 計画による職員 課長補佐等）

・発電所に事故が発生し、 ・災害対策本部連絡員（主管課 ・上記以外の各部局の配備計画

警戒体制をとる必要があ 課長補佐等） による職員

ると知事が認めたとき。 ・上記以外の各部局の配備計画

による職員

第一次 ・原子力防災管理者（発電 ・全職員 第一次 ・原子力防災管理者（発電 ・全職員

災害対策本部体制 所長）から特定事象発生 災害対策本部体制 所長）から特定事象発生

の通報を受けたとき。 の通報を受けたとき。

・県の環境放射線観測局で ・県の環境放射線観測局で

特定事象に該当する放射 特定事象に該当する放射

線量を観測したとき。 線量を観測したとき。

・その他知事が必要と認め ・その他知事が必要と認め

たとき｡ たとき｡

第二次 ・内閣総理大臣が原子力緊 ・全職員 第二次 ・内閣総理大臣が原子力緊 ・全職員

災害対策本部体制 急事態宣言を発出したと 災害対策本部体制 急事態宣言を発出したと

き。 き。

(注)１ 特定事象とは、原災法第10条第１項前段の規定により原子力防災管理 (注)１ 特定事象とは、原災法第10条第１項前段の規定により原子力防災管理

者（発電所長）が知事等に通報を行うべき事象をいう。 者（発電所長）が知事等に通報を行うべき事象をいう。

２ 原子力緊急事態宣言とは、原災法第15条第２項の規定により内閣総理 ２ 原子力緊急事態宣言とは、原災法第15条第２項の規定により内閣総理

大臣が原子力緊急事態を発出する宣言をいう。 大臣が原子力緊急事態を発出する宣言をいう。

２ 県職員の動員方法 ２ 県職員の動員方法

(1) 県職員の動員は、次の動員伝達系統図による。 (1) 県職員の動員は、次の動員伝達系統図による。

(2) 各部局長及び各部局企画調整室次長等は、携帯電話、非常時職員参集 (2) 各部局長及び各部局主管課課長補佐等は、携帯電話、非常時職員参集

装置等により、連絡を受けるとともに登庁する。 装置等により、連絡を受けるとともに登庁する。

(3) 各部局は、本計画第２章「原子力災害予防計画」第５節「４ 県職員の (3) 各部局は、本計画第２章「原子力災害予防計画」第５節「４ 県職員の

通報連絡体制」により動員を行う。 通報連絡体制」により動員を行う。
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動員伝達系統図 動員伝達系統図

第３節 緊急時の措置 危機管理監室、健康福祉部、関係各部局、 第３節 緊急時の措置 危機管理監室、健康福祉部、関係各部局、

関係市町、防災関係機関 関係市町、防災関係機関

１ 災害対策本部等の設置 １ 災害対策本部等の設置

知事は、緊急時において、災害応急対策活動を行うために、前節の設置 知事は、緊急時において、災害応急対策活動を行うために、前節の設置

基準に従い、 基準に従い、

(1) 警戒体制 (1) 警戒体制

(2) 第一次災害対策本部体制（以下「第一次本部体制」という。） (2) 第一次災害対策本部体制（以下「第一次本部体制」という。）

(3) 第二次災害対策本部体制（以下「第二次本部体制」という。） (3) 第二次災害対策本部体制（以下「第二次本部体制」という。）

をとる。 をとる。

２ 警戒体制 ２ 警戒体制

県は、原子力規制委員会、原子力防災専門官、関係市町、防災関係機関 県は、経済産業省（原子力安全・保安院）、原子力防災専門官、原子力保

及び北陸電力との連絡を密にし、事故状況等の把握に努める。また、必要 安検査官、関係市町、防災関係機関及び北陸電力との連絡を密にし、事故

に応じ、第一次本部体制に移行できる体制をとるとともに、関係市町の長 状況等の把握に努める。また、必要に応じ、第一次本部体制に移行できる

及び防災関係機関の長にその旨を連絡する。 体制をとるとともに、関係市町長及び防災関係機関の長にその旨を連絡す

また、情報収集を行い、住民避難等実施のための準備を開始する。 る。

配備計画による職員

保健環境センター所長 配備計画による職員

中能登総合事務所長

各部局の各課課長補佐 配備計画による職員

配備計画による職員

管内出先機関の長 配備計画による職員

各部局企画調整室次長

（災害対策本部連絡員）

部局長等

危機対策課長

医療対策課長 配備計画による職員

原子力安全対策室長 配備計画による職員

配備計画による職員

管内出先機関の長

奥能登総合事務所長

危機対策課

課長補佐
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(1) 警戒体制組織図 (1) 警戒体制組織図

(2) 所掌事務 (2) 所掌事務

課(室)及び出先機関 所 掌 事 務 課(室)及び出先機関 所 掌 事 務

名 名

危機対策課 １ 原子力規制委員会、消防庁、原子力防災専門 危機対策課 １ 経済産業省（原子力安全・保安院）、消防庁、

官、原子力保安検査官、関係市町、防災関係機 原子力防災専門官、原子力保安検査官、関係市

関及び北陸電力との通報連絡に関すること。 町、防災関係機関及び北陸電力との通報連絡に

２ 事故状況等の把握に関すること。 関すること。

３ 警戒体制の総合調整に関すること。 ２ 事故状況等の把握に関すること。

３ 警戒体制の総合調整に関すること。

医療対策課 １ 緊急時医療措置の準備に関すること。 医療対策課 １ 緊急時医療措置の準備に関すること。

２ 能登中部保健福祉センター、能登北部保健福 ２ 能登中部保健福祉センターとの通報連絡に関

祉センター、石川中央保健福祉センターとの通 すること。

報連絡に関すること。

原子力安全対策室 １ 事故状況等の把握に関すること。 原子力安全対策室 １ 事故状況等の把握に関すること。

（危機対策課） ２ 緊急時モニタリングの準備に関すること。 （危機対策課） ２ 緊急時モニタリングの準備に関すること。

３ 保健環境センターとの通報連絡に関すること。 ３ 保健環境センターとの通報連絡に関すること。

中能登総合事務所 １ 危機対策課との通報連絡に関すること。 中能登総合事務所 １ 危機対策課との通報連絡に関すること。

奥能登総合事務所 ２ 管内出先機関の調整に関すること。 ２ 管内出先機関の調整に関すること。

能登中部保健福祉センター 緊急時医療措置の準備に関すること。 能登中部保健福祉センター 緊急時医療措置の準備に関すること。

能登北部保健福祉センター

石川中央保健福祉センター

保健環境センター 緊急時モニタリングの準備に関すること。 保健環境センター 緊急時モニタリングの準備に関すること。

能登中部保健福祉センター

医療対策課

奥能登総合事務所

危機対策課

原子力安全対策室 保健環境センター

（危機対策課）

中能登総合事務所

石川中央保健福祉センター

能登北部保健福祉センター
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３ 第一次本部体制及び第二次本部体制 ３ 第一次本部体制及び第二次本部体制

知事は、前節の第一次本部体制又は第二次本部体制設置基準に該当した 知事は、前節の第一次本部体制又は第二次本部体制設置基準に該当した

場合は、直ちに県庁内に県本部を、オフサイトセンターに県現地本部を設 場合は、直ちに県庁内に県本部を、オフサイトセンターに県現地本部を設

置する。 置する。

また、第一次本部体制中において、前節の第二次本部体制設置基準に該 また、第一次本部体制中において、前節の第二次本部体制設置基準に該

当した場合は、直ちに県本部及び県現地本部を第二次本部体制に移行する。 当した場合は、直ちに県本部及び県現地本部を第二次本部体制に移行する。

なお、県本部及び県現地本部を設置した場合は、直ちにその表示を行う。 なお、県本部及び県現地本部を設置した場合は、直ちにその表示を行う。

(1) 県本部の組織等 (1) 県本部の組織等

ア 県本部の組織 ア 県本部の組織

薬事衛生班（薬事衛生課）

健康推進班（健康推進課）

               （障害保健福祉課）

医療対策班（医療対策課）

健康福祉部

健康福祉部長



- 59 -

修 正 案 現 行 備 考

イ 県本部の職名、担当職及び所掌事務 イ 県本部の職名、担当職及び所掌事務

職 名 担 当 職 所 掌 事 務 職 名 担 当 職 所 掌 事 務

県本部長 知事 県本部の事務を総括する。 県本部長 知事 県本部の事務を総括する。

県副本部長 副知事 県本部長を補佐するとともに、県本部長に事 県副本部長 副知事 県本部長を補佐するとともに、県本部長に事

（２名） 故があるときは、その職務を代理する。 （２名） 故があるときは、その職務を代理する。

県本部員 知事部局の 県本部長及び県副本部長の命を受けて災害応 県本部員 知事部局の 県本部長及び県副本部長の命を受けて災害応

各部局長 急対策計画に関する事項について調査審議す 各部局長 急対策計画に関する事項について調査審議す

警察本部長 る。 警察本部長 る。

教育長 教育長

出納室長 出納室長

ウ 県本部の班名、班長担当職及び所掌事務 ウ 県本部の班名、班長担当職及び所掌事務

班 名 班長担当職 所 掌 事 務 班 名 班長担当職 所 掌 事 務

危機管理班 危機対策 １ 災害状況、災害応急対策措置状況等の収集 危機管理班 危機対策 １ 災害状況、災害応急対策措置状況等の収集

課長 及び報告に関すること。 課長 及び報告に関すること。

(消防保安 ２ 県本部の設置、運営及び廃止に関すること。 (消防保安 ２ 県本部の設置、運営及び廃止に関すること。

課長) ３ 県現地本部の設置及び廃止に関すること。 課長) ３ 県現地本部の設置及び廃止に関すること。

４ 県現地本部に対する指示及び連絡に関する ４ 県現地本部に対する指示及び連絡に関する

こと。 こと。

５ 関係省庁事故対策連絡会議又は国の原子力 ５ 関係省庁事故対策連絡会議又は国の原子力

災害対策本部及び防災関係機関との連絡調 災害対策本部及び防災関係機関との連絡調

整に関すること。 整に関すること。

６ 市町に対する指示及び連絡に関すること。 ６ 市町に対する指示及び連絡に関すること。

７ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 ７ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

８ 災害救助法に関すること。 ８ 災害救助法に関すること。

９ 広報活動に関すること。 ９ 広報活動に関すること。

原子力 原子力安全 １ 緊急時モニタリングの総合調整に関するこ 原子力 原子力安全 １ 緊急時モニタリングの総合調整に関するこ

安全対策班 対策室長 と。 安全対策班 対策室長 と。

２ 発電所の状況把握に関すること。 ２ 発電所の状況把握に関すること。

人事班 人事課長 職員の動員に関すること。 人事班 人事課長 職員の動員に関すること。

管財班 管財課長 県有自動車の配備に関すること。 管財班 管財課長 県有自動車の配備に関すること。
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班 名 班長担当職 所 掌 事 務 班 名 班長担当職 所 掌 事 務

企画班 企画課長 北陸電力（発電所を除く。）との連絡に関する 企画班 企画課長 北陸電力（発電所を除く。）との連絡に関する

こと。 こと。

交通政策班 新幹線・ 人員、物資等の輸送対策に関すること。 交通政策班 新幹線・ 人員、物資等の輸送対策に関すること。

交通政策 交通政策

課長 課長

県民交流班 県民交流 １ 報道機関との連絡調整に関すること。 県民交流班 県民交流 １ 報道機関との連絡調整に関すること。

課長 ２ 被災者の総合相談に関すること。 課長 ２ 被災者の総合相談に関すること。

３ ボランティア関係団体との連絡調整に関す ３ ボランティア関係団体との連絡調整に関す

ること。 ること。

県民生活班 県民生活 １ 飲料水の供給等に関すること。 県民生活班 県民生活 １ 飲料水の供給等に関すること。

課長 ２ 生活必需物資の対策等に関すること。 課長 ２ 生活必需物資の対策等に関すること。

医療対策班 医療対策 １ 緊急時医療措置の総合調整に関すること。 医療対策班 医療対策 １ 緊急時医療措置の総合調整に関すること。

課長 ２ 安定ヨウ素剤の確保に関すること。 課長 ２ 医薬品の確保及び供給に関すること。

健康推進班 健康推進 １ 健康管理に関すること。 健康推進班 健康推進 健康管理に関すること。

課長 課長

障害保健 ２ こころのケアに関すること。

福祉課長

薬事衛生班 薬事衛生 飲食物の摂取制限等に関すること。 薬事衛生班 薬事衛生 飲食物の摂取制限等に関すること。

課長 課長

農 林 企 画 調 整 班 農林水産部 災害時の応急食料の供給に関すること。 農 林 企 画 調 整 班 農林水産部 災害時の応急食料の供給に関すること。

企画調整 企画調整

室長 室長

生産流通班 生産流通 １ 農産物の収穫及び出荷に関すること。 生産流通班 生産流通 １ 農産物の収穫及び出荷に関すること。

課長 ２ 畜産物の収穫及び出荷に関すること。 課長 ２ 畜産物の収穫及び出荷に関すること。

森林管理班 森林管理 林産物の採取及び出荷に関すること。 森林管理班 森林管理 林産物の採取及び出荷に関すること。

課長 課長
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班 名 班長担当職 所 掌 事 務 班 名 班長担当職 所 掌 事 務

水産班 水産課長 水産物の摂取及び出荷に関すること。 水産班 水産課長 水産物の摂取及び出荷に関すること。

道路整備班 道路整備 道路交通の確保に関すること。 道路整備班 道路整備 道路交通の確保に関すること。

課長 課長

教 育 部 (教育委員会) 文教対策及び教育施設との連絡に関すこと。 教 育 部 (教育委員会) 文教対策及び教育施設との連絡に関すこと。

関係部局班 関係部局の災害応急対策の実施に関すること。 関係部局班 関係部局の災害応急対策の実施に関すること。

（石川県災害対策本部運営要綱 別表１による） （石川県災害対策本部運営要綱 別表１による）

警 察 部(警察本部) １ 立入制限措置等の実施、避難等の誘導及び 警 察 部(警察本部) １ 立入制限措置等の実施、避難等の誘導及び

警戒警備に関すること。 警戒警備に関すること。

２ 交通秩序の維持に関すること。 ２ 交通秩序の維持に関すること。

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管理 また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管理

監室及び担当部（警察本部を除く）の職員の中から、本部長が指名する者 監室及び担当部（警察本部を除く）の職員の中から、本部長が指名する者

をもつて充てる。 をもつて充てる。
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(2) 県現地本部の組織等 (2) 県現地本部の組織等

ア 県現地本部の組織 ア 県現地本部の組織

(注) 県本部長（知事）は、原子力災害の推移等に応じ、関係部局（出 (注) 県本部長（知事）は、原子力災害の推移等に応じ、関係部局（出先

先機関含む。）に対して、県現地本部の応援のための職員の派遣を 機関含む。）に対して、県現地本部の応援のための職員の派遣を指

指示する。 示する。

班長 能登中部保健福祉センター次長

副班長 医療対策課職員

班員 医療対策課職員

健康推進課職員

障害保健福祉課職員

能登中部保健福祉センター職員

こころの健康センター職員　等

国 の緊 急 医療 派遣職員

日 本 赤十 字社 救護職員

地 域 医 療 機 関 職 員

緊急時医療班
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イ 県現地本部の職名、担当職及び所掌事務 イ 県現地本部の職名、担当職及び所掌事務

職 名 担 当 職 所 掌 事 務 職 名 担 当 職 所 掌 事 務

県現地本部長 副知事 県現地本部の事務を総括する。 県現地本部長 副知事 県現地本部の事務を総括する。

兼報道責任者 兼報道責任者

県現地副本部長 危機管理監 県現地本部長を補佐するとともに、県 県現地副本部長 危機管理監 県現地本部長を補佐するとともに、県

中能登総合事務所長 現地本部長に事故があるときは、その 中能登総合事務所長 現地本部長に事故があるときは、その

職務を代理する。 職務を代理する。

ウ 県現地本部の班名及び所掌事務 ウ 県現地本部の班名及び所掌事務

班 名 所 掌 事 務 班 名 所 掌 事 務

連絡調整班 １ 県現地本部の運営に関すること。 連絡調整班 １ 県現地本部の運営に関すること。

２ 県本部との連絡調整に関すること。 ２ 県本部との連絡調整に関すること。

３ 県現地災害対策本部員会議に関すること。 ３ 県現地災害対策本部員会議に関すること。

４ 現地事故対策連絡会議又は国の原子力災害現地対策 ４ 現地事故対策連絡会議又は国の原子力災害現地対策

本部との連絡調整に関すること。 本部との連絡調整に関すること。

５ 合同対策協議会総括班、広報班及び運営支援班との ５ 合同対策協議会総括班、広報班及び運営支援班との

連絡・調整に関すること。 連絡・調整に関すること。

６ オフサイトセンターの管理、運営の支援に関するこ ６ オフサイトセンターの管理、運営の支援に関するこ

と。 と。

７ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 ７ 災害情報の収集及び伝達に関すること。

８ 関係市町及び現地防災関係機関との連絡・調整に関 ８ 関係市町及び現地防災関係機関との連絡・調整に関

すること。 すること。

９ 住民への広報に関すること。 ９ 住民への広報に関すること。

10 その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 10 その他県現地本部長が指示する事項に関すること。

緊急時 １ 合同対策協議会放射線班との連絡・調整に関するこ 緊急時 １ 合同対策協議会放射線班との連絡・調整に関するこ

モニタリング班 と。 モニタリング班 と。

２ 緊急時モニタリングに関すること。 ２ 緊急時モニタリングに関すること。

３ 放射線影響評価解析に関すること。 ３ 放射線影響評価解析に関すること。

４ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 ４ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。

緊急時医療班 １ 合同対策協議会医療班との連絡・調整に関するこ 緊急時医療班 １ 合同対策協議会医療班との連絡・調整に関するこ

と。 と。

２ 緊急時医療措置に関すること。 ２ 緊急時医療措置に関すること。

３ 県及び関係市町の防災業務関係者の被ばく管理に関 ３ 県及び関係市町の防災業務関係者の被ばく管理に関

すること。 すること。

４ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 ４ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。
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班 名 所 掌 事 務 班 名 所 掌 事 務

住民生活班 １ 合同対策協議会住民安全班との連絡・調整に関する 住民生活班 １ 合同対策協議会住民安全班との連絡・調整に関する

こと。 こと。

２ 生活必需物資の供給に関すること。 ２ 生活必需物資の供給に関すること。

３ 飲食物の摂取制限等に関すること。 ３ 飲食物の摂取制限等に関すること。

４ 立入制限、交通規制等に関すること。 ４ 立入制限、交通規制等に関すること。

５ 住民等の避難等に関すること。 ５ 住民等の避難等に関すること。

６ 住民等からの問い合わせに関すること。 ６ 住民等からの問い合わせに関すること。

７ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 ７ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。

(3) 意思決定手続 (3) 意思決定手続

ア 県本部長（知事）に事故ある場合の職務の代理順位は、次のとお ア 県本部長（知事）に事故ある場合の職務の代理順位は、次のとお

りとする。 りとする。

代理順位 職 名 備 考 代理順位 職 名 備 考

第 １ 位 県副本部長（副知事） 第 １ 位 県副本部長（副知事）

知事の職務代理順序による 知事の職務代理順序による

第 ２ 位 県副本部長（副知事） 第 ２ 位 県副本部長（副知事）

イ 本部員及び班長に事故ある場合の職務の代理は、石川県処務規程 イ 本部員及び班長に事故ある場合の職務の代理は、石川県処務規程

（昭和33年訓令申第９号）第18条（副知事等の代決）及び第19条（出 （昭和33年訓令申第９号）第18条（副知事等の代決）及び第19条（出

先機関の長の代決）の規定を準用する。 先機関の長の代決）の規定を準用する。

(4) 県本部の通知及び周知 (4) 県本部の通知及び周知

知事は、県本部（第一次本部体制又は第二次本部体制）を設置した 知事は、県本部（第一次本部体制又は第二次本部体制）を設置した

場合には、国（原子力防災専門官を含む）、関係市町の長、消防長、原 場合には、経済産業大臣（原子力安全・保安院）、文部科学大臣、消防

子力防災専門官、防災関係機関の長、原子力防災管理者（発電所長） 庁長官、関係市町長、消防長、原子力防災専門官、防災関係機関の長、

及び報道機関等に通知するとともに、住民等に周知する。 原子力防災管理者（発電所長）及び報道機関等に通知するとともに、

なお、廃止した場合も同様とする。 住民等に周知する。

なお、廃止した場合も同様とする。

(5) 国等に対する要請 (5) 国等に対する要請

県本部長（知事）は、災害応急対策を円滑に実施を図るために必要 県本部長（知事）は、災害応急対策を円滑に実施を図るために必要

と認める場合は、国に対して専門家及び緊急時モニタリング等の要員 と認める場合は、経済産業大臣（原子力安全・保安院）に対して専門

の派遣を要請するとともに、ＳＰＥＥＤＩネットワークシステムによ 家及び緊急時モニタリング等の要員の派遣を要請するとともに、文部

る予測結果等の配信を要請する。また金沢地方気象台長に気象情報の 科学省に対しＳＰＥＥＤＩネットワークシステムによる予測結果等の

定期的な送付を要請する。 配信を、また金沢地方気象台長に気象情報の定期的な送付を要請する。

(6) 関係市町及び防災関係機関の活動体制 (6) 関係市町及び防災関係機関の活動体制

関係市町の長及び防災関係機関の長は、特定事象又は原子力緊急事 関係市町長及び防災関係機関の長は、特定事象又は原子力緊急事態

態の発生の通報を受けた場合には、原子力災害応急対策に対応する活 の発生の通報を受けた場合には、原子力災害応急対策に対応する活動

動体制を整える。 体制を整える。
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(7) 県現地本部（第一次本部体制）への職員の派遣 (7) 県現地本部（第一次本部体制）への職員の派遣

関係市町の長、消防長及び原子力防災管理者（発電所長）は、県が 関係市町長、消防長及び原子力防災管理者（発電所長）は、県が県

県本部（第一次本部体制）を設置した場合は、直ちに職員を派遣し、 本部（第一次本部体制）を設置した場合は、直ちに職員を派遣し、災

災害応急対策の調整等を行うとともに、防災資機材の貸与等必要な協 害応急対策の調整等を行うとともに、防災資機材の貸与等必要な協力

力を行う。 を行う。

また、県本部長（知事）は、陸上自衛隊第14普通科連隊長、金沢海 また、県本部長（知事）は、陸上自衛隊第14普通科連隊長、金沢海

上保安部長に対し、直ちに災害応急対策の調整を行うため、職員の派 上保安部長に対し、直ちに災害応急対策の調整を行うため、職員の派

遣と防災資機材の貸与等の協力を要請する。 遣と防災資機材の貸与等の協力を要請する。

４ 県現地災害対策本部員会議 ４ 県現地災害対策本部員会議

県本部長（知事）は、必要に応じ、県副本部長（県現地本部長）及び関 県本部長（知事）は、必要に応じ、県副本部長（県現地本部長）及び関

係本部員による県現地災害対策本部員会議をオフサイトセンター内にて開 係本部員による県現地災害対策本部員会議をオフサイトセンター内にて開

催し、原子力災害対策に関する方針の協議及び事務連絡を行う。 催し、原子力災害対策に関する方針の協議及び事務連絡を行う。

県現地災害対策本部員会議の組織は、次のとおりとする。 県現地災害対策本部員会議の組織は、次のとおりとする。

本部員 班長等

危機対策課長

原子力安全対策室長

総務課長

中能登総合事務所長

医療対策課長

能登中部保健福祉ｾﾝﾀｰ所長

能登北部保健福祉ｾﾝﾀｰ所長

石川中央保健福祉ｾﾝﾀｰ所長

保健環境センター所長

農業政策課長

中能登農林総合事務所長

土木部長 中能登土木総合事務所長

警察本部長 警察本部長が指名した者

危機管理監

総務部長

健康福祉部長

農林水産部長

その他、県本部長が指名する者
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５ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 ５ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣

県本部長（知事）、関係市町の長、防災関係機関の長及び原子力防災管理 県本部長（知事）、関係市町長、防災関係機関の長及び原子力防災管理者

者（発電所長）は、現地事故対策連絡会議に職員を派遣し、発電所に関す （発電所長）は、現地事故対策連絡会議に職員を派遣し、発電所に関する

る情報の共有、災害応急対策の調整等を行う。 情報の共有、災害応急対策の調整等を行う。

なお、県本部長（知事）は、次の職員を派遣する。 なお、県本部長（知事）は、次の職員を派遣する。

ア 危機管理監室次長 ア 危機管理監室次長

イ 危機対策課課長補佐 イ 危機対策課課長補佐

ウ 中能登総合事務所総務企画部次長 ウ 中能登総合事務所総務企画部次長

エ 保健環境センター環境科学部長 エ 保健環境センター環境科学部長

オ その他県本部長（知事）が指名する者 オ その他県本部長（知事）が指名する者

６ 合同対策協議会設置後の体制 ６ 合同対策協議会設置後の体制

(1) 合同対策協議会への参画 (1) 合同対策協議会への参画

県本部長（知事）又は県現地本部長は、合同対策協議会全体会議に 県本部長（知事）又は県現地本部長は、合同対策協議会の緊急事態

出席し、以下に示す緊急事態応急対策の調整及び情報の共有を行う。 対応方針決定会議及び全体会議に出席し、緊急事態応急対策のうちの

最重要事項の調整及び情報の共有を行う。

出 席 者 会 議 の 主 な 役 割 出 席 者 会 議 の 主 な 役 割

（削除） （削除） （削除） 緊急 県本部長（知事） 次の緊急事態応急対策について調整を行う。

事態 又は県現地本部長 ア 屋内退避、避難（範囲）の決定及び解除

対応 イ ヨウ素剤投摂取の決定

方針 ウ 飲食物摂取制限の決定及び解除

決定 エ 事故対策のための取るべき措置

会議 オ 原子力緊急事態解除宣言を出すべきとの

具申

カ その他、国の原子力災害現地対策本部長

が必要と認めた事項

（削除） 県本部長（知事） 次の事項について、情報の共有を行う。 全体 県本部長（知事） 次の事項について、情報の共有を行う。

又は県現地本部長 （削除） 会議 又は県現地本部長 ア 緊急事態対応方針決定会議の調整事項の

連絡

(補助員) ア 緊急時対応方針の確認 (補助員) イ 緊急時対応方針の確認

危機管理監 イ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情 危機管理監 ウ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情

総務部長 報の共有 総務部長 報の共有

健康福祉部長 ウ モニタリング状況及び予測の報告 健康福祉部長 エ モニタリング状況及び予測の報告

警察本部長 エ プラント状況及び予測の報告 警察本部長 オ プラント状況及び予測の報告

保健環境ｾﾝﾀｰ所長 オ プレス広報及び住民広報の内容の確認 保健環境ｾﾝﾀｰ所長 カ プレス広報及び住民広報の内容の確認

危機対策課長 (主要なもののみ) 危機対策課長 (主要なもののみ)

カ 県、関係市町及び関係機関からの要望の キ 県、関係市町及び関係機関からの要望の

とりまとめ とりまとめ

キ その他、国の原子力災害現地対策本部長 ク その他、国の原子力災害現地対策本部長

が必要と認めた事項 が必要と認めた事項
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(2) 合同対策協議会への職員の派遣 (2) 合同対策協議会への職員の派遣

県本部長（知事）は、合同対策協議会に職員を派遣し、施設の状況、 県本部長（知事）は、合同対策協議会に職員を派遣し、施設の状況、

モニタリング情報、医療関係情報及び住民避難・屋内退避の状況の把握 モニタリング情報、医療関係情報及び住民避難・屋内退避の状況の把握

等の活動に従事させる。 等の活動に従事させる。

合同対策協議会派遣要員 合同対策協議会派遣要員

総括班 副責任者 危機管理監室 班員 危機対策課職員 総括班 副責任者 危機管理監室 班員 危機対策課職員

次長 (１人) 次長 (１人)

保健環境センター職員 保健環境センター職員

(１人) (１人)

放射線班 副責任者 保健環境センタ 班員 保健環境センター職員 放射線班 副責任者 保健環境センタ 班員 保健環境センター職員

ー (１人) ー (１人)

環境科学部長 環境科学部長

医療班 責任者 能登中部保健福 班員 医療対策課職員 医療班 責任者 能登中部保健福 班員 医療対策課職員

祉センター所長 (１人) 祉センター所長 (１人)

能登北部保健福 能登中部保健福祉セン 能登中部保健福祉セン

祉センター所長 ター職員 (１人) ター職員 (１人)

石川中央保健福 能登北部保健福祉セン

祉センター所長 ター職員 （１人）

石川中央保健福祉セン

ター職員 （１人）

住民安全班 責任者 (兼)中能登総合 班員 中能登総合事務所職員 住民安全班 責任者 (兼)中能登総合 班員 中能登総合事務所職員

事務所長 (２人) 事務所長 (２人)

運営支援班 副責任者 中能登総合事務 班員 中能登総合事務所職員 運営支援班 副責任者 中能登総合事務 班員 中能登総合事務所職員

所 (２人) 所 (２人)

総務企画部次長 総務企画部次長

広報班 副責任者 危機対策課課長 班員 危機対策課職員 広報班 副責任者 危機対策課課長 班員 危機対策課職員

補佐 (１人) 補佐 (１人)

(注) 県本部長（知事）は、国の原子力災害現地対策本部長の要請に基 (注) 県本部長（知事）は、国の原子力災害現地対策本部長の要請に基

づき、災害の規模、推移等に応じて派遣人員を増員する。 づき、災害の規模、推移等に応じて派遣人員を増員する。

７ 防災関係機関等に対する協力要請 ７ 防災関係機関等に対する協力要請

県本部長（知事）は、必要に応じて、防災関係機関の長及び石川県防災 県本部長（知事）は、必要に応じて、防災関係機関の長及び石川県防災

会議を構成する機関の長に対して災害応急対策に必要な協力を要請する。 会議を構成する機関の長に対して災害応急対策に必要な協力を要請する。



- 68 -

修 正 案 現 行 備 考

８ 関係市町への協力体制 ８ 関係市町への協力体制

県本部長（知事）は、関係市町の長が原災法第22条の規定により、又は 県本部長（知事）は、関係市町長が原災法第22条の規定により、又は自

自らの判断により災害対策本部を設置した場合には、正確な情報を提供し、 らの判断により災害対策本部を設置した場合には、正確な情報を提供し、

当該関係市町の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよう協力 当該関係市町の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよう協力

する。 する。

９ オフサイトセンターの立ち上げ ９ オフサイトセンターの立ち上げ

県現地本部の業務に従事する職員は、県本部長（知事）の指示があった 県現地本部の業務に従事する職員は、県本部長（知事）の指示があった

場合又は特定事象若しくは原子力緊急事態の発生を通報等により知った場 場合又は特定事象若しくは原子力緊急事態の発生を通報等により知った場

合は、直ちにオフサイトセンターに参集し、中能登総合事務所長の指揮の 合は、直ちにオフサイトセンターに参集し、中能登総合事務所長の指揮の

もと、県現地本部を立ち上げるとともに、原子力防災専門官のもと、合同 もと、県現地本部を立ち上げるとともに、原子力防災専門官のもと、合同

対策協議会等の立ち上げに協力する。 対策協議会等の立ち上げに協力する。

10 県現地本部の職員の報告 10 県現地本部の職員の報告

県の各部局長は、県現地本部の各班長と協議の上、県現地本部の業務に 県の各部局長は、県現地本部の各班長と協議の上、県現地本部の業務に

従事する職員及び合同対策協議会等へ派遣する職員の名簿を作成し、毎年 従事する職員及び合同対策協議会等へ派遣する職員の名簿を作成し、毎年

度４月末までに危機管理監に報告する。 度４月末までに危機管理監に報告する。

11 災害対策本部体制等の解除基準 11 災害対策本部体制等の解除基準

警戒体制、第一次本部体制及び第二次本部体制の解除基準は、次のとお 警戒体制、第一次本部体制及び第二次本部体制の解除基準は、次のとお

りとする。 りとする。

体 制 解 除 基 準 体 制 解 除 基 準

警戒体制 発電所の事故が終息することにより、警戒体制を 警戒体制 発電所の事故が終息することにより、警戒体制を

とる必要がなくなったと知事が認めたとき。 とる必要がなくなったと知事が認めたとき。

第一次 知事が、次の措置を取ったとき。 第一次 知事が、次の措置を取ったとき。

災害対策本部体制 (1) 発電所の事故が終息し、災害応急対策が完了し 災害対策本部体制 (1) 発電所の事故が終息し、災害応急対策が完了し

たことにより、県 本部を廃止したとき。 たことにより、県 本部を廃止したとき。

(2) 第二次本部体制に移行したとき。 (2) 第二次本部体制に移行したとき。

第二次 知事が、次の事由により県本部を廃止したとき。 第二次 知事が、次の事由により県本部を廃止したとき。

災害対策本部体制 (1) 原災法第15条第４項の規定に基づく原子力緊急 災害対策本部体制 (1) 原災法第15条第４項の規定に基づく原子力緊急

事態解除宣言がなされたとき。 事態解除宣言がなされたとき。

(2) 発電所の事故が終息し、災害応急対策が完了し (2) 発電所の事故が終息し、災害応急対策が完了し

たとき。 たとき。
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第４節 消防防災ヘリコプター等の活用 危機管理監室、防災関係機関 第４節 消防防災ヘリコプターの活用 危機管理監室

１ 消防防災ヘリコプターの活用

原子力災害時においては、情報収集、負傷者の救急搬送、緊急物資の輸 原子力災害時においては、情報収集、負傷者の救急搬送、緊急物資の輸送、

送、人員の搬送等の緊急の応急対策について、消防防災ヘリコプターを有 人員の搬送等の緊急の応急対策について、消防防災ヘリコプターを有効的に

効的に活用する。 活用する。

なお、その際、二次災害の防止に万全を期す。 なお、その際、二次災害の防止に万全を期す。

消防防災ヘリコプターの運航に当たっては、「石川県消防防災ヘリコプタ 消防防災ヘリコプターの運航に当たっては、「石川県消防防災ヘリコプター

ー運航管理要綱（平成14年４月１日）」及び「石川県消防防災ヘリコプター 運航管理要綱（平成14年４月１日）」及び「石川県消防防災ヘリコプター緊急

緊急運航要領（平成14年４月１日）」の定めるところによる。 運航要領（平成14年４月１日）」の定めるところによる。

２ 防災関係機関のヘリコプターとの連携

防災関係機関のヘリコプターについては、その性能、機能、職務等によ

って本来的な活動内容の違いはある。県は、それぞれのヘリコプターの機

動性等を活かし、災害時に有効に活用するため関係機関と連携して他県か

らの応援機を含めた活動計画等を作成し、迅速に応援活動に入れるよう体

制整備に努める。

第５節 住民等に対する広報 国､危機管理監室､県民文化局､関係各部局、 第５節 住民等に対する広報 国､危機管理監室､県民文化局､関係各部局、

及び指示伝達 関係市町、防災関係機関、北陸電力 及び指示伝達 関係市町、防災関係機関、北陸電力

１ 広報体制 １ 広報体制

(1) 県本部長（知事）及び関係市町の長は、放射性物質及び放射線による (1) 県本部長（知事）及び関係市町長は、放射性物質及び放射線による影

影響が五感に感じられないなどの原子力災害の特殊性を勘案し、緊急時 響が五感に感じられないなどの原子力災害の特殊性を勘案し、緊急時に

における住民等の混乱と動揺を避けるとともに、住民等が放射性物質又 おける住民等の混乱と動揺を避けるとともに、住民等が放射性物質又は

は放射線により被ばくすることを避けるため、住民等に対する正確かつ 放射線により被ばくすることを避けるため、住民等に対する正確かつき

きめ細かな情報提供及び広報を迅速かつ的確に行う。 め細かな情報提供及び広報を迅速かつ的確に行う。

(2) 県本部長（知事）及び関係市町の長が情報提供や広報を行う場合には、 (2) 県本部長（知事）及び関係市町長が情報提供や広報を行う場合には、

民心の安定及び災害時要援護者に配慮して行う。 民心の安定及び災害時要援護者に配慮して行う。

(3) 県本部長（知事）及び関係市町の長は、広報を行うに当たっては、合 (3) 県本部長（知事）及び関係市町長は、広報を行うに当たっては、合同

同対策協議会等の場を通じて、情報の公表、広報の内容、発表時期及び 対策協議会等の場を通じて、情報の公表、広報の内容、発表時期及び方

方法等について、関係機関と相互に密接な連絡を取る。 法等について、関係機関と相互に密接な連絡を取る。

(4) オフサイトセンターにおける報道機関への発表は、次のとおりである。 (4) オフサイトセンターにおける報道機関への発表は、次のとおりである。

ア 緊急時のオフサイトセンターにおける報道機関への発表は、原子力 ア 緊急時のオフサイトセンターにおける報道機関への発表は、経済産

規制委員会の広報責任者（原子力規制事務所長又は原子力規制庁担当 業省（原子力安全・保安院）の広報責任者（原子力保安検査官事務所

官）が必要に応じ（原子力緊急事態宣言発出後は定期的に）、記者会見 長又は原子力安全・保安院原子力防災課原子力防災環境管理官）が必

をして行うこととなっている。 要に応じ（原子力緊急事態宣言発出後は定期的に）、記者会見をして行

イ 県本部長（知事）又は県現地本部長、関係市町の長及び北陸電力は、 うこととなっている。

当該広報責任者が発表する場合には同席する。 イ 県本部長（知事）又は県現地本部長、関係市町長及び北陸電力は、

当該広報責任者が発表する場合には同席する。
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(5) 県本部長（知事）は、オフサイトセンターにおいて、報道機関への発 (5) 県本部長（知事）は、オフサイトセンターにおいて、報道機関への発

表が行われた場合は、速やかに県本部においても発表する。 表が行われた場合は、速やかに県本部においても発表する。

(6) 関係市町の長は、国、県等と連携して、必要に応じ、速やかに住民等 (6) 関係市町長は、国、県等と連携して、住民等からの問い合わせに対応

からの問い合わせに対応するための窓口を設置する。県本部長（知事） するための窓口を設置する。県本部長（知事）は、関係市町長から要請

は、関係市町の長から要請があった場合は、必要に応じて関係職員を当 があった場合は、必要に応じて関係職員を当該窓口に派遣する。

該窓口に派遣する。

(7) 住民等に対する広報及び指示伝達は、次に示す系統により行う。 (7) 住民等に対する広報及び指示伝達は、次に示す系統により行う。

第

9

管

区

海

上

保

安

本

部

海

上

広

報
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２ 県の広報及び指示伝達 ２ 県の広報及び指示伝達

(1) 県本部長（知事）は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導 (1) 県本部長（知事）は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導

・助言又は指示に基づき、直ちにテレビ、ラジオ等の報道機関に対して ・助言又は指示に基づき、直ちにテレビ、ラジオ等の報道機関に対して

緊急警報放送の実施を要請するほか、インターネット、携帯電話等の情 緊急警報放送の実施を要請し、住民等に対する情報の提供を行うととも

報通信媒体を用いて、住民等に対する情報の提供を行うとともに、電話 に、電話使用の自粛など災害対策の円滑な実施に対する協力を求める。

使用の自粛など災害対策の円滑な実施に対する協力を求める。 また、関係市町長に対しては、原子力防災専門官又は合同対策協議会

また、関係市町の長に対しては、原子力防災専門官又は合同対策協議 等と連携して、住民等がとるべき行動についての指示や広報の実施に必

会等と連携して、住民等がとるべき行動についての指示や広報の実施に 要な情報を適時伝達する。

必要な情報を適時伝達する。

(2) 県本部長（知事）は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導 (2) 県本部長（知事）は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導

・助言又は指示に基づき、関係する海上保安部長に対して、周辺海域の ・助言又は指示に基づき、金沢海上保安部長に対して、周辺海域の船舶

船舶に対する情報の提供及び必要な指示の伝達を要請する。 に対する情報の提供及び必要な指示の伝達を要請する。

また、県本部長（知事）は、漁業協同組合長にも緊急通信の実施を要 また、県本部長（知事）は、漁業協同組合長にも緊急通信の実施を要

請し、周辺海域の漁船に対して情報の提供を行う。 請し、周辺海域の漁船に対して情報の提供を行う。

(3) 県本部長（知事）は、次の事項について最新の情報を単純かつ理解し (3) 県本部長（知事）は、次の事項について最新の情報を単純かつ理解し

やすい表現により繰り返し広報する。 やすい表現により繰り返し広報する。

ア 事故が発生した施設名、事故の発生日時及び事故の概要 ア 事故が発生した施設名、事故の発生日時及び事故の概要

イ 災害の状況及び今後の予測 イ 災害の状況及び今後の予測

ウ 発電所における対策状況 ウ 発電所における対策状況

エ 国、県、関係市町及び防災関係機関の対策状況 エ 国、県、関係市町及び防災関係機関の対策状況

オ 各区域別又は地区（集落）別の住民等のとるべき行動についての指 オ 各区域別又は地区（集落）別の住民等のとるべき行動についての指

示 示

カ その他必要と認める事項 カ その他必要と認める事項

３ 関係市町の広報及び指示伝達 ３ 関係市町の広報及び指示伝達

関係市町の長は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導・助言 関係市町長は、原子力防災専門官又は合同対策協議会等の指導・助言又

又は指示に基づき、防災行政無線、広報車等により迅速かつ的確に情報の は指示に基づき、防災行政無線、広報車等により迅速かつ的確に情報の提

提供又は指示内容の伝達を行う。特に、災害時要援護者及び一時滞在者に 供又は指示内容の伝達を行う。特に、災害時要援護者及び一時滞在者に配

配慮した周知を行う。 慮した周知を行う。
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第６節 緊急時 原子力規制委員会、危機管理監室、関係各部局、 第６節 緊急時 文部科学省、危機管理監室、関係各部局、

モニタリング 関係市町、防災関係機関、北陸電力 モニタリング 関係市町、防災関係機関、北陸電力

緊急時モニタリングは、緊急時において周辺環境の放射性物質及び放射線 緊急時モニタリングは、緊急時において周辺環境の放射性物質及び放射線

に関する情報を迅速に得て、次の事項を目的として実施する。 に関する情報を迅速に得て、次の事項を目的として実施する。

(1) 住民等の予測線量を算定し、必要な防護対策を決定すること。 (1) 住民等の予測線量を算定し、必要な防護対策を決定すること。

(2) 住民等及び環境への放射線の影響を評価し、算定すること。 (2) 住民等及び環境への放射線の影響を評価し、算定すること。

なお、原子力規制委員会は、モニタリングの全体を統括する司令塔機能を

担い、緊急時には自らモニタリングを実施するとともに、各分野のモニタリ

ングの結果などを統括し、管理する体制を早急に整備することになっている。

１ 緊急時モニタリング体制 １ 緊急時モニタリング体制

(1) 緊急時モニタリング班の設置 (1) 緊急時モニタリング班の設置

県本部長（知事）は、県本部を設置した場合は、県現地本部に緊急時 県本部長（知事）は、県本部を設置した場合は、県現地本部に緊急時

モニタリング班を設置する。 モニタリング班を設置する。

なお、警戒体制においては、事故の状況等から判断して、平常時モニ なお、警戒体制においては、事故の状況等から判断して、平常時モニ

タリングの強化及び緊急時モニタリングの準備を行う。 タリングの強化及び緊急時モニタリングの準備を行う。

(2) 合同対策協議会への職員の派遣 (2) 合同対策協議会への職員の派遣

県本部長（知事）は、合同対策協議会放射線班に職員を派遣し、連携 県本部長（知事）は、合同対策協議会放射線班に職員を派遣し、連携

をとる。 をとる。

(3) 緊急時モニタリング班の組織及び業務 (3) 緊急時モニタリング班の組織及び業務

ア 緊急時モニタリング班の組織 ア 緊急時モニタリング班の組織

(ｱ) 緊急時モニタリング班は、班長、副班長及びその他の職員で構成 緊急時モニタリング班は、班長、副班長及びその他の職員で構成し、

し、その組織は、次のとおりとする。 その組織は、次のとおりとする。

緊急時モニタリング班の組織図 緊急時モニタリング班の組織図
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(ｲ) 事故の状況によりモニタリング要員の確保が困難な場合は、国や

関係機関に対して、モニタリング要員の派遣等を要請する。

イ 緊急時モニタリング班の業務 イ 緊急時モニタリング班の業務

緊急時モニタリング班の職名、担当職及び業務は、次のとおりとす 緊急時モニタリング班の職名、担当職及び業務は、次のとおりとす

る。 る。

職 名 担 当 職 業 務 職 名 担 当 職 業 務

班 長 保健環境センター所長 緊急時モニタリング班を指揮し、 班 長 保健環境センター所長 緊急時モニタリング班を指揮し、

緊急時モニタリング業務を総括す 緊急時モニタリング業務を総括す

る。 る。

副 班 長 保健環境センター次長 班長を補佐するとともに、班長 副 班 長 保健環境センター次長 班長を補佐するとともに、班長

に事故があるときはその職務を代 に事故があるときはその職務を代

理する。 理する。

また、企画評価チームのとりま また、企画評価チームのとりま

とめを行う。 とめを行う。

緊急時モニタリング班のチーム名、業務内容及び報告先等は、次のとおり 緊急時モニタリング班のチーム名、業務内容及び報告先等は、次のとおり

とる。また、各チームの班員の編成は、あらかじめ班長が定めておく。 とる。また、各チームの班員の編成は、あらかじめ班長が定めておく。

チ ー ム 名 業 務 内 容 報 告 先 等 チ ー ム 名 業 務 内 容 報 告 先 等

企画評価チ－ム １ 合同対策協議会放射線班との連 解析評価結果 企画評価チ－ム １ 合同対策協議会放射線班との連 解析評価結果

絡・調整に関すること。 を班長へ報告 絡・調整に関すること。 を班長へ報告

２ 緊急時モニタリング実施計画の する｡ ２ 緊急時モニタリング実施計画の する｡

策定 策定

３ モニタリング要員及び資機材の ３ モニタリング要員及び資機材の

配置 配置

４ 放出源情報の確認 ４ 放出源情報の確認

５ 気象情報の解析及び予測 ５ 気象情報の解析及び予測

６ モニタリングデータの解析評価 ６ モニタリングデータの解析評価

７ 空間放射線量率の予測地図の作 ７ 空間放射線量率の予測地図の作

成 成

８ 大気中の放射性物質の放射能濃 ８ 大気中の放射性物質の放射能濃

度の予測地図の作成 度の予測地図の作成

９ 住民等の予測線量の推定 ９ 住民等の予測線量の推定

10 住民等が実際に被ばくした線量 10 住民等が実際に被ばくした線量

の解析評価 の解析評価

11 ＳＰＥＥＤＩネットワークシス 11 ＳＰＥＥＤＩネットワークシス

テムの運用 テムの運用
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チ ー ム 名 業 務 内 容 報 告 先 等 チ ー ム 名 業 務 内 容 報 告 先 等

情報収集チ－ム １ 放出源情報の収集、整理 収集結果を企 情報収集チ－ム １ 放出源情報の収集、整理 収集結果を企

２ 気象情報の収集、整理 画評価チーム ２ 気象情報の収集、整理 画評価チーム

３ 測定結果等の収集、整理 へ報告する。 ３ 測定結果等の収集、整理 へ報告する。

４ 各チームとの連絡 ４ 各チームとの連絡

監視測定 環境放射線観測局による監視測定 測定結果を企 監視測定 環境放射線観測局による監視測定 測定結果を企

グループ 画評価チーム グループ 画評価チーム

へ報 へ報測 測

分析測定 １ 大気中及び環境試料中の放射性 告する。 分析測定 １ 大気中及び環境試料中の放射性 告する。定 定

チ グループ 物質の放射能濃度の測定 チ グループ 物質の放射能濃度の測定

２ ＴＬＤによる積算線量の測定 ２ ＴＬＤによる積算線量の測定ー ー

ム ム

サーベイ サーベイメータ、モニタリングカ サーベイ サーベイメータ、モニタリングカ

グループ ー等による空間放射線量率等の測定 グループ ー等による空間放射線量率等の測定

試料採取測定 １ 環境試料の採取及び測定 採取試料に採 試料採取測定 １ 環境試料の採取及び測定 採取試料に採

試 グループ ２ 大気中の放射性ヨウ素及び大気 取記録を添付 試 グループ ２ 大気中の放射性ヨウ素及び大気 取記録を添付

料 中の放射性物質の 捕集並びに測 して試料輸送 料 中の放射性物質の 捕集並びに測 して試料輸送

採 定 グループへ搬 採 定 グループへ搬

取 入する。 取 入する。

チ ＴＬＤ取付 １ ＴＬＤの取付け及び回収 チ ＴＬＤ取付 １ ＴＬＤの取付け及び回収

回収グループ ２ 臨時ＴＬＤポストの設置 回収グループ ２ 臨時ＴＬＤポストの設置ー ー

ム ム

試料輸送 測定試料の輸送 分析測定グル 試料輸送 測定試料の輸送 分析測定グル

グループ ープへ輸送す グループ ープへ輸送す

る。 る。
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ウ 緊急時モニタリング実施のための通信連絡 ウ 緊急時モニタリング実施のための通信連絡

緊急時モニタリング実施のための通信連絡は、次の通信連絡 緊急時モニタリング実施のための通信連絡は、次の通信連絡

系統により行う。 系統により行う。

原子力規制委員会（原子力規制庁）

原子力防災課監視情報課
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(4) 関係機関等への協力要請 (4) 関係機関等への協力要請

ア 情報提供の要請 ア 情報提供の要請

県本部長（知事）は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象発 県本部長（知事）は、原子力防災管理者（発電所長）から特定事象

生の通報を受けた場合には、直ちに原子力防災管理者（発電所長）及び 発生の通報を受けた場合には、直ちに原子力防災管理者（発電所長）

金沢地方気象台長に対して、緊急時モニタリングの実施に必要な気象情 及び金沢地方気象台長に対して、緊急時モニタリングの実施に必要な

報等の情報の提供を要請する。 気象情報等の情報の提供を要請する。

イ 緊急時モニタリング活動に対する支援要請 イ 緊急時モニタリング活動に対する支援要請

県本部長（知事）は、必要に応じて、関係市町の長、陸上自衛隊中部 県本部長（知事）は、必要に応じて、関係市町長、陸上自衛隊中部

方面総監及び第14普通科連隊長、海上自衛隊舞鶴地方総監、航空自衛隊 方面総監及び第14普通科連隊長、海上自衛隊舞鶴地方総監、航空自衛

航空総隊司令部（第６航空団司令）、金沢海上保安部長その他の防災関 隊航空総隊司令部（第６航空団司令）、金沢海上保安部長その他の防災

係機関の長に対して、緊急時モニタリングの実施について支援又は協力 関係機関の長に対して、緊急時モニタリングの実施について支援又は

を要請する。 協力を要請する。

ウ モニタリング要員の派遣及び機材の提供の要請 ウ モニタリング要員の派遣及び機材の提供の要請

県本部長（知事）は、緊急時モニタリング体制を強化する必要がある 県本部長（知事）は、緊急時モニタリング体制を強化する必要があ

と認めた場合は、文部科学省、放射線医学総合研究所、日本原子力研究 ると認めた場合は、文部科学省、放射線医学総合研究所、日本原子力

開発機構等に対してモニタリング要員の派遣及び機材の提供を要請す 研究開発機構等に対してモニタリング要員の派遣及び機材の提供を要

る。 請する。
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２ 緊急時モニタリングの実施 ２ 緊急時モニタリングの実施

各段階の緊急時モニタリングにおける体制、実施内容等は、次のとおり 各段階の緊急時モニタリングにおける体制、実施内容等は、次のとおり

とする。 とする。

区 第 １ 段 階 モ ニ タ リ ン グ 第２段階モニタリング 区 第 １ 段 階 モ ニ タ リ ン グ 第２段階モニタリング

分 分

目

・防災対策が効果的に行われるための判断資料 ・住民等の被ばく線量

目

・防災対策が効果的に行われるための判断資料 ・住民等の被ばく線量

的

を得る。 の評価

的

を得る。 の評価

・

・周辺環境における住民等の予測線量を迅速に

・

・周辺環境における住民等の予測線量を迅速に

体

算定する｡ ・環境の放射能汚染の

体

算定する｡ ・環境の放射能汚染の

制

・屋内退避、コンクリート屋内退避、避難、飲 時間的経過を把握

制

・屋内退避、コンクリート屋内退避、避難、飲 時間的経過を把握

等

食物摂取 制限その他の適切な防災対策が効

等

食物摂取 制限その他の適切な防災対策が効

果的に行われるための判断資料を得る。 果的に行われるための判断資料を得る。

放 出 源 情 報 の 確 認 ・住民等の被ばく線量 放 出 源 情 報 の 確 認 ・住民等の被ばく線量

の評価 の評価

気 象 情 報 の 収 集 と 解 析 気 象 情 報 の 収 集 と 解 析

・環境の放射能汚染の ・環境の放射能汚染の

環境放射線観測局からのデータの収集及び解析 時間的経過を把握 環境放射線観測局からのデータの収集及び解析 時間的経過を把握

実 実

緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 実 施 計 画 の 策 定 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 実 施 計 画 の 策 定

緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 実 施 計 画 に 基 づ く 測 定 及 び 分 析 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 実 施 計 画 に 基 づ く 測 定 及 び 分 析

施 Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ Ｄ Ｉ ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 運 用 施 Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ Ｄ Ｉ ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 運 用

空 間 放 射 線 量 率 の 予 測 地 図 の 作 成 空 間 放 射 線 量 率 の 予 測 地 図 の 作 成

大 気 中 放 射 性 ヨ ウ 素 濃 度 の 予 測 地 図 の 作 成 大 気 中 放 射 性 ヨ ウ 素 濃 度 の 予 測 地 図 の 作 成

内 内

予 測 線 量 の 評 価 予 測 線 量 の 評 価

住民等の甲状腺の予測 住民等の甲状腺の予測

線量の評価 線量の評価

容 容

住民等の外部被ばくに 住民等の外部被ばくに

よる予測線量の評価 よる予測線量の評価

放射性物質の経時変化 放射性物質の経時変化

の追跡 の追跡
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区 第 １ 段 階 モ ニ タ リ ン グ 第２段階モニタリング 区 第 １ 段 階 モ ニ タ リ ン グ 第２段階モニタリング

分 分

空 間 放 射 線 量 率 （ 中 性 子 線 含 む ｡ ） 空 間 放 射 線 量 率 （ 中 性 子 線 含 む ｡ ）

測 測

大 気 中 放 射 性 ヨ ウ 素 濃 度 大 気 中 放 射 性 ヨ ウ 素 濃 度

定 定

気 象 要 素 気 象 要 素

分 分

積 算 線 量 積 算 線 量

析 析

環 境 試 料 中 の 放 射 性 ヨ ウ 素 濃 度 環 境 試 料 中 の 放 射 性 ヨ ウ 素 濃 度

項 項

大 気 中 の 放 射 性 物 質 濃 度 大 気 中 の 放 射 性 物 質 濃 度

目 目

環 境 試 料 中 の 放 射 性 物 質 濃 度 環 境 試 料 中 の 放 射 性 物 質 濃 度

測 １ 最大空間放射線量率及び大気中放射性ヨウ 第１段階モニタリン 測 １ 最大空間放射線量率及び大気中放射性ヨウ 第１段階モニタリン

定 素最大濃度の出現予測地点 グの結果を参考として、 定 素最大濃度の出現予測地点 グの結果を参考として、

・ 必要と認められる地域 ・ 必要と認められる地域

試 ２ 上記地点を中心とする約60度のセクター内 又は地点 試 ２ 上記地点を中心とする約60度のセクター内 又は地点

料 の地点 料 の地点

採 （必要となる場合約120度のセクター内の 採 （必要となる場合約120度のセクター内の

取 地点） 取 地点）

地 地

点 ３ 風下方向の人口密集地帯集落、避難施設等 点 ３ 風下方向の人口密集地帯集落、避難施設等

（地点数は、集落の大きさにより適宜決め （地点数は、集落の大きさにより適宜決め

る。） る。）

３ モニタリング結果の連絡 ３ モニタリング結果の連絡

県本部長（知事）は、特定事象発生の通報を受けた場合は、平常時モニ 県本部長（知事）は、特定事象発生の通報を受けた場合は、平常時モニ

タリング等の結果をとりまとめ、原子力規制委員会、関係省庁事故対策連 タリング等の結果をとりまとめ、経済産業省（原子力安全・保安院）、文部

絡会議、現地事故対策連絡会議及び関係市町の長に定期的に連絡する。 科学省、関係省庁事故対策連絡会議、現地事故対策連絡会議及び関係市町

原子力緊急事態宣言発出後においては、緊急時モニタリングの結果を合 長に定期的に連絡する。

同対策協議会放射線班に連絡する。 原子力緊急事態宣言発出後においては、緊急時モニタリングの結果を合

同対策協議会放射線班に連絡する。
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４ 北陸電力のモニタリング結果の連絡 ４ 北陸電力のモニタリング結果の連絡

(1) 原子力防災管理者（発電所長）は、特定事象発生の通報を行った後に (1) 原子力防災管理者（発電所長）は、特定事象発生の通報を行った後に

おいて、敷地境界における放射線量の測定等を継続的に実施し、発電所 おいて、敷地境界における放射線量の測定等を継続的に実施し、発電所

からの放射性物質等の放出状況及び放出見通し等の情報を、県本部長（知 からの放射性物質等の放出状況及び放出見通し等の情報を、県本部長（知

事）をはじめ原子力規制委員会に定期的に連絡する。 事）をはじめ経済産業省（原子力安全・保安院）及び文部科学省に定期

原子力緊急事態宣言発出後においては、県本部長（知事）及び合同対 的に連絡する。

策協議会放射線班に連絡する。 原子力緊急事態宣言発出後においては、県本部長（知事）及び合同対

策協議会放射線班に連絡する。

(2) 県本部長（知事）は、原子力防災管理者（発電所長）から連絡を受け (2) 県本部長（知事）は、原子力防災管理者（発電所長）から連絡を受け

た場合は、その内容を関係市町の長に連絡する。 た場合は、その内容を関係市町長に連絡する。

５ 緊急時モニタリング実施内容等 ５ 緊急時モニタリング実施内容等

緊急時モニタリングの実施内容、方法等については、この計画に定める 緊急時モニタリングの実施内容、方法等については、この計画に定める

ものを除き、別に定める「石川県緊急時環境放射線モニタリング実施要領 ものを除き、別に定める「石川県緊急時環境放射線モニタリング実施要領

（平成４年２月３日策定）」による。 （平成４年２月３日策定）」による。

第７節 避難等の防護対策 国、危機管理監室、関係各部局 第７節 防護対策 国、危機管理監室、関係各部局

関係市町、防災関係機関 関係市町、防災関係機関

１ 避難等の防護対策について

原子力施設の周辺に放射性物質もしくは放射線の異常な放出又はそのお

それがある場合には、以下に示す避難等の防護対策を実施する。

(1) 屋内退避（コンクリート屋内退避を含む）

屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放

射性物質の吸引防止や中性子線及びガンマ線を遮へいすることにより被

ばくの低減を図るものである。

事故レベルがＥＡＬ３の事態が発生し、全面緊急事態に至った時点で、

ＰＡＺにおいては、住民等の避難を実施することが想定されるが、ＵＰ

Ｚにおいては、防護措置の指示等が国等から行われるまで放射線被ばく

のリスクを低減しながら待機する必要があるため、事態の規模、時間的

な推移に応じて屋内退避を実施することが想定される。その後は、原子

力施設の状況及び緊急時モニタリングの結果に応じて、段階的な避難や

ＯＩＬに基づく防護措置を実施するが想定される。

なお、ＵＰＺ以遠においても、プラントの状況悪化等に応じて屋内退

避を行う場合があるため、全面緊急事態に至った時点では、必要に応じ

て屋内退避のための注意喚起を行う場合がある。
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また、緊急時モニタリングの結果、周辺の空間放射線量率がＯＩＬ１

やＯＩＬ２の値を超えた場合には、後述する避難等を実施すべきである

が、その実施が困難な場合には引き続き屋内退避を行うことも想定され

る。特に、病院や介護施設においては避難より屋内退避が優先される場

合があり、この場合は建屋の遮へい効果や気密性に考慮が必要であり、

一般的に遮へい効果や建家の気密性が比較的高いコンクリート建家への

屋内退避が有効である。

さらに、プルームが長時間あるいは断続的に到来することが想定され

る場合には、屋内退避が長期にわたる可能性があり、屋内退避場所への

屋外大気の流入により被ばく低減効果が失われ、また、日常生活の維持

にも困難を伴うこと等から、避難への切替えを検討する。特に、住民等

が避難すべき区域において止むを得ず屋内退避をしている場合には、医

療品等も含めた支援物資の提供や取り残された人々の放射線防護につい

て留意するとともに、必要な情報を絶えず提供する。

(2) 避難等

避難は、住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合に採

るべき防護措置であり、放射性物質又は放射線からの放出源から距離を

置くことにより、被ばくの低減を図るものである。

避難等の方策は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて以下のと

おりとする。

ア ＰＡＺにおいては、全面緊急事態に至った時点で、確定的影響を回

避するため住民等は原則として即時避難を実施する。

イ ＵＰＺにおいては、国等による指示に基づき、原子力施設の状況に

応じた段階的避難を行うことも想定されるほか、緊急時モニタリング

を行い、数時間以内を目途にＯＩＬ１を超える区域を特定し避難を実

施する。その後も継続的に緊急時モニタリングを行い、１日以内を目

途にＯＩＬ２を超える区域を特定し一時移転を実施する。

ただし、避難及び一時移転の対象となった住民等については、その移

動先において、汚染拡大の防止等のために、スクリーニングを行い、基

準値を超えた場合には除染を行う。
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避難等の基準

２ 防護対策の決定 １ 防護対策の決定

(1) 内閣総理大臣等の屋内退避、避難等の勧告・指示等の指示 (1) 内閣総理大臣等の屋内退避、コンクリート屋内退避又は避難の勧告・

ア 内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態宣 指示等の指示

言を発出した場合には、人命の安全を第一に、ＰＡＺを管轄に含む県 内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態宣言

本部長（知事）及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する関係市町の を発出した場合は、県本部長（知事）及び緊急事態応急対策実施区域を

長に対し、住民等の避難のための立ち退き又は屋内への退避の勧告若 管轄する関係市町長に対し、住民等の避難のための立ち退き又は屋内へ

しくは指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を の退避の勧告若しくは指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に

指示することとなっている。 関する事項を指示することとなっている。

イ 国は、緊急時モニタリングの実測値やSPEEDIネットワークシステム

による放射能影響予測等を参考に、地方公共団体が行う屋内退避又は

避難のための立ち退き指示、安定ヨウ素剤の予防服用等の緊急事態応

急対策の実施について、指導、助言、又は指示を行うこととなってい

る。

(2) 関係市町の長の屋内退避、避難等の勧告・指示 (2) 関係市町長の屋内退避、コンクリート屋内退避又は避難の勧告・指示

ア 関係市町の長は、内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長の指 ア 関係市町長は、内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長の指示

示があった場合は、直ちに住民等に対して屋内退避、避難等の勧告又 があった場合は、直ちに住民等に対して屋内退避等の勧告又は指示を

は指示を行う。 行う。

イ 関係市町の長が避難等の指示を行う場合は、避難計画等に基づき緊

急の避難先としている市町（以下「避難先市町」という。）へ避難等

を行うこととするが、災害の状況や気象状況、緊急時モニタリングの

結果を踏まえ、状況に応じた避難指示、誘導を行う。

ウ 関係市町の長は、特定事象等の推移に応じ、住民等の屋内退避等の

必要があると認める場合は、原子力防災専門官、国派遣の専門家又は イ 関係市町長は、特定事象等の推移に応じ、住民等の屋内退避等の必

国の原子力災害現地対策本部長の指導・助言を得て、県本部長（知事） 要があると認める場合は、原子力防災専門官、国派遣の専門家又は国

と協議の上、直ちに住民等に対して屋内退避等の勧告又は指示を行う の原子力災害現地対策本部長の指導・助言を得て、県本部長（知事）

とともに、原子力防災専門官又は国の原子力災害現地対策本部長、消 と協議の上、直ちに住民等に対して屋内退避等の勧告又は指示を行う

防長及び警察署長に連絡する。 とともに、原子力防災専門官又は国の原子力災害現地対策本部長、消

防長及び警察署長に連絡する。

基準の種類 基準の概要 防護措置の概要

ＯＩＬ １

地表面からの放射線、再浮遊し

た放射性物質の吸入、不注意な

経口摂取による被ばく影響を防

止するため、住民等を数時間内

に避難や屋内退避等をさせるた

めの基準

数時間内を目途に区域

を特定し、避難を実施

（移動が困難な者の一時

退避を含む）

ＯＩＬ ２

地表面からの放射線、再浮遊し

た放射性物質の吸入、不注意な

経口摂取による被ばく影響を防

止するため、地域生産物の摂取

を制限するとともに、住民等を１

週間程度内に一時移転させるた

めの基準

1日内を目途に区域を特

定し、地域生産物の摂取

を制限するとともに、1週

間程度内に一時移転を

実施

初期値

５００μＳｖ/ｈ

（地上１ｍで計測した場

合の空間放射線量率）

２０ μＳｖ/ｈ

（地上１ｍで計測した場

合の空間放射線量率）
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屋内退避、コンクリート屋内退避及び避難に関する指標（防災指針）

予測線量（単位:ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ)

外部被ばくによ 放射性ヨウ素 防 護 対 策 の 内 容

る実効線量 による甲状腺

の等価線量

10 ～ 50 100 ～ 500 住民は、自宅等の屋内へ退避するこ

と。その際、窓等を閉め気密性に配慮

すること。

ただし、発電所から直接放出される

中性子線又はガンマ線の放出に対して

は、関係市町長の指示があれば、コン

クリート建家の屋内に退避するか、又

は避難すること。

50 以上 500以上 住民は、関係市町長の指示に従いコ

ンクリート建家の屋内に退避するか、

又は避難すること。

(注) １ 予測線量は、国の原子力災害対策本部等で評価し、これに基づ

く周辺住民の防護対策措置についての指示が行われることとなっ

ている。

２ 予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続

け、なんらの措置も講じなければ受けると予測される線量である。

３ 外部被ばくによる実効線量と放射性ヨウ素による甲状腺の等価

線量に対する防護対策が同一のレベルにないときは、いずれか高

いレベルに応じた防護対策をとるものとする。

エ 警戒区域の設定 ウ 警戒区域の設定

関係市町の長は、緊急事態応急対策実施区域について人命又は身体 関係市町長は、緊急事態応急対策実施区域について人命又は身体に

に対する危険を防止するため、特に必要があると認める場合は、原子 対する危険を防止するため、特に必要があると認める場合は、原子力

力防災専門官、国派遣の専門家又は国の原子力災害現地対策本部長の 防災専門官、国派遣の専門家又は国の原子力災害現地対策本部長の指

指導・助言を得て、県本部長（知事）と協議の上、災害対策基本法第 導・助言を得て、県本部長（知事）と協議の上、災害対策基本法第63

63条（市町村長の警戒区域設定権等）第１項の規定により警戒区域を 条（市町村長の警戒区域設定権等）第１項の規定により警戒区域を設

設定する。 定する。

また、警戒区域を設定した場合は、直ちに住民等に周知を図るとと また、警戒区域を設定した場合は、直ちに住民等に周知を図るとと

もに、速やかに原子力防災専門官又は国の原子力災害現地対策本部長、 もに、速やかに原子力防災専門官又は国の原子力災害現地対策本部長、

消防長及び警察署長に連絡する。 消防長及び警察署長に連絡する。
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(3) 防災関係機関への通知 (3) 防災関係機関への通知

県本部長（知事）は、内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長か 県本部長（知事）は、内閣総理大臣又は国の原子力災害対策本部長か

ら(1)の防護対策の指示があったとき、又は関係市町の長が(2)の防護対 ら(1)の防護対策の指示があったとき、又は関係市町長が(2)の防護対策

策の措置を取ったときは、速やかに公共輸送機関の長、陸上自衛隊中部 の措置を取ったときは、速やかに公共輸送機関の長、陸上自衛隊中部方

方面総監及び第14普通科連隊長、第九管区海上保安本部及び関係する海 面総監及び第14普通科連隊長、金沢海上保安部長その他の防災関係機関

上保安部長その他の防災関係機関の長に通知し、協力を要請する。 の長に通知し、協力を要請する。

２ 屋内退避

３ 屋内退避 (1) 県のとるべき措置

(1) 県のとるべき措置 県本部長（知事）は、関係市町長が屋内退避の勧告又は指示をするこ

県本部長（知事）は、関係市町の長が屋内退避の勧告又は指示をする ととした場合は、本章第５節「住民等に対する広報及び指示伝達」の定

こととした場合は、本章第５節「住民等に対する広報及び指示伝達」の めるところにより、住民等に次の情報を提供し、周知を図る。

定めるところにより、住民等に次の情報を提供し、周知を図る。 ア 事故が生じた施設名、事故の発生日時及び事故の概要

ア 事故が生じた施設名、事故の発生日時及び事故の概要 イ 災害の状況と今後の予測

イ 災害の状況と今後の予測 ウ 発電所における対策状況

ウ 発電所における対策状況 エ 国、県、関係市町及び防災関係機関の対策状況

エ 国、県、関係市町及び防災関係機関の対策状況 オ 区域別又は地区（集落）別の住民等のとるべき行動についての指示

オ 区域別又は地区（集落）別の住民等のとるべき行動についての指示 カ その他必要な事項

カ その他必要な事項 (2) 関係市町のとるべき措置

(2) 関係市町のとるべき措置 関係市町長は、屋内退避の勧告又は指示をする場合は、防災行政無線、

関係市町の長は、屋内退避の勧告又は指示をする場合は、防災行政無 広報車等のあらゆる広報手段により、住民等に対して(1)アからカの事項

線、広報車等のあらゆる広報手段により、住民等に対して(1)アからカの を迅速かつ的確に広報し、周知を図る。

事項を迅速かつ的確に広報し、周知を図る。

(3) そ の 他

県本部長（知事）及び関係市町の長は、被ばく低減のため、住民等に

対して屋内の気密性の保持その他の必要な注意を促す。

４ 避難等 ３ コンクリート屋内退避又は避難

(1) 県のとるべき措置 (1) 県のとるべき措置

県本部長（知事）は、関係市町の長が避難等の勧告又は指示をするこ 県本部長（知事）は、関係市町長がコンクリート屋内退避又は避難（以

ととした場合は、本章第５節「住民等に対する広報及び指示伝達」の定 下「避難等」という。）の勧告又は指示をすることとした場合は、本章第

めるところにより、住民等に３の(1)アからカの情報を提供し、周知を図 ５節「住民等に対する広報及び指示伝達」の定めるところにより、住民

る。 等に２の(1)アからカの情報を提供し、周知を図る。

(2) 関係市町のとるべき措置 (2) 関係市町のとるべき措置

ア 住民等への指示伝達 ア 住民等への指示伝達

関係市町の長は、避難等の勧告又は指示をする場合は、発電所との 関係市町長は、避難等の勧告又は指示をする場合は、発電所との方

方位、距離その他の条件を考慮の上、避難先やその経路、集合場所、 位、距離その他の条件を考慮の上、コンクリート屋内退避所（以下「退

スクリーニングの場所その他必要な事項を決定し、住民等に対して、 避所」という。）、避難所、避難等の経路、集合場所その他必要な事項

これらの事項及び２の(1)アからカの事項を指示し、避難等の措置を講 を決定し、住民等に対して、これらの事項及び２の(1)アからカの事項

ずる。 を指示し、避難等の措置を講ずる。

また、避難等に際しては、特に乳幼児及び妊婦を優先する。 また、避難等に際しては、特に乳幼児及び妊婦を優先する。
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イ 避難所への職員の派遣 イ 退避所又は避難所への職員の派遣

関係市町の長は、住民等に対して避難所を指定したときは、職員を 関係市町長は、住民等に対して退避所又は避難所を指定したときは、

派遣して避難者の保護に当たらせる。 職員を派遣して退避者又は避難者の保護に当たらせる。

ウ 避難者の輸送 ウ 退避者又は避難者の輸送

関係市町の長は、避難等の指示をする場合は、災害の状況に応じ、 関係市町長は、避難等の指示をする場合は、退避所及び集合場所へ

自家用車をはじめ、自衛隊車両や自治体関係車両などの国、県、関係 の集合については誘導に従うこと及び原則として徒歩とし、自家用自

市町等の保有する車両、バスなどの民間車両、さらには海上交通手段 動車等は使用しないことを併せて指示する。また、集合場所から避難

などあらゆる手段を活用する。 所への住民等の輸送については、関係市町長が手配した車両等では足

りない場合は、県及び県の要請に基づく防災関係機関の車両等の応援

を受けて実施する。

なお、この場合において、車両が不足したときには、避難を必要と

する地区内の乗用自動車の所有者の協力を要請する。

エ 災害時要援護者等の避難誘導等 エ 災害時要援護者等の避難誘導等

県地域防災計画 一般災害対策編 第３章 災害応急対策計画「第13節 関係市町長は、避難等の誘導、退避所又は避難所での生活に関して

災害時要援護者の安全確保」により実施する。 は、災害時要援護者及び一時滞在者に十分配慮し、退避所等での健康

状態の把握等に努める。

また、災害時要援護者への情報の提供及び生活環境の確保について

も十分配慮する。

オ 避難等の状況把握 オ 避難等の状況把握

関係市町の長は、避難等の措置を講じた場合には、あらかじめ定め 関係市町長は、避難等の措置を講じた場合には、あらかじめ定める

る避難所責任者から報告を受け、実施状況を取りまとめる。 退避誘導責任者若しくは避難誘導責任者又は退避所責任者若しくは避

また、警察と情報を共有しつつ、避難所における避難者の把握に努 難所責任者から報告を受け、実施状況を取りまとめる。

める。

カ 避難所などにおける情報の提供 カ 避難所等における情報の提供

関係市町の長は、避難所などにおいて、住民等に次の情報を提供す 関係市町長は、避難所等において、住民等に次の情報を提供するよ

るよう努める。 う努める。

(ｱ) 災害の状況と今後の予測 (ｱ) 災害の状況と今後の予測

(ｲ) 発電所における対策状況 (ｲ) 発電所における対策状況

(ｳ) 国、県、関係市町及び防災関係機関の対策状況 (ｳ) 国、県、関係市町及び防災関係機関の対策状況

(ｴ) 盗難、詐欺等の犯罪情勢及び予防対策 (ｴ) その他必要な事項

(ｵ) その他必要な事項

(3) そ の 他 (3) そ の 他

ア 住民等の被ばく軽減のための対応 県本部長（知事）及び関係市町長は、避難等に際して、住民等の被ば

県本部長（知事）及び関係市町の長は、避難等に際して、住民等の く低減のため、避難等を行う住民等に対してマスク及び外衣の着用、屋

被ばく低減のために必要な注意を促す。 内の気密性の保持その他の必要な注意を促す。

また、避難等の誘導に当たる者は、住民等に対してマスク及び外衣 また、避難等の誘導に当たる者は、この旨を必要に応じて住民等に伝

の着用この旨を必要に応じて住民等に伝達する。 達する。

イ 避難所の駐車スペースについて

避難所の駐車駐車スペースは、避難所に併設する運動場等の駐車ス

ペースをまずは利用することとし、なお不足する場合には、近隣のグ

ラウンド等を利用する。
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５ 県外への広域避難等 ４ 周辺市町への避難

(1) 県による調整及び要請 (1) 県の指示

県は、被災した関係市町から、災害の規模、被災者の避難、収容状況、 県本部長（知事）は、関係市町の区域を越えて住民等の避難を行う必

避難の長期化等に鑑み、他の都道府県の市町村への受入れについて協議 要が生じた場合は、風向、予測被ばく地域等を考慮した上で、住民等の

要求があった場合には、他の都道府県と協議を行うものとし、市町村の 広域避難先とすべき市町を決定し、当該市町長に対して避難住民等の受

行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町からの要請 け入れ及び避難所の設置を指示する。

を待ついとまがないときは、市町の要請を待たないで、広域避難等のた

めの要請を当該市町に代わって行うものとする。

(2) 避難者受入要請を受けた他都道府県の対応 (2) 指示を受けた周辺市町の措置

県から避難者受入の要請を受けた他都道府県は、必要な協力活動につ 県本部長（知事）から指示を受けた市町長は、当該市町の市町地域防

いて協議する。 災計画に定める避難所指定施設を提供し、必要な協力活動を実施する。

(3) 広域的避難収容実施計画

県は、必要に応じて原子力災害対策本部等に対し広域的避難収容実施

計画を作成の要請を行うものとする。なお、原子力災害対策本部は、当

該計画の内容について、県、避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁に

示し、計画に基づく措置をとるよう依頼を行うこととなっている。

６ 避難等の誘導 ５ 避難等の誘導

(1) 避難住民の誘導

関係市町の長は、消防職（団）員、警察官、海上保安官、自衛隊員等 関係市町長は、消防職（団）員、警察官、海上保安官、自衛隊員等の協

の協力を得て、区域又は地区（集落）ごとに避難等の誘導を実施する。 力を得て、区域又は地区（集落）ごとに避難等の誘導を実施する。

(2) 学校等施設における避難誘導

学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難の

勧告・指示等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、

迅速かつ安全に生徒等の避難を行うものとする。なお、生徒等を避難さ

せた場合及びあらかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ引き渡

した場合は、県又は市町に対し速やかにその旨を連絡する。

(3) 不特定多数の者が利用する施設における避難誘導

地下街、劇場等の興行場、駅、その他不特定多数の者が利用する施設

の管理者は、原子力災害が発生し避難の勧告・指示等があった場合は、

あらかじめ定めた避難計画等に基づき避難を行う。

７ 立入制限の措置 ６ 立入制限の措置

(1) 関係市町のとるべき措置 (1) 関係市町のとるべき措置

関係市町の長は、防災業務関係者以外の者に対して、避難等の勧告又 関係市町長は、防災業務関係者以外の者に対して、避難等の勧告又は

は指示を行った区域及び警戒区域への立入を制限し、又は禁止する。 指示を行った区域及び警戒区域への立入を制限し、又は禁止する。
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(2) 警察本部及び海上保安部のとるべき措置 (2) 警察本部及び金沢海上保安部のとるべき措置

県本部長（知事）及び関係市町の長は、警察本部長又は警察署長及び 県本部長（知事）及び関係市町長は、警察本部長又は警察署長及び金

関係する海上保安部長に対して、避難等の勧告又は指示を行った区域及 沢海上保安部長に対して、避難等の勧告又は指示を行った区域及び警戒

び警戒区域について、避難等の勧告若しくは指示又は立入の制限又は禁 区域について、避難等の勧告若しくは指示又は立入の制限又は禁止の実

止の実効をあげるために交通規制及び航行規制の実施等に必要な措置を 効をあげるために交通規制及び航行規制の実施等に必要な措置をとるよ

とるよう要請する。 う要請する。

また、立入制限の措置が長期化し、避難住民等の警戒区域への一時立

入が行われるときは、あわせて関係機関の調整を図り、その安全な実施

に必要な支援を要請する。

７ 治安の確保

８ 治安の確保 県本部長（知事）は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上を

県本部長（知事）は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上を 含む。）における治安の確保について、警察本部長及び金沢海上保安部長と

含む。）における治安の確保について、警察本部長及び関係する海上保安部 協議し、万全を期する。

長と協議し、万全を期する。 特に、避難等の勧告又は指示を行った地域については、盗難等の各種犯

特に、避難等の勧告又は指示を行った地域については、盗難等の各種犯 罪の未然防止に努める。

罪の未然防止に努める。

８ 防災業務関係者の防護措置

９ 防災業務関係者の防護措置 (1) 防災業務関係者の安全確保

(1) 防災業務関係者の安全確保 県現地本部長及び関係市町長は、防災業務関係者が被ばくする可能性

県現地本部長及び関係市町の長は、防災業務関係者が被ばくする可能 のある環境下で活動する場合には、国から派遣された専門家及び現場指

性のある環境下で活動する場合には、国から派遣された専門家及び現場指 揮者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の

揮者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異 異常心理下での活動において冷静な判断と行動がとれるように配意する。

常心理下での活動において冷静な判断と行動がとれるように配意する。 (2) 防災業務関係者の被ばく管理

(2) 防災業務関係者の被ばく管理 ア 防災業務関係者の被ばく管理は、原則として、国、県及び関係市町

ア 防災業務関係者の被ばく管理は、原則として、国、県及び関係市町 並びに防災関係機関がそれぞれ責任をもって行う。

並びに防災関係機関がそれぞれ責任をもって行う。 イ 県及び関係市町の防災業務関係者の被ばく管理は、県現地本部緊急

イ 県及び関係市町の防災業務関係者の被ばく管理は、県現地本部緊急 時医療班が緊急時モニタリング班及び関係市町の協力を得て行う。

時医療班が緊急時モニタリング班及び関係市町の協力を得て行う。

ウ 防災業務関係者の安全確保のため、原子力災害合同対策協議会等の

場を活用して相互の密接な情報交換を行うものとする。 ウ 防災業務関係者の被ばく管理については、防災指針で定める次の指

エ 防災業務関係者の被ばく管理については、原子力災害対策指針を踏 標に基づき行う。

まえ、次の対応を行うなど、防災対策に係る被ばく線量をできるだけ (ｱ) 災害応急対策活動及び災害復旧活動を実施する防災業務関係者の

少なくする努力を講じる。 被ばく線量は、実効線量で50ミリシーベルトを上限とする。

(ｱ) 直読式個人線量計（ポケット線量計、アラームメータ等）、被ばくを (ｲ) 防災業務関係者のうち、事故現場において緊急作業を実施する者

低減するための防護マスク及びそのフィルタ並びに必要な保護衣を （例えば、発電所の放射線業務従事者以外の職員、国から派遣させ

十分な数量を配布する。 る専門家、警察関係者、消防関係者、自衛隊員、緊急医療関係者等）

(ｲ) 必要に応じて安定ヨウ素剤を予防服用させること、また、後日におい が、災害の拡大の防止及び人命救助等緊急かつやむを得ない作業実

てホールボディカウンターによる内部被ばく測定を行う。 施する場合の被ばく線量は、実効線量で100ミリシーベルトを上限と

(ｳ) 輸送手段、連絡手段を確保する。 する。

また、作業内容に応じて、必要があれば、眼の水晶体については

等価線量で300ミリシーベルト、皮膚については等価線量で１シーベ

ルトを上限とする。
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10 協力体制 ９ 協力体制

災害対策活動を迅速かつ円滑に実施できるよう、関係機関との援助協力 災害対策活動を迅速かつ円滑に実施できるよう、関係機関との援助協力

体制を確保する。 体制を確保する。

また、関係機関･団体は、災害対策活動に必要な情報を提供するとともに、

各種活動や安全確保に必要な物資の相互支援を行う。 災害時における交通誘導及び地域安全の確保等の業務に関する協定

災害時における交通誘導及び地域安全の確保等の業務に関する協定

協 定 者 協定締結日 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ 協 定 者 協定締結日 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

石 川 県 (社)石川県 Ｈ９.９.１ 076-281-6670 076-281-6671 石 川 県 (社)石川県 Ｈ９.９.１ 076-281-6670 076-281-6671

警備業協会 警備業協会

11 災害時要援護者等への配慮

(1) 県は、国等と連携し、災害時要援護者の避難等が円滑に進むよう必要

な支援を行う。

(2) 医療機関、社会福祉施設は、避難の勧告・指示等があった場合には、

搬送に伴うリスクを勘案すると、早急に避難をすることが適当ではなく、

移送先の受入準備が整うまで、一時的に施設等に屋内退避を続けること

が有効な放射線防護措置であることに留意し、避難の判断を行う。なお、

避難の実施については、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づ

き、職員等の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、施設利用者等を避難

又は他の施設へ移送させるものとする。

(3) 県は、市町等と連携し、国の協力を得て、避難場所での生活に関して、

災害時要援護者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと

等に十分配慮し、避難場所での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援

体制、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け応急仮設住宅

の設置等に努め、災害時要援護者に向けた情報の提供についても十分配

慮する。

(4) 県及び関係市町は、避難場所の運営における女性の参画を推進すると

ともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用

下着の女性による配布、避難場所における安全性の確保など、女性や子

育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営に努めるものとする。

なお、これ以外の災害時要援護者等の避難誘導等に関する事項は、県地

域防災計画 一般災害対策編 第３章 災害応急対策計画「第13節災害時要援

護者の安全確保」により実施する。
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12 長期避難への対応

県は、国や関係市町等と連携し、災害の規模、被災者の避難及び収容状

況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館、ホテル等の借り上げを

行い、避難者に移動を促す。

13 ボランティアの受入れ

県及び関係市町は、国及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対

する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整

等その受入体制の確保に努めるものとする。ボランティアの受入れに際し

て、老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に活か

されるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提

供するなど、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努め

るものとする。

第８節 保健衛生活動 健康福祉部、関係市町

県及び関係市町は、避難所等での保健衛生対策について、県地域防災計画

一般災害対策編 第３章 応急対策計画「第15節 健康管理活動」、「第28節

こころのケア活動」及び「第29節 防疫、保健衛生活動」により実施する。

第９節 飲食物の摂取制限に 国、危機管理監室、健康福祉部、 第８節 飲食物の摂取制限に 国、危機管理監室、健康福祉部、

関する措置 関係各部局、市町、防災関係機関 関する措置 関係各部局、関係市町、防災関係機関

県本部長（知事）及び関係市町長は、防災指針で定める飲食物摂取制限に

県本部長及び市町長は、原子力災害対策指針、食品衛生法上の基準値、国 関する指標を踏まえた国の原子力災害現地対策本部長の指示に基づき、放射

の指導、助言、指示に基づき、又は独自の判断により、代替飲食物の供給等 性物質による汚染状況の調査、飲食物摂取制限、汚染食料品の出荷規制等の

に配慮しつつ、飲食物の出荷制限、摂取制限及びこれらの解除の措置を講じ 措置を講じる。

る。
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（削除） １ 飲食物摂取制限に関する指標（防災指針）

放 射 性 ヨ ウ 素

対 象

（混合核種の代表核種：ヨウ素１３１）

飲 料 水

３００ベクレル／キログラム 以上

牛乳・乳製品

野 菜 類

２０００ベクレル／キログラム 以上

（根菜、芋類を除く。）

対 象 放 射 性 セ シ ウ ム

飲 料 水

２００ベクレル／キログラム 以上

牛乳・乳製品

野 菜 類

穀 類 ５００ベクレル／キログラム 以上

肉・卵・魚・その他

１ 飲食物の摂取制限 ２ 飲食物の摂取制限

(1) 県のとるべき措置 (1) 県のとるべき措置

県は、市町長が飲食物の摂取制限等の措置を講じた場合は、本章５節 県本部長（知事）は、関係市町長が飲食物の摂取制限等の措置を講じ

「住民に対する広報及び指示伝達」に基づき、住民等に周知徹底を図る。 た場合は、本章５節「住民に対する広報及び指示伝達」に基づき、住民

また、市町長から飲食物の供給、調達について要請があったときは、 等に周知徹底を図る。

必要に応じ他の市町、広域応援協定締結県、自衛隊又は国に対して協力 また、関係市町長から飲食物の供給、調達について要請があったとき

を要請するなどにより、物資を供給する 。 は、必要に応じ隣接市町村、広域応援協定締結県、自衛隊又は国に対し

て協力を要請するなどにより、物資を供給する。
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(2) 市町のとるべき措置 (2) 関係市町のとるべき措置

市町長は、国の原子力災害対策本部長の指示があった場合には、住民 関係市町長は、国の原子力災害対策本部長の指示があった場合には、

等に対し、染飲食物の摂取を制限し、又は禁止する。また、緊急事態応 住民等に対し、染飲食物の摂取を制限し、又は禁止する。また、緊急事

急対策実施区域及び当該区に水源を有する水道供給区域の住民等に 対し 態応急対策実施区域及び当該区に水源を有する水道供給区域の住民等に

て、汚染水源の使用及び汚染飲料水の飲用禁止し、誤飲することの ない 対して、汚染水源の使用及び汚染飲料水の飲用禁止し、誤飲することの

よう直ちに水道の止栓等給水制限を実施する。 ないよう直ちに水道の止栓等給水制限を実施する。

２ 農林水産物等の収穫及び採取の禁止並びに出荷規制 ３ 農林水産物の摂取等の禁止及び出荷規制

市町長は、国の原子力災害対策本部長の指示があった場合は、放射性物 関係市町長は、国の原子力災害対策本部長の指示があった場合は、放射

質による汚染の及ぶ地域の農林水産物等の生産者、集荷機関及び市場の責 性物質による汚染の及ぶ地域の農林水産物の生産者、集荷機関及び市場の

任者に対して、汚染農林水産物等の収穫及び採取の禁止並びに出荷規制を 責任者に対して、汚染農林水産物の収穫及び採取の禁止並びに出荷規制等

行う。 を行う。

第10節 緊急輸送車両等の 農林水産部、危機管理監室、企画開発部、 第９節 緊急輸送車両等の 農林水産部、危機管理監室、企画開発部、

確保及び物資の調達 関係各部局、関係市町、防災関係機関 確保及び物資の調達 関係各部局、関係市町、防災関係機関

１ 緊急輸送の順位 １ 緊急輸送の順位

県本部長（知事）は、関係市町及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑 県本部長（知事）は、関係市町及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑

な実施を確保すため、必要があるときは、次の順位を原則として調整する。 な実施を確保すため、必要があるときは、次の順位を原則として調整する。

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、合同対策協議会等のメン 第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、合同対策協議会等のメン

バーの輸送 バーの輸送

第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のための専門家・ 第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のための専門家・

資機材の輸送 資機材の輸送

第３順位 災害応急対策を実施する要員、資機材の輸送 第３順位 災害応急対策を実施する要員、資機材の輸送

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送

第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送 第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送

２ 緊急輸送の範囲 ２ 緊急輸送の範囲

緊急輸送の範囲は、概ね次のものとする。 緊急輸送の範囲は、概ね次のものとする。

(1) 救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材 (1) 救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材

(2) 負傷者、避難者等 (2) 負傷者、避難者等

(3) 国の原子力災害現地対策本部長、県本部長、県現地本部長、関係市町 (3) 国の原子力災害現地対策本部長、県本部長、県現地本部長、関係市町

の災害対策本部又は災害対策副本部長及び災害応急対策要員（国の原子 の災害対策本部又は災害対策副本部長及び災害応急対策要員（国の原子

力災害現地対策本部要員、県本要員、県現地本部要員、合同対策協議会 力災害現地対策本部要員、県本要員、県現地本部要員、合同対策協議会

構成員及び要員、国の専門家、緊急時モニタリグ要員、緊急時医療要員 構成員及び要員、国の専門家、緊急時モニタリグ要員、緊急時医療要員

等）並びに必要とされる資機材 等）並びに必要とされる資機材

(4) コンクリート屋内退避施設、避難所を維持・管理するために必要な人員、 (4) コンクリート屋内退避所、避難所を維持・管理するために必要な人員、

資機材 資機材

(5) 食料、飲料水等生命維持に必要な物資 (5) 食料、飲料水等生命維持に必要な物資

(6) その他緊急に輸送を必要とするもの (6) その他緊急に輸送を必要とするもの
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３ 緊急輸送のための交通確保 ３ 緊急輸送車両等の確保

(1) 県本部長（知事）は、災害応急対策活動が円滑かつ有効に行われるよ 県本部長（知事）は、災害応急対策活動が円滑かつ有効に行われるよう、

う、必要な車両等確保するとともに、自衛隊、公共輸送機関等に対して 必要な車両等確保するとともに、自衛隊、公共輸送機関等に対して応援を

応援を要請する。 要請する。

(2) 県は、国や関係機関と連携し、必要に応じて海上輸送や航空機による

輸送も含めた様々な手段による輸送の確保に努める。

(3)県警察は、緊急輸送のための交通確保について以下のような対応に努め

る。

ア 現地の警察職員、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、

車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握すること。

イ 緊急輸送を確保するため、直ちに、一般車両の通行を禁止するなど

の交通規制を行うこと。また、交通規制を行うため、必要に応じて、

警備業者等との応援協定に基づき、交通誘導の実施等を要請すること。

ウ 交通規制に当たって、原子力災害合同対策協議会において、道路管

理者と相互に密接な連絡をとること。

４ 奥能登地域への海路、空路による交通・物流の確保

県は、陸上交通に支障が生じた場合には、国や関係機関、さらには民間

事業者に対して、海上輸送や航空輸送による交通手段・物流手段の確保に

ついて要請を行う。

４ 生活必需物資の調達

５ 生活必需物資の調達 (1) 飲食物の供給

(1) 飲食物の供給 県本部長（知事）は、関係市町長が飲食物の摂取制限等の措置を講じ

県本部長は、市町長が飲食物の摂取制限等の措置を講じたときは、県 たときは、県地防災計画「一般災害対策編」第３章第21節「給水活動」

地防災計画「一般災害対策編」第３章第21節「給水活動」及び同第22節 及び同第22節「食料の供給」にめる計画に基づき、関係市町長及び防災

「食料の供給」にめる計画に基づき、市町及び防災関係機関と協力して 関係機関の長と協力して応急の措置を講ずる。

応急の措置を講ずる。 (2) 生活必需物資の供給

(2) 生活必需物資の供給 県本部長（知事）は、避難等の措置を講じた関係市町長から住民等が

県本部長（知事）は、避難等の措置を講じた市町長から住民等が必要 必要とする生活需物資の確保の要請があったときは、関係機関と調整を

とする生活需物資の確保の要請があったときは、関係機関と調整をとり、 とり、必需物資を調達し、関係市町長とともに供給を行う。

必需物資を調達し、市町長とともに供給を行う。
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５ 協力体制

６ 協力体制 災害応急対策用貨物自動車の確保等に関する協定書

災害応急対策用貨物自動車の確保等に関する協定書

協 定 者 協定締結日 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ 協 定 者 協定締結日 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

石川県 (社)石川県トラック Ｈ８.３.28 076-239-2511 076-239-2287 石川県 (社)石川県トラック Ｈ８.３.28 076-239-2511 076-239-2287

協会 協会

第11節 救助・救急、 国､危機管理監室､関係市町､ 第10節 消火活動 原子力安全・保安院､危機管理監室､関係市町､

消火活動等 消防機関､北陸電力 消防機関､北陸電力

１ 救助・救急活動

(1) 北陸電力のとる措置

原子力防災管理者（発電所長）は、発災現場における救助・救急活動

を自ら行うとともに、国、地方公共団体が行う救助・救急活動に対し、

防災資機材の貸与等必要な協力を行うものとする。

また、被ばく患者を医療機関に搬送する際、汚染の状況を確認し、傷

病の状態を勘案して、できる限り汚染の拡大防止措置を講じた上で、放

射線管理要員（放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚

染の拡大防止措置が行える者）を随行させるものとする。ただし、放射

線管理要員がやむを得ず、患者に随行できない場合には、事故の状況、

患者の被ばく・汚染状況を説明し、汚染の拡大防止措置が行える者を随

行させるものとする。

(2) 県及び関係市町のとる措置

県及び関係市町は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把

握に努め、必要に応じ、現地災害対策本部、他の地方公共団体、原子力

事業者等に対して応援を要請するものとする。

また、被ばく患者の処置を行った医療機関の求めに応じて、速やかに、

放射性物質による汚染のないことを確認し、その結果を公表するととも

に、その医療機関や原子力事業者と協力し、情報の集約や管理を行い、

周辺住民、報道関係者等に的確に情報を提供するものとする。

(3) 防災関係機関のとる措置

防災関係機関は、県及び関係市町から応援要請を求められたときは、

機動力を発揮して救助・救急活動に当たる。

その際には放射性物質、放射線による被ばくを考慮して活動を行う。

(4) 合同対策協議会のとる措置

合同対策協議会においては、必要に応じ他の機関への応援依頼等総合

調整を行う。
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２ 消防活動

(1) 北陸電力のとるべき措置 １ 北陸電力のとるべき措置

原子力防災管理者（発電所長）は、発電所において火災が発生した場 原子力防災管理者（発電所長）は、発電所において火災が発生した場合

合において、速やかに火災の発生状況を把握し、安全を確保しつつ、迅 において、速やかに火災の発生状況を把握し、安全を確保しつつ、迅速に

速に消火活動を実施するとともに、直ちに消防機関に通報し、県本部長 消火活動を実施するとともに、直ちに消防機関に通報し、県本部長（知事）

（知事）をはじめ原子力規制委員会、関係市町長及び原子力防災専門官 をはじめ経済産業大臣（原子力安全・保安院）、関係市町長及び原子力防災

に連絡するとともに、自発的に初期消火活動を行い、消防機関と連携強 専門官に連絡するとともに、自発的に初期消火活動を行い、消防機関と連

化して迅速に消火活動を行う。 携強化して迅速に消火活動を行う。

(2) 消防機関のとる措置 ２ 消防機関のとるべき措置

ア 消火活動 (1) 消火活動

消防機関は、原子力防災管理者（発電所長）からの情報、原子力施 消防機関は、原子力防災管理者（発電所長）からの情報、原子力施設

設や放射線に関する専門家等の意見をもとに消火活動方法の決定及び や放射線に関する専門家等の意見をもとに消火活動方法の決定及び活動

活動中の安全確保を行い、原子力防災管理者（発電所長）等と協力し 中の安全確保を行い、原子力防災管理者（発電所長）等と協力して迅速

て迅速に消火活動を実施する。 に消火活動を実施する。

イ 消防水利の確保 (2) 消防水利の確保

消防長は、原子力災害の特殊性を考慮し、本章第８節２「飲食物の 消防長は、原子力災害の特殊性を考慮し、本章第８節２「飲食物の摂

摂取制限」の給水制限が実施された場合に備えて、県地域防災計画「一 取制限」の給水制限が実施された場合に備えて、県地域防災計画「一般

般災害対策編」第２章「災害予防計画」第12節６(2)「消防水利の強化 災害対策編」第２章「災害予防計画」第12節６(2)「消防水利の強化」に

に基づき、消防水利の確保に万全を期す。 基づき、消防水利の確保に万全を期す。

(3) 合同対策協議会のとるべき措置 ３ 合同対策協議会のとるべき措置

合同対策協議会においては、必要に応じ、又は消防長からの要請に基 合同対策協議会においては、必要に応じ、又は消防長からの要請に基づ

づき、他の機関への応援依頼等総合調整を行う。 き、他の機関への応援依頼等総合調整を行う。

３ 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬

原子力災害時において、行方不明者が発生している場合は、行方不明者

の捜索を行うとともに、遺体を発見した場合は、収容し、応急埋設を実施

する。

その際には、放射線防護対策について十分配意する。

なお、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬に関する具体的な内容につ

いては、地域防災計画一般編等による。
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第12節 緊急時医療措置 厚生労働省、文部科学省、健康福祉部 第11節 緊急時医療措置 厚生労働省、文部科学省、健康福祉部

日赤、石川県医師会、防災関係機関 日赤、石川県医師会、防災関係機関

１ 緊急時医療体制 １ 緊急時医療体制

(1) 緊急時医療班の設置 (1) 緊急時医療班の設置

県本部長（知事）は、原子力災害時において、放射線被ばくした者（被 県本部長（知事）は、原子力災害時において、放射線被ばくした者（被

ばくしたおそのある者を含む。）に対する検査、放射性物質による汚染の ばくしたおそのある者を含む。）に対する検査、除染、治療等及び一般傷

検査、除染、治療、健康相談等及び一般傷病者に対する治療等の緊急医 病者に対する治療等の緊急医療措置を実施するため、県現地本部に緊急

療措置を実施するため、県現地本部に緊急時医療班を設置する。 時医療班を設置する。

(2) 関係機関等への協力要請 (2) 関係機関等への協力要請

ア 県本部長（知事）は、緊急時医療班の設置に当たり、国の原子力災 ア 県本部長（知事）は、緊急時医療班の設置に当たり、国の原子力災

害対策本部長に対して、国の緊急被ばく医療派遣チームの派遣を要請 害対策本部長に対して、国の緊急被ばく医療派遣チームの派遣を要請

するとともに、日本赤十字社石川支部（以下「日赤」という。）、石川 するとともに、日本赤十字社石川支部（以下「日赤」という。）、石川

県医師会（地域医師会を含む。以下同じ。）及び公立医療機関等の地域 県医師会（地域医師会を含む。以下同じ。）及び公立医療機関等の地域

医療機関に対して、医療要員の派遣及び資機材の提供を要請する。 医療機関に対して、医療要員の派遣及び資機材の提供を要請する。

機 関 名 住 所 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ 機 関 名 住 所 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

日本赤十字社 金沢市鞍月東２丁目48 076-239-3880 076-239-3881 日本赤十字社 金沢市鞍月東２丁目48 076-239-3880 076-239-3881

石川県支部 石川県支部

(社) 金沢市鞍月東２丁目48 076-239-3800 076-239-3810 (社) 金沢市鞍月東２丁目48 076-239-3800 076-239-3810

石川県医師会 石川県医師会

イ 国の緊急被ばく医療派遣チームは、発電所の事故等により被ばく者、 イ 国の緊急被ばく医療派遣チームは、発電所の事故等により被ばく者、

汚染者が発生た場合、又は原子力緊急事態に該当し、住民等の避難等を 汚染者が発生た場合、又は原子力緊急事態に該当し、住民等の避難等

実施する可能性が高い場合は直ちに派遣されることとなっている。 を実施する可能性が高い場合は直ちに派遣されることとなっている。

また、合同対策協議会医療班の指示に基づて、被ばく者（被ばくした また、合同対策協議会医療班の指示に基づて、被ばく者（被ばくした

おそれのある者を含む。）に対する診断及び処置について現地医療関係 おそれのある者を含む。）に対する診断及び処置について現地医療関係

者等を指導するとともに、自らもこれに協力して医療活動を行うことと 者等を指導するとともに、自らもこれに協力して医療活動を行うこと

なっている。 となっている。
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(3) 合同対策協議会等との連携 (3) 合同対策協議会等との連携

県本部長（知事）は、合同対策協議会医療班に職員を派遣し、連携を 県本部長（知事）は、合同対策協議会医療班に職員を派遣し、連携を

とる。また、緊急時医療班長は、必要に応じ、合同対策協議会医療班に とる。また、緊急時医療班長は、必要に応じ、合同対策協議会医療班に

対して、緊急被ばく療についての指導、助言を求める。 対して、緊急被ばく療についての指導、助言を求める。

(4) 緊急時医療班の組織及び業務 (4) 緊急時医療班の組織及び業務

ア 緊急時医療班の組織 ア 緊急時医療班の組織

緊急時医療班は、班長、副班長その他必要な職員で構成し、組織は 緊急時医療班は、班長、副班長その他必要な職員で構成し、組織は

次のとおりとする。 次のとおりとする。

緊急時医療班の組織図 緊急時医療班の組織図

健康相談チーム

被ばく管理チーム
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イ 緊急時医療班の業務 イ 緊急時医療班の業務

緊急時医療班の職名、担当職及び業務は、次のとおりとする。 緊急時医療班の職名、担当職及び業務は、次のとおりとする。

職 名 担 当 職 業 務 職 名 担 当 職 業 務

班 長 能登中部保健福祉センター 緊急時医療班を指揮し、緊急時医 班 長 能登中部保健福祉センター 緊急時医療班を指揮し、緊急時医

次長 療措置業務を総括する。 羽咋地域センター所長 療措置業務を総括する。

副 班 長 医療対策課課長補佐 班長を補佐するとともに、班長に 副 班 長 医療対策課課長補佐 班長を補佐するとともに、班長に

事故あるときは、その職務を代理 事故あるときは、その職務を代理

する。 する。

ウ 緊急時医療班のチーム名、編成基準及び業務内容等は、次のとおり ウ 緊急時医療班のチーム名、編成基準及び業務内容等は、次のとおり

とする。また、チームの班員の編成は、あらかじめ班長が定めておく。 とする。また、チームの班員の編成は、あらかじめ班長が定めておく。

チーム名 編 成 基 準 業 務 内 容 チーム名 編 成 基 準 業 務 内 容

企画調整 県、関係市町及び １ 合同対策協議会医療班との連絡 企画調整 県、関係市町及び １ 合同対策協議会医療班との連絡

チ ー ム 地域医療機関の職員 ・調整 チ ー ム 地域医療機関の職員 ・調整

によって編成する。 ２ 緊急時医療措置実施のための情 によって編成する。 ２ 緊急時医療措置実施のための情

報収集 報収集

３ 緊急時医療措置実施計画の策定 ３ 緊急時医療措置実施計画の策定

４ 緊急時医療措置に関する情報の ４ 緊急時医療措置に関する情報の

収集及び連絡 収集及び連絡

５ 安定ヨウ素剤の配布、服用に関

する連絡調整

スクリー 派遣される国公立医 避難所等において、住民等に対す スクリー 派遣される国公立医 退避所及び避難所において、住民

ニ ン グ 療機関等の職員によ る診断、除染及び医療措置の実施 ニ ン グ 療機関等の職員によ 等に対する診断、除染及び医療措置

チ ー ム り編成する。 チ ー ム り編成する。 の実施

チーム数は災害の態 チーム数は災害の態

様によって決定する。 様によって決定する。

診断除染 県健康福祉部等の 汚染検査除染施設等において、放 診断除染 県健康福祉部等の 汚染検査除染施設等において、放

チ ー ム 職員により編成する 射線被ばく者に対する診断、除染及 チ ー ム 職員により編成する 射線被ばく者に対する診断、除染及

び医療措置の実施 び医療措置の実施

初期被ば 初期被ばく医療機関 初期被ばく医療機関において、放 初期被ば 初期被ばく医療機関 初期被ばく医療機関において、放

く医療チ の職員により編成す 射線被ばく者に対する医療措置の実 く医療チ の職員により編成す 射線被ばく者に対する医療措置の実

ーム る。 施 ーム る。 施
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チーム名 編 成 基 準 業 務 内 容 チーム名 編 成 基 準 業 務 内 容

二次被ば 二次被ばく医療機関 二次被ばく医療機関において、放 二次被ば 二次被ばく医療機関 二次被ばく医療機関において、放

く医療チ の職員により編成す 射線被ばく者に対する医療措置の実 く医療チ の職員により編成す 射線被ばく者に対する医療措置の実

ーム る。 施 ーム る。 施

救 護 派遣される日赤及 避難所等において、一般傷病者に 救 護 派遣される日赤及 退避所及び避難所において、一般

チ ー ム び石川県医師会等の 対する医療措置の実施 チ ー ム び石川県医師会等の 傷病者に対する医療措置の実施

職員によって編成す 職員によって編成す

る。 る。

チーム数は、災害 チーム数は、災害

の態様によって決定 の態様によって決定

する。 する。

一般医療 石川県医師会等に 医療機関所在地において、一般傷 一般医療 石川県医師会等に 医療機関所在地において、一般傷

チ ー ム よって編成する。 病者に対する医療措置の実施 チ ー ム よって編成する。 病者に対する医療措置の実施

被ばく管 県健康福祉部等の 県及び関係市町の防災業務関係者 被ばく管 県健康福祉部等の 県及び関係市町の防災業務関係者

理チーム 職員によって編成す 名簿を作成し、被ばく管理を実施 理チーム 職員によって編成す 名簿を作成し、被ばく管理を実施

る。 る。

健康相談 県、関係市町及び 住民等に対するこころのケアやリス

チ ー ム 地域医療機関の職員 クコミュニケーションの実施

によって編成する。

(注) １ 救急搬送は、消防機関の救急隊員等が当たる。 (注) １ 救急搬送は、消防機関の救急隊員等が当たる。

２ 企画調整チームには、リーダーを置き、医療活動状況を随時、緊 ２ 企画調整チームには、リーダーを置き、医療活動状況を随時、緊

急時医療班長に報告する。 急時医療班長に報告する。

３ 企画調整チーム以外のチームは、原則として派遣医療機関ごとに ３ 企画調整チーム以外のチームは、原則として派遣医療機関ごとに

グループを編成し、そのグループにはリーダーを置く。リーダーは、 グループを編成し、そのグループにはリーダーを置く。リーダーは、

それぞれグループの医療活動を総括するとともに、企画調整チーム それぞれグループの医療活動を総括するとともに、企画調整チーム

にその活動状況を随時報告する。 にその活動状況を随時報告する。
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２ 緊急時医療措置の実施 ２ 緊急時医療措置の実施

緊急時医療措置は、次に示す系統により行う。 緊急時医療措置は、次に示す系統により行う。

(1) 汚染スクリーニング (1) 放射線被ばく診断（スクリーニング）

緊急時医療班長の指揮の下、国の協力を得ながら、スクリーニングチ スクリーニングチームは、緊急時医療班長が住民等のスクリーニング

ームは、避難等の対象となった住民等について、その移動先の避難所等 を必要と認めた場合は、国の専門家等の助言と協力を得て、退避所及び

において、汚染拡大の防止等のため、体表面汚染スクリーニングを行う 避難所において診断等を行う。

ものとし、基準値を超える場合には簡易除染（着替え、拭き取り等）を

行う。

また、体表面汚染スクリーニングや緊急時モニタリングの結果等を踏

まえ、放射性ヨウ素による被ばくの恐れがある場合には、必要に応じ甲

状腺スクリーニングを行う。

県現地本部

班 長

オフサイトセンター

放 射 線 医 学 総 合 研 究 所

広 島 大 学

（ 三 次 被 ば く 医 療 機 関 所 在 地 ）

二 次 被 ば く 医 療 チ ー ム

二 次 被 ば く 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

※初期被ばく医療チーム

初 期 被 ば く 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

一 般 医 療 チ ー ム

一 般 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

※ ス ク リ ー ニ ン グ チ ー ム 救 護 チ ー ム

診 断 （ ス ク リ ー ニ ン グ ）

（ 退 避 所 ・ 避 難 所 ）

一 般 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

※ 診 断 除 染 チ ー ム

汚 染 の 検 査 除 染

（ 汚 染 検 査 除 染 施 設 ）

住 民 等

企画調整チーム

被 ば く 管 理

チ ー ム

［緊急 時医療班 ］

合 同 対 策 協 議 会 医 療 班

（ 現 地 事 故 対 策 連 絡 会 議 ）

報告

搬送

連絡

搬送

搬送

搬送

搬送

搬送

搬送

指示

指示 報告

※初期被ばく医療関係機関

県現地本部

班 長

オフサイトセンター

放 射 線 医 学 総 合 研 究 所

広 島 大 学

（ 三 次 被 ば く 医 療 機 関 所 在 地 ）

二 次 被 ば く 医 療 チ ー ム

二 次 被 ば く 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

※初期被ばく医療チーム

初 期 被 ば く 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

一 般 医 療 チ ー ム

一 般 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

※ ス ク リ ー ニ ン グ チ ー ム 救 護 チ ー ム

診 断 （ ス ク リ ー ニ ン グ ）

（ 退 避 所 ・ 避 難 所 ）

一 般 医 療

（ 医 療 機 関 所 在 地 ）

※ 診 断 除 染 チ ー ム

汚 染 の 検 査 除 染

（ 汚 染 検 査 除 染 施 設 ）

住 民 等

企画調整チーム

被 ば く 管 理

チ ー ム

［緊急 時医療班 ］

合 同 対 策 協 議 会 医 療 班

（ 現 地 事 故 対 策 連 絡 会 議 ）

報告

搬送

連絡

搬送

搬送

搬送

搬送

搬送

搬送

指示

指示 報告

※初期被ばく医療関係機関
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(2) 汚染の検査及び除染等の実施 (2) 汚染の検査及び除染等の実施

診断除染チームは、緊急時医療班長が(1)のスクリーニングの結果、被 診断除染チームは、緊急時医療班長が(1)のスクリーニングの結果、被

ばく住民等に対する汚染の検査、除染等が必要と認めた場合は、被ばく ばく住民等に対する汚染の検査、除染等が必要と認めた場合は、被ばく

住民等の放射能汚染の検査、除染等を行う。 住民等の放射能汚染の検査、除染等を行う。

(3) 緊急時医療の実施 (3) 放射線障害専門病院等への搬送

緊急時医療班長は、汚染や被ばくの可能性のある傷病者に対して、初 緊急時医療班長は、(2)の検査、除染等の実施の結果、専門的な医療が

期対応段階における医療処置（トリアージ、救急処置、汚染検査、簡易 必要と認められる場合は、合同対策協議会住民安全班と連携して、被ば

除染、健康相談等）を円滑に行う。 く者を傷病の程度に応じて、次の医療機関に搬送する。

(削除) 機 関 名 住 所 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

公立能登

医初 七尾市藤橋町ア部6-4 0767-52-6611 0767-52-9225

総合病院

療期

羽咋郡志賀町富来地頭

機被 町立富来病院 0767-42-1122 0767-42-0197

町７の110-1

関ば

く 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767-22-1220 0767-22-5598

医２ 県立中央病院 金沢市鞍月東２－１ 076-237-8211 076-238-5366

療次

国立病院機構 金沢市下石引町

機被 076-262-4161 076-222-2758

金沢医療センター １－１

関ば

金沢大学

く 金沢市宝町13－１ 076-265-2000 076-234-4320

附属病院

独立行政法人 千葉県千葉市稲毛区

医３

放射線医学 043-251-2111 043-256-9616

療次 穴川4-9-1

総合研究所

機被

広島大学

関ば 広島県広島市南区霞

緊急被ばく 082-257-5398 082-257-5403

く

医療推進ｾﾝﾀｰ １丁目2-3



- 100 -

修 正 案 現 行 備 考

(4) 一般医療の実施 (4) 一般医療の実施

救護チームは避難所等において、一般医療チームはその医療機関所在 救護チームは退避所及び避難所において、一般医療チームはその医療

地において、それぞれ一般傷病者に対する医療措置を実施する。 機関所在地において、それぞれ一般傷病者に対する医療措置を実施する。

(5) 合同対策協議会医療班への報告 (5) 合同対策協議会医療班への報告

緊急時医療班長は、避難所に開設された救護所から避難住民等の被ば 緊急時医療班長は、避難所に開設された救護所から避難住民等の被ば

く状況を把握し、合同対策協議会医療班に報告する。 く状況を把握し、合同対策協議会医療班に報告する。

(6) 緊急時医療措置実施要領 (6) 緊急時医療措置実施要領

緊急時医療措置の実施内容については、この計画に定めるほか、別に 緊急時医療措置の実施内容については、この計画に定めるほか、別に

定める「石川県緊急時医療措置実施要領（平成４年２月３日策定）」によ 定める「石川県緊急時医療措置実施要領（平成４年２月３日策定）」によ

る。 る。

３ 安定ヨウ素剤の服用 ３ 安定ヨウ素剤の服用

(1) 県のとる措置 (1) 県のとる措置

県本部長（知事）は、国の原子力災害現地対策本部長から安定ヨウ素 県本部長（知事）は、国の原子力災害現地対策本部長から安定ヨウ素

剤の服用の指示があった場合は、周辺住民等の放射線防護のため、関係 剤の服用の指示があった場合は、周辺住民等の放射線防護のため、関係

市町長に対して、住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用を指示する。 市町長に対して、住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用を指示する。

なお、国の原子力災害現地対策本部長に対して安定ヨウ素剤服用の指 なお、国の原子力災害現地対策本部長に対して安定ヨウ素剤服用の指

示を求める時間の余裕がない場合は、医師の指導に基づき安定ヨウ素剤 示を求める時間の余裕がない場合は、医師の指導に基づき安定ヨウ素剤

の服用を指示する。 の服用を指示する。

(2) 関係市町のとる措置 (2) 関係市町のとる措置

関係市町の長は、県本部長（知事）から指示があった場合は、直ちに 関係市町長は、県本部長（知事）から指示があった場合は、直ちに住

住民等に安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示する。 民等に安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示する。

４ 発災後の復旧に向けた個人線量の推定

中長期的な汚染状況において、県本部長は国の協力を得て、関係市町の

長と協力しながら、住民等の行動調査の結果や環境放射線モニタリングの

結果を照合することにより、実際の個人の被ばく線量の推定を行うととも

に、必要に応じて，住民等の個人線量モニタリングによる実測を行い、そ

の結果に基づいて、適切な防護措置と除染措置を実施する。
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第13節 応援協力活動 国、危機管理監室、健康福祉部、 第12節 応援協力活動 国、危機管理監室、健康福祉部、

関係各部局、警察、自衛隊、海上保安部、 関係各部局、警察、自衛隊、海上保安部、

関係市町、防災関係機関 関係市町、防災関係機関

１ 県の要請 １ 県の要請

(1) 国等に対する災害応急対策の実施の要請 (1) 国等に対する災害応急対策の実施の要請

県本部長（知事）は、緊急時における災害応急対策が的確かつ円滑に 県本部長（知事）は、緊急時における災害応急対策が的確かつ円滑に

行われるようにるため、次の事項を明らかにして国の原子力災害現地対 行われるようにるため、次の事項を明らかにして国の原子力災害現地対

策本部長に対して応援協力体制実施を要請する。 策本部長に対して応援協力体制実施を要請する。

ア 応援を必要とする理由 ア 応援を必要とする理由

イ 応援を必要とする人員、航空機、装備、資機材等 イ 応援を必要とする人員、航空機、装備、資機材等

ウ 応援を必要とする場所 ウ 応援を必要とする場所

エ 県内経路 エ 県内経路

オ 応援を必要とする期間 オ 応援を必要とする期間

カ その他応援に関して必要な事項 カ その他応援に関して必要な事項

(2) 他の都道府県・市に対する広域応援要請 (2) 他の都道府県・市に対する広域応援要請

県本部長（知事）は、緊急時における災害応急対策が的確かつ円滑に 県本部長（知事）は、緊急時における災害応急対策が的確かつ円滑に

行われるようにるため必要があると認めたときは、次の応援協定に基づ 行われるようにるため必要があると認めたときは、次の応援協定に基づ

き、他の都道府県・市に対して援を要請する。 き、他の都道府県・市に対して援を要請する。

ア 原子力災害時の相互応援に関する協定(平成13年１月31日締結） ア 原子力災害時の相互応援に関する協定(平成13年１月31日締結）

石川県、北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、 石川県、北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、

静岡県、福井県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県 静岡県、福井県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県

（14道府県） （14道府県）

イ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（平成８年７ イ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（平成８年７

月18日締結） 月18日締結）

全都道府県 全都道府県

ウ 中部９県１市災害応援に関する協定（平成７年11月14日締結） ウ 中部９県１市災害応援に関する協定（平成７年11月14日締結）

石川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 石川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

三重県、滋賀県、名古屋市 三重県、滋賀県、名古屋市

エ 北陸三県災害相互応援に関する協定（平成７年10月27日締結） エ 北陸三県災害相互応援に関する協定（平成７年10月27日締結）

石川県、富山県、福井県 石川県、富山県、福井県
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オ 石川県・岐阜県災害時の相互応援に関する協定（平成７年８月９日 オ 石川県・岐阜県災害時の相互応援に関する協定（平成７年８月９日

締結） 締結）

石川県、岐阜県 石川県、岐阜県

カ 石川県・新潟県災害時の相互応援に関する協定（平成８年１月９日 カ 石川県・新潟県災害時の相互応援に関する協定（平成８年１月９締

締結） 結）

石川県、新潟県 石川県、新潟県

(3) 関係市町に対する応援 (3) 関係市町に対する応援

ア 県本部長（知事）は、関係市町長から災害応急対策を実施するため ア 県本部長（知事）は、関係市町長から災害応急対策を実施するため

に応援を求めらた場合は、県の災害応急対策の実施との調整を図りな に応援を求めらた場合は、県の災害応急対策の実施との調整を図りな

がら、必要な支援、協力を行う。 がら、必要な支援、協力を行う。

イ 県本部長（知事）は、関係市町の長が行う災害応急対策の的確かつ イ 県本部長（知事）は、関係市町長の行う災害応急対策の的確かつ円

円滑な実施を確保るため、必要があると認めるときは、関係市町相互 滑な実施を確保るため、必要があると認めるときは、関係市町相互の

の応援について必要な指示又は調整を行う。 応援について必要な指示又は調整を行う。

２ 関係市町の要請 ２ 関係市町の要請

(1) 県に対する応援要請等 (1) 県に対する応援要請等

関係市町の長は、緊急時において、災害応急対策を実施するため必要 関係市町長は、緊急時において、災害応急対策を実施するため必要が

があると認めるときは、県本部長（知事）に対して次の事項を示して応 あると認めるときは、県本部長（知事）に対して次の事項を示して応援

援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。

ア 応援等を必要とする理由 ア 応援等を必要とする理由

イ 応援等を必要とする人員、物資、資機材等 イ 応援等を必要とする人員、物資、資機材等

ウ 応援等を必要とする場所 ウ 応援等を必要とする場所

エ 応援等を必要とする期間 エ 応援等を必要とする期間

オ その他応援等に関して必要な事項 オ その他応援等に関して必要な事項

(2) 他の市町村等に対する応援要請 (2) 他の市町村等に対する応援要請

関係市町の長は、緊急時において、当該市町の地域に係る災害応急対 関係市町長は、緊急時において、当該市町の地域に係る災害応急対策

策を実施するため、必要があると認めるときは、他の市町村長に対して を実施するため、必要があると認めるときは、他の市町村長に対して応

応援を求める。 援を求める。
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(3) 緊急消防援助隊等の要請 (3) 緊急消防援助隊等の要請

ア 関係市町の長は、当該市町及び応援市町村の消防力では対処できな ア 関係市町長は、当該市町及び応援市町村の消防力では対処できない

いと判断した場合は、速やかに緊急消防援助隊等の出動を知事に要請 と判断した場合は、速やかに緊急消防援助隊等の出動を知事に要請す

する。 る。

イ 県本部長（知事）は、関係市町の長から他都道府県の応援要請を求 イ 県本部長（知事）は、関係市町長から他都道府県の応援要請を求め

められた場合又は周囲の状況から県内の消防力では対処できないと判 られた場合又は周囲の状況から県内の消防力では対処できないと判断

断した場合は、速やかに緊急消防援助隊等の出動を消防庁長官に要請 した場合は、速やかに緊急消防援助隊等の出動を消防庁長官に要請し、

し、その結果を直ちに応援要請を行った関係市町の長に連絡するもの その結果を直ちに応援要請を行った関係市町長に連絡するものとする。

とする。 なお、要請は、次の事項を示して行う。

なお、要請は、次の事項を示して行う。 (ｱ) 救助・救急及び火災の状況並びに応援要請の理由、応援の必要期

(ｱ) 救助・救急及び火災の状況並びに応援要請の理由、応援の必要期 間

間 (ｲ) 応援要請を行う消防機関の種別と人員

(ｲ) 応援要請を行う消防機関の種別と人員 (ｳ) 関係市町への進入経路及び集結（待機）場所

(ｳ) 関係市町への進入経路及び集結（待機）場所

３ 警察の要請

３ 警察の要請 (1) 広域緊急援助隊の運用

(1) 警察災害派遣隊の運用 県警察本部は、緊急時において、警察庁及び中部管区警察局の指導、

県警察本部は、緊急時において、警察庁及び中部管区警察局の指導、 調整に基づき、広域緊急援助隊の派遣など広域的な応援のための措置を

調整に基づき、警察災害派遣隊の派遣など広域的な応援のための措置を とる。

とる。 (2) 警察庁等に対する援助要請

(2) 警察庁等に対する援助要請 県警察本部は、県内警備力で原子力災害に対処することができない場

県警察本部は、県内警備力で原子力災害に対処することができない場合、 合、警察庁又は他の都道府県警察に対して、警察法第60条（援助の要求）

警察庁又は他の都道府県警察に対して、警察法第60条（援助の要求）に基 に基づく援助要請を行う。

づく援助要請を行う。

４ 自衛隊の災害派遣要請

４ 自衛隊の災害派遣要請 (1) 災害派遣の要請

(1) 災害派遣の要請 知事（県本部長）は、原子力災害の規模や収集した被害情報から判断

知事（県本部長）は、原子力災害の規模や収集した被害情報から判断し して自衛隊の派遣要請の必要があると認めるときは、国の原子力災害対

て自衛隊の派遣要請の必要があると認めるときは、国の原子力災害対策本 策本部設置前においては直ちに派遣を要請し、国の原子力災害対策本部

部設置前においては直ちに派遣を要請し、国の原子力災害対策本部設置後 設置後においては国の原子力災害対策本部長に対して、直ちに派遣の要

においては国の原子力災害対策本部長に対して、直ちに派遣の要請を求め 請を求める。

る。 また、関係市町長は、自衛隊の派遣が必要と認めるときは、知事（県

また、関係市町の長は、自衛隊の派遣が必要と認めるときは、知事（県 本部長）に対して、派遣の要請を求める。

本部長）に対して、派遣の要請を求める。
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(2) 要 請 先 (2) 要 請 先

自 衛 隊 住 所 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ 自 衛 隊 住 所 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

陸上自衛隊中部方面 兵庫県伊丹市緑ヶ丘 0727-82-0001 0727-82-0001 陸上自衛隊中部方面 兵庫県伊丹市緑ヶ丘 0727-82-0001 0727-82-0001

総監部防衛課運用班 ７丁目１－１ 内線 2259 内線 2951 総監部防衛課運用班 ７丁目１－１ 内線 2259 内線 2951

陸上自衛隊第14普通 金沢市野田町１－８ 076-241-2171 076-241-2171 陸上自衛隊第14普通 金沢市野田町１－８ 076-241-2171 076-241-2171

科連隊 第３科 内線 235 内線 213 科連隊 第３科 内線 235 内線 269

海上自衛隊舞鶴地方 京都府舞鶴市余部下 0773-62-2255 0773-64-3609 海上自衛隊舞鶴地方 京都府舞鶴市余部下 0773-62-2255 0773-64-3609

総監部 1190番地 内線 2548 総監部 1190番地 内線 2548

総監部オペレーショ 総監部オペレーショ

ン ン

航空自衛隊航空総隊 東京都府中市浅間町 042-362-2971 042-362-2971 航空自衛隊航空総隊 東京都府中市浅間町 042-362-2971 042-362-2971

司令部 １－５－５ 内線 2322 内線 2631 司令部 １－５－５ 内線 2322 内線 2631

航空自衛隊第６航空 小松市向本折町戊26 0761-22-2101 0761-22-2101 航空自衛隊第６航空 小松市向本折町戊26 0761-22-2101 0761-22-2101

団 防衛班 7 内線 231 内線 651 団 防衛班 7 内線 231 内線 651

(3) 自衛隊の救援活動 (3) 自衛隊の救援活動

自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は、次のとおりである。 自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は、次のとおりである。

ア 緊急時モニタリングの支援 ア 緊急時モニタリングの支援

イ 被害状況の把握 イ 被害状況の把握

ウ 避難の援助 ウ 避難の援助

エ 行方不明者等の捜索活動 エ 行方不明者等の捜索活動

オ 消防活動 オ 消防活動

カ 応急医療・救護 カ 応急医療・救護

キ 緊急時のスクリーニング及び除染 キ 人員及び物資の緊急輸送

ク 人員及び物資の緊急輸送 ク 危険物の保安及び除去

ケ その他知事が必要と認める事項 ケ その他知事が必要と認める事項

５ 海上保安部への要請 ５ 海上保安部への要請

県本部長（知事）は、必要に応じ、関係する海上保安部に対して、海上 県本部長（知事）は、必要に応じ、金沢海上保安部に対して、海上にお

における次の活動を要請する。 ける次の活動を要請する。

(1) 救助・救急 (1) 救助・救急

(2) 避難の援助 (2) 避難の援助

(3) 治安の確保 (3) 治安の確保

(4) 緊急時モニタリングの支援 (4) 緊急時モニタリングの支援

(5) その他県本部長（知事）が必要と認める事項 (5) その他県本部長（知事）が必要と認める事項
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６ 原子力被災者生活支援チームとの連携

(1) 原子力災害対策本部長は、必要に応じて、原子力災害対策本部の下に、

被災者の生活支援のために、環境大臣及び原子力利用省庁の担当大臣を

長とする原子力被災者生活支援チームを設置することとなっている。

(2) 県は、初動段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、

国が設置する原子力被災者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめ

とする健康管理調査等の推進、環境モニタリングの総合的な推進、適切

な役割分担の下、汚染廃棄物の処理や除染等を推進する。

第14節 行政機関の業務継続 国、危機管理監室、関係各部局、

に係る措置 市町、防災関係機関

１ 県は、庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた地

域に含まれる場合、あらかじめ定めた退避先へ退避するとともに、その旨

を住民等へ周知する。なお、行政機関の退避については、住民等の避難、

学校等においては生徒等の避難を優先したうえで実施する。

２ 県は、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめ

として、退避後も継続する必要がある業務については、退避先において継

続して実施する。

３ 県は、応急対策実施区域を含む市町の区域内の一部が避難のための立ち

退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれ、かつ庁舎等が当該地域に含ま

れる場合、当該市町に対し、当該勧告又は指示を受けていない地域内の適

切な施設において必要な業務を継続するための支援を行う。

第15節 事業所外運搬中事故に対する 国、危機管理監室、市町、警察機関、 第13節 事業所外運搬中事故に対する 国、危機管理監室、市町、警察機関、

応急措置 消防機関、原子力事業者等 応急措置 消防機関、原子力事業者等

１ 原子力事業者等 １ 原子力事業者等

(1) 原子力防災管理者は、核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象発 (1) 原子力防災管理者（発電所長）は、核燃料物質等の運搬中の事故によ

見後又は発見の通報を受けた場合は、直ちに、知事をはじめ官邸（内閣 る特定事象発見後又は発見の通報を受けた場合は、15分以内を目途とし

官房）、内閣府、安全規制担当省庁の長、原子力規制委員会並びに事故発 て、知事をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、安全規制担当省庁の長、文

生場所を管轄する市町長、警察機関の長、消防機関の長及び海上保安部 部科学大臣並びに事故発生場所を管轄する市町長、警察機関の長、消防

長など、関係機関に通報する。 機関の長及び海上保安部長など、関係機関に通報する。

(2) 原子力事業者等は、直ちに、携行した防災資機材を用いて立入制限区 (2) 原子力事業者等は、直ちに、携行した防災資機材を用いて立入制限区

域の設定、汚染・漏えいの拡大防止対策、遮へい対策、モニタリング、 域の設定、汚染・漏えいの拡大防止対策、遮へい対策、モニタリング、

消火・延焼の防止、救出、避難等の危険時の措置等を的確かつ迅速に行 消火・延焼の防止、救出、避難等の危険時の措置等を的確かつ迅速に行

うことにより、原子力災害の発生の防止を図り、さらに、直ちに、必要 うことにより、原子力災害の発生の防止を図り、さらに、直ちに、必要

な要員を派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資 な要員を派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資

機材の派遣要請を行う。 機材の派遣要請を行う。
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(3) 北陸電力は、発電所に係る核燃料物質等の運搬中の事故による特定事 (3) 北陸電力は、発電所に係る核燃料物質等の運搬中の事故による特定事

象等が発生し、又は発生のおそれがあることを知った場合は、直ちに知 象等が発生し、又は発生のおそれがあることを知った場合は、直ちに知

事に連絡するとともに、その後の情報を随時連絡する。 事に連絡するとともに、その後の情報を随時連絡する。

２ 国 ２ 国

(1) 国の安全規制担当省庁の長は、核燃料物質等の運搬中の事故による特 (1) 国の安全規制担当省庁の長は、核燃料物質等の運搬中の事故による特

定事象が発生した場合には、直ちに県や事故発生箇所の市町、関係省庁 定事象が発生した場合には、直ちに関係省庁に連絡するとともに、その

に連絡するとともに、その後の情報を随時連絡することとなっている。 後の情報を随時連絡することとなっている。

また、速やかに関係省庁事故対策連絡会議を開催するとともに、国の また、速やかに関係省庁事故対策連絡会議を開催するとともに、国の

職員及びあらかじめ登録された放射線医学総合研究所、日本原子力研究 職員及びあらかじめ登録された放射線医学総合研究所、日本原子力研究

開発機構等の専門家を現場へ派遣し、必要な資機材を現地へ動員するこ 開発機構等の専門家を現場へ派遣し、必要な資機材を現地へ動員するこ

ととなっている。 ととなっている。

(2) 国は、原子力緊急事態に至った場合には、原災法に基づき直ちに原子 (2) 国は、原子力緊急事態に至った場合には、原災法に基づき直ちに原子

力緊急事態宣言を発出するとともに原子力災害対策本部及び原子力災害 力緊急事態宣言を発出するとともに原子力災害対策本部及び原子力災害

現地対策本部を設置することとなっている。 現地対策本部を設置することとなっている。

国の原子力災害現地対策本部長及び原子力事業者等は、発災現場に派 国の原子力災害現地対策本部長及び原子力事業者等は、発災現場に派

遣された専門家による助言を踏まえつつ、原子力災害対策本部長の指揮 遣された専門家による助言を踏まえつつ、原子力災害対策本部長の指揮

の下、原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体 の下、原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体

的に講じることとなっている。また、国の原子力災害現地対策本部長は、 的に講じることとなっている。また、国の原子力災害現地対策本部長は、

知事及び事故発生場所を管轄する市町に対して、必要に応じて事故現場 知事及び事故発生場所を管轄する市町に対して、必要に応じて事故現場

周辺の住民の避難等の指示を行うなど、一般公衆の安全を確保するため 周辺の住民の避難等の指示を行うなど、一般公衆の安全を確保するため

に必要な措置を講じることとなっている。 に必要な措置を講じることとなっている。

３ 県 ３ 県

(1) 知事は、運搬中の事故について原子力防災管理者から連絡を受けた場 (1) 知事は、原子力防災管理者から連絡を受けた場合には、その旨を内閣

合には、その旨を内閣府、安全規制担当省庁の長、事故発生場所を管轄 府、安全規制担当省庁の長、事故発生場所を管轄する市町長、警察本部

する市町の長、警察本部長、消防長及び事故発生場所を管轄する海上保 長、消防長及び事故発生場所を管轄する海上保安部長へ通報連絡を行い、

安部長へ通報連絡を行い、通報内容を相互に確認する。 通報内容を相互に確認する。

(2) 知事は、安全規制担当省庁の長及び当該市町長と連携して、事故の状

(2) 知事は、安全規制担当省庁の長及び当該市町の長と連携して、事故の 況把握に努めるとともに、事故の状況に応じ、発電所における応急対策

状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じ、発電所における応急対 に準じて緊急時モニタリングの実施等の必要な応急対策を講じる。

策に準じて緊急時モニタリングの実施等の必要な応急対策を講じる。

４ 市 町

事故発生場所を管轄する市町長は、原子力防災管理者から連絡を受けた

４ 市 町 場合には、その旨を知事をはじめ消防長、警察署長、海上保安部長に報告

事故発生場所を管轄する市町の長は、原子力防災管理者から連絡を受 して通報内容を相互に確認する。

けた場合には、その旨を知事をはじめ消防長、警察署長、海上保安部長 また、知事をはじめ安全規制担当省庁の長と連携して、事故の状況把握

に報告して通報内容を相互に確認する。 に努めるとともに、国の原子力災害対策本部長の指示等により必要な措置

また、知事をはじめ安全規制担当省庁の長と連携して、事故の状況把 を講じる。

握に努めるとともに、国の原子力災害対策本部長の指示等により必要な

措置を講じる。
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５ 消 防 ５ 消 防

事故発生場所を管轄する消防長は、原子力防災管理者から連絡を受け 事故発生場所を管轄する消防長は、原子力防災管理者から連絡を受けた

た場合には、その旨を知事及び事故発生場所を管轄する市町の長へ通報 場合には、その旨を知事及び事故発生場所を管轄する市町長へ通報連絡を

連絡を行い、通報内容を相互に確認する。 行い、通報内容を相互に確認する。

また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、消防 また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、消防職

職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、消火、救助、 員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、消火、救助、救

救急等必要な措置を実施する。 急等必要な措置を実施する。

６ 警 察 ６ 警 察

事故発生場所を管轄する警察署長は、原子力防災管理者から連絡を受 事故発生場所を管轄する警察署長は、原子力防災管理者から連絡を受け

けた場合には、その旨を警察本部長を通じて、知事に通報連絡するとと た場合には、その旨を警察本部長を通じて、知事に通報連絡するとともに、

もに、事故発生場所を管轄する市町の長へ通報連絡を行い、通報内容を 事故発生場所を管轄する市町長へ通報連絡を行い、通報内容を相互に確認

相互に確認する。 する。

また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、警察 また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、警察職

職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、人命救助、 員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、人命救助、避難

避難誘導、交通規制等必要な措置を実施する。 誘導、交通規制等必要な措置を実施する。

７ 海上保安部 ７ 海上保安部

事故発生場所を管轄する海上保安部長は、原子力防災管理者から連絡 事故発生場所を管轄する海上保安部長は、原子力防災管理者から連絡を

を受けた場合には、その旨を知事及び事故発生場所を管轄する市町の長 受けた場合には、その旨を知事及び事故発生場所を管轄する市町長へ通報

へ通報連絡を行い、通報内容を相互に確認するように努める。 連絡を行い、通報内容を相互に確認するように努める。

また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、海 また、事故の状況把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、海上保

上保安職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、現場 安職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、現場海域へ

海域への立入制限、人命救助等に関する必要な措置を実施することとな の立入制限、人命救助等に関する必要な措置を実施することとなっている。

っている。
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第４章 原子力災害復旧計画 第４章 原子力災害復旧計画

第１節 原子力災害復旧体制等 国、危機管理監室、関係各部局、 第１節 原子力災害復旧体制等 国、危機管理監室、関係各部局、

関係市町、防災関係機関 関係市町、防災関係機関

１ 国の措置 １ 国の措置

(1) 国は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後においても引き続き存 (1) 国は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後において、モニタリン

置される原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連 グ、医療活動、風評被害対策等の事後対策を円滑に実施するため、オフ

携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施することとなって サイトセンターにおいて現地事後対策連絡会議を開催し、県をはじめ、

おり、県をはじめ、関係市町、防災関係機関及び北陸電力等との情報の 関係市町、防災関係機関及び北陸電力等との情報の共有及び事故対策の

共有及び事故対策の実施について調整を図ることとなっている。 実施について調整を図ることとなっている。

(2) 原子力緊急事態解除宣言が発出された後の原子力災害現地対策本部に (2) 現地事後対策連絡会議においては、次の対策に関し、情報の共有及び

おいては、次の対策に関し、情報の共有及び調整を行うこととなってい 調整を行うこととなっている。

る。

ア 放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査（モニタ ア 放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査（モニタ

リング） リング）

イ 住民等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他 イ 住民等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他

の医療に関する措置 の医療に関する措置

ウ 商品の風評被害を防止するための放射性物質の発散の状況に関する ウ 商品の風評被害を防止するための放射性物質の発散の状況に関する

広報 広報

エ 原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置 エ 原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置

オ その他、原子力災害現地対策本部長が必要と認める事項 オ その他、原子力安全・保安院審議官又は原子力保安検査官事務所長

が必要と認める事項

２ 県及び関係市町の措置 ２ 県及び関係市町の措置

(1) 県及び関係市町は、原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支 (1) 知事及び関係市町長は、原子力災害の拡大の防止又はその復旧を図る

援チームと連携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施する。 ため、現地事後対策連絡会議において、関係省庁、北陸電力等と連携を

とって事後対策を実施する。

(2) 知事及び関係市町の長は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後に (2) 知事及び関係市町長は、現地事後対策連絡会議に関係職員を派遣する。

おいても引き続き存置される原子力災害現地対策本部及び原子力被災者

生活支援チームに関係職員を派遣する。

(3) 県及び関係市町は、国と協議のうえ、状況に応じて避難区域を見直し、

原子力災害事後対策を実施すべき区域を設定する。

３ 石川県原子力災害事後対策本部等の設置 ３ 石川県原子力災害事後対策本部等の設置

(1) 知事は、事後対策を円滑に実施するために必要があると認める場合は (1) 知事は、事後対策を円滑に実施するために必要があると認める場合は、

石川県原子力災害事後対策本部及び石川県原子力災害現地事後対策本部 石川県原子力災害事後対策本部及び石川県原子力災害現地事後対策本部

を設置する。 を設置する。

(2) 石川県原子力災害事後対策本部及び石川県原子力災害現地事後対策本 (2) 石川県原子力災害事後対策本部及び石川県原子力災害現地事後対策本

部の組織は、県災害対策本部（第一次体制）に準じる。 部の組織は、県災害対策本部（第一次体制）に準じる。
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第２節 汚染の除去 国、危機管理監室、健康福祉部、関係各部局 第２節 汚染の除去 国、危機管理監室、健康福祉部、関係各部局

関係市町、防災関係機関、北陸電力 関係市町、防災関係機関、北陸電力

(1) 県は、国の指導のもとに関係市町、防災関係機関及び北陸電力と連携し 知事は、国の指導のもとに関係市町長、防災関係機関の長及び北陸電力と

て、放射性物質に汚染された物質の除去及び除染作業を行う。 連携して、放射性物質に汚染された物質の除去及び除染作業を行う。

なお、実施にあたっては、人の健康の保護の観点から、妊産婦、子ども

等に十分配慮する。

(2) 北陸電力は、県、関係市町及びその他市町に、除染等に必要な防災資機

材を貸与するとともに、県、関係市町及びその他市町からの要請に基づき

原子力防災要員等を派遣する。

第３節 各種制限措置等の解除 危機管理監室､健康福祉部､関係各部局､ 第３節 各種制限措置等の解除 危機管理監室､健康福祉部､関係各部局､

関係市町、防災関係機関 関係市町、防災関係機関

知事及び関係市町の長は、緊急時モニタリング等による地域の調査及び原 知事及び関係市町長は、緊急時モニタリング等による地域の調査及び原子

子力規制委員会緊急事態応急対策調査委員等の判断等を踏まえた国の原子力 力安全委員会緊急事態応急対策調査委員等の判断等を踏まえた国の原子力災

災害現地対策本部長又は関係省庁の指示に基づき、原子力災害応急対策とし 害現地対策本部長又は関係省庁の指示に基づき、原子力災害応急対策として

て実施された立ち入り制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農水 実施された立ち入り制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農水産

産物の採取・出荷制限等の各種制限措置の解除を住民等や関係機関に指示す 物の採取・出荷制限等の各種制限措置の解除を住民等や関係機関に指示する。

る。また、解除実施状況を確認する。 また、解除実施状況を確認する。

第４節 環境放射線モニタリング 危機管理監室､関係市町､防災関係機関 第４節 環境放射線モニタリング 危機管理監室､関係市町､防災関係機関

の実施と結果の公表 の実施と結果の公表

県は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後、防災関係機関及び北陸電 知事は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後、防災関係機関及び北陸

力と協力して、緊急時モニタリングを広範囲かつ精密に行い、その結果を速 電力と協力して、緊急時モニタリングを広範囲かつ精密に行い、その結果を

やかに公表する。 速やかに公表する。

第５節 損害賠償の請求に必要な 危機管理監室､健康福祉部､関係各部局、 第５節 損害賠償の請求に必要な 危機管理監室､健康福祉部､関係各部局、

資料の作成等 関係市町、北陸電力 資料の作成等 関係市町、北陸電力

１ 被災住民等の証明登録 １ 被災住民等の証明登録

関係市町の長は、屋内退避等の各種措置をとった住民等が原子力災害発 関係市町長は、屋内退避等の各種措置をとった住民等が原子力災害発生

生時にその地域に所在した旨の証明及び避難所等において講じた措置等の 時にその地域に所在した旨の証明及び退避所又は避難所等において講じた

登録を行う。 措置等の登録を行う。
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２ 損害調査の実施 ２ 損害調査の実施

知事及び関係市町の長は、原子力災害発生時において次に掲げる事項に 知事及び関係市町長は、原子力災害発生時において次に掲げる事項に起

起因して住民等が受けた損害について調査する。 因して住民等が受けた損害について調査する。

(1) 避難等の措置 (1) 屋内退避、避難等の措置

(2) 飲食物の摂取制限、農林水産物等に対する出荷制限等の措置 (2) 飲食物の摂取制限、農畜林水産物に対する出荷制限等の措置

(3) 立入制限等の措置 (3) 立入制限等の措置

(4) その他関係市町の長が指示した事項 (4) その他関係市町長が指示した事項

３ 健康調査の実施 ３ 健康調査の実施

知事及び関係市町の長は、国と協力して、発電所周辺の住民等に対して、 知事及び関係市町長は、国と協力して、発電所周辺の住民等に対して、

継続的に健康調査を実施し、住民等の健康維持を図るとともに、心身の健 必要に応じて健康調査を実施し、住民等の健康維持を図るとともに、心身

康に関する相談に応じるための健康相談窓口を設置する。 の健康に関する相談に応じるための健康相談窓口を設置する。

４ 被災者等の生活再建等の支援

(1) 県は、国及び市町と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの

確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、

生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回

復、心身のケア等生活全般にわたりきめ細かな支援に努める。

(2) 県は、国及び市町と連携し、被災者等の自立に対する援助、助成措置

について、広く被災者に広報するとともに、できる限り総合的な相談窓

口等を設置する。

また、居住地以外の市町村に避難した被災者等に対しても、従前の居

住地であった地方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力することに

より、必要な情報や支援・サービスを提供する。

(3) 県は、市町と連携し、被災者等の救済及び自立支援や、被災地域の総

合的な復旧・復興対策等をきめ細かに、かつ、機動的、弾力的に進める

ために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、機動的、弾力

的推進の手法について検討する。

５ 生活福祉資金の貸付

災害により被害を受けた低所得者の速やかな自力更生を支援するため、

県社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度により、民生委員、市町の社

会福祉協議会の協力を得て、生活福祉資金の貸付を行う。

６ 母子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付

災害により被害を受けた母子家庭及び寡婦の速やかな自力更生を支援す

るため、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付を行う。

７ 風評被害等の影響の軽減 ４ 風評被害等の影響の軽減

県及び関係市町は、国と連携し、原子力災害による風評被害等の影響を 知事及び関係市町長は、国と連携し、原子力災害による風評被害等の影響を

軽減するために、農林漁業、地場産業の商品等の適正な流通の促進のため 軽減するために、農林漁業、地場産業の商品等の適正な流通の促進のための広

の広報活動を行うものとする。 報活動を行うものとする。
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８ 被災中小企業等に対する支援 ５ 被災中小企業等に対する支援

県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携し、必要に応じて、災 知事は、独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携し、必要に応じて、

害復旧高度化資金貸付等により、設備復旧資金、運転資金の貸付を行うも 災害復旧高度化資金貸付等により、設備復旧資金、運転資金の貸付を行う

のとする。 ものとする。

また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広 また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広

報するとともに、相談窓口を設置するものとする。 報するとともに、相談窓口を設置するものとする。

９ 物価の監視 ６ 物価の監視

県は、国と連携し、生活必需品の物価の監視を行うとともに、速やかに 知事は、国と連携し、生活必需品の物価の監視を行うとともに、速やか

その結果を公表する。 にその結果を公表する。

10 諸記録等の作成 ７ 諸記録等の作成

県は、被災地の汚染状況、応急対策措置、復旧措置等を記録し、保存し 知事は、被災地の汚染状況、応急対策措置、復旧措置等を記録し、保存

ておく。 しておく。

(1) 災害地域住民の記録

県は、市町が、避難及び屋内退避の措置をとった住民等に対し災害時

に当該地域に所在した旨の証明、また、避難所等においてとった措置等

をあらかじめ定められた様式により記録することに協力するものとする。

(2) 影響調査の実施

県は、必要に応じ農林水産業等の受けた影響について調査するものと

する。

(3) 災害対策措置状況の記録

県は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録し

ておくものとする。

11 北陸電力の措置 ８ 北陸電力の措置

(1) 災害復旧計画の策定等 (1) 災害復旧計画の策定等

北陸電力は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、災害 北陸電力は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、災害

復旧計画を策定して、知事をはじめ国及び関係市町の長に提出するとと 復旧計画を策定して、知事をはじめ経済産業大臣（原子力安全・保安院）

もに当該計画に基づき、速やかに復旧対策を実施する。 及び関係市町長に提出するとともに当該計画に基づき、速やかに復旧対

(2) 相談窓口の設置 策を実施する。

北陸電力は、相談窓口を設置する等、原子力緊急事態解除宣言が発出 (2) 相談窓口の設置

された後、速やかに被災者の損害賠償請求等に対応するために必要な体 北陸電力は、相談窓口を設置する等、原子力緊急事態解除宣言が発出

制を整備する。 された後、速やかに被災者の損害賠償請求等に対応するために必要な体

(3) 原子力防災要員等の派遣等 制を整備する。

北陸電力は、県、関係市町及び防災関係機関の実施する事後対策が的 (3) 原子力防災要員等の派遣等

確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員等の派遣、原子 北陸電力は、知事、関係市町長及び防災関係機関の実施する事後対策

力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じる。 が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員等の派遣、

原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じる。
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12 復旧・復興事業からの暴力団排除

県警察は，暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介

入の実態把握に努めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界

団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活

動の徹底に努めるものとする。

13 災害義援金及び義援物資の配分

県及び関係市町は、災害義援金及び義援物資の配分について、県地域防

災計画 一般災害対策編 第４章 復旧・復興計画「第６節 災害義援金及び

義援物資の配分」により実施する。
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第５章 複合災害対策

第１節 基本方針

本章は、同時又は連続して、原子力災害とあわせて２以上の災害が発生し、

それらの影響が複合化することにより、事態が深刻化し、災害応急対応が困

難になる事象（以下「複合災害」という。）における、予防対策、応急対策、

復旧対策について示すものである。

第２節 災害予防対策

１ 情報の収集・連絡体制の整備

(1) 県における通信連絡設備の整備

ア 県と国、関係市町及び防災関係機関の間を結ぶ電話・ファクシミリ

等の専用回線網

イ 県と関係市町、防災関係機関及びオフサイトセンターの間を結ぶ衛

星系及び地上系防災行政無線施設

ウ その他携帯電話、衛星電話等の移動通信機器

(2) 通信連絡体制の確立

各機関は、緊急時における各機関内部及び各機関相互の迅速かつ的確

な通信連絡を確保するため、定期的に通信連絡訓練等を実施し、操作方

法の習熟と通信連絡設備等の適正な管理に努める。

また、各機関は、通信連絡体制の整備において、通常の通信手段が確

保できない場合を考慮して、平常時から代替ルートの確保に努めるほか、

災害時にも活用できるような非常用電源の確保、ＩＰ電話を利用する場

合でのネットワーク機器等の停電対策等を講じる。

さらに、各機関は、北陸地方非常通信協議会との連携に努め、西日本

電信電話株式会社災害時優先電話及び無線電話等の配備について確認し、

運用方法等の習熟に努める。

２ 複合災害時の災害予防体制の整備

(1) 県は、複合災害が発生した場合、それぞれの災害に対して適切に対応

するため、災害業務の機能分担を行い、互いに連携すること、また、要

員や資機材等の資源配分に関して調整を行うこと等についてとりまとめ

た複合災害時の対応マニュアルを作成する。

(2) 県は、複合災害対応により業務が集中する部署では、複合災害に備え

たバックアップ体制を整備する。
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３ 複合災害を想定した訓練の実施

県は、国、関係市町、防災関係機関及び北陸電力と連携して、防災体制

の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を図り、併せて住民等の防災意

識の高揚を図るため、複合災害を想定した訓練を計画的に実施する。

なお、訓練を実施するにあたっては、複合災害や過酷事故等原子力緊急

事態を具体的に想定した詳細なシナリオを作成することや、参加者に事前

にシナリオを知らせないブラインド訓練や机上において想定事故に対する

対応や判断を試す訓練など、現場における判断力の向上につながる実践的

なものとなるよう工夫する。

また、訓練終了後、専門家や訓練参加機関による検討会の開催等により、

評価及び課題の整理等を行い、事後の訓練等に反映する。

第３節 災害応急対策

１ 活動体制の確立

県は、複合災害により関係市町がその全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなった場合などで、県が必要と認める場合は、関係市町からの

要請を待たずに職員の派遣、又は国、他都道府県、他市町等に応援を要請

・指示を行う。

２ 情報の収集・連絡

県及び関係市町は、国や防災関係機関と協力し、複合災害時においても

情報連絡体制を確保し、被災情報等の収集・連絡を行う。

３ 緊急時モニタリング

(1) 地震・津波等の大規模自然災害発生時には、県は、モニタリングポス

ト等の倒壊、電源供給の途絶、通信施設の倒壊等がないか稼働状況を確

認し、国の原子力災害対策本部に報告する。

(2) 地震・津波等の大規模自然災害発生によりモニタリングポスト等が機

能しない場合は、県は、国の原子力災害対策本部と連携し、状況に応じ

て可搬型モニタリングポスト等を活用すること、また、道路の破損状況

やモニタリング要員の参集状況を勘案した緊急時モニタリング計画を策

定し、国の総合調整のもと緊急時モニタリングを実施する。

(3) モニタリング資機材や要員に不足が生じる場合や、その恐れがある場

合には、県は、国の原子力災害対策本部、他の都道府県、関係機関等に

対し要請を行うなど体制の確保を図る。
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４ 避難等の対応

(1) 県及び関係市町は、情報収集により得られた道路や避難場所等の被災

状況をもとに、代替となる避難経路及び避難場所の確保を図る。

(2) 広域避難の実施にあたっては、県は、関係市町に避難先等の情報を示

す。

(3) 関係市町は、避難経路付近で家屋の倒壊等の危険性が想定される場合

には、避難誘導の実施にあたり十分留意する。

５ 緊急輸送車両等の確保及び必需物資の調達

県及び関係市町は、情報収集により得られた道路や避難場所等の被災状

況をもとに、県警察本部や道路管理者と連携し、代替となる輸送経路や輸

送手段を確保する。

６ 緊急時医療措置

(1) 県は、大規模自然災害等への対応による医師やその他要員及び機器等

に不足が生じた場合又は生じる恐れがある場合は、国の原子力災害対策

本部、他の都道府県、関係機関等に対し要請を行うなど体制の確保を図

る。

(2) 県は、複合災害発生時における避難所等でのスクリーニングに関して

十分に配慮する。

第４節 災害復旧対策

複合災害として発生する災害の種類に応じて、石川県地域防災計画の本編

第４章、及び、各災害編の災害復旧対策の内容を踏まえて対応する。
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附 則 この計画は、平成３年９月19日から施行する。 附 則 この計画は、平成３年９月19日から施行する。

附 則 この計画は、平成11年７月１日から施行する。 附 則 この計画は、平成11年７月１日から施行する。

（参考）修正理由：平成９年６月改訂「防災基本計画」、平成10年11月「原 （参考）修正理由：平成９年６月改訂「防災基本計画」、平成10年11月「原

子力発電所周辺の防災対策について」に伴い修正 子力発電所周辺の防災対策について」に伴い修正

附 則 １ この計画は、平成13年4月18日から施行する。 附 則 １ この計画は、平成13年4月18日から施行する。

２ この計画の第２章第２節３に規定するオフサイトセンターは、 ２ この計画の第２章第２節３に規定するオフサイトセンターは、

能登原子力センターに併設して整備されるまでの間、志賀町 能登原子力センターに併設して整備されるまでの間、志賀町

総合体育館に併設する。 総合体育館に併設する。

（参考）修正理由：平成12年６月「原子力災害対策特別措置法」の施行、 （参考）修正理由：平成12年６月「原子力災害対策特別措置法」の施行、

平成13年１月「防災基本計画」及び平成13年３月原子 平成13年１月「防災基本計画」及び平成13年３月原子

力発電所周辺の防災対策について」の改訂に伴い修正 力発電所周辺の防災対策について」の改訂に伴い修正

附 則 この計画は、平成15年５月９日から施行する。 附 則 この計画は、平成15年５月９日から施行する。

（参考）修正理由：防災関係機関の名称変更に伴い修正 （参考）修正理由：防災関係機関の名称変更に伴い修正

附 則 この計画は、平成16年５月13日から施行する。 附 則 この計画は、平成16年５月13日から施行する。

（参考）修正理由：防災関係機関の名称変更に伴い修正 （参考）修正理由：防災関係機関の名称変更に伴い修正

附 則 この計画は、平成17年５月25日から施行する。なお、志賀町につ 附 則 この計画は、平成17年５月25日から施行する。なお、志賀町につ

いては合併の日から、また日本原子力研究開発機構については発 いては合併の日から、また日本原子力研究開発機構については発

足の日から適用する。 足の日から適用する。

（参考）修正理由：市町合併及び防災関係機関の名称変更に伴い修正 （参考）修正理由：市町合併及び防災関係機関の名称変更に伴い修正

附 則 この計画は、平成19年５月28日から施行する。 附 則 この計画は、平成19年５月28日から施行する。

（参考）修正理由：防災関係機関の名称変更並びに緊急時医療体制の見直 （参考）修正理由：防災関係機関の名称変更並びに緊急時医療体制の見直

し等に伴い修正 し等に伴い修正

附 則 この計画は、平成20年５月16日から施行する。 附 則 この計画は、平成20年５月16日から施行する。

（参考）修正理由：平成20年２月改訂「防災基本計画」に伴い修正 （参考）修正理由：平成20年２月改訂「防災基本計画」に伴い修正

附 則 この計画は、平成21年５月21日から施行する。 附 則 この計画は、平成21年５月21日から施行する。

（参考）修正理由：防災関係機関の名称変更に伴い修正 （参考）修正理由：防災関係機関の名称変更に伴い修正

附 則 この計画は、平成22年５月14日から施行する。 附 則 この計画は、平成22年５月14日から施行する。

（参考）修正理由：石川県の組織改正に伴い修正 （参考）修正理由：石川県の組織改正に伴い修正



- 117 -

修 正 案 現 行 備 考

附 則 この計画は、平成 年 月 日から施行する。

（参考）修正理由：平成24年６月「原子力災害対策特別措置法」の改正、

平成24年10月改訂「防災基本計画」、平成24年10月策定

（平成25年 月改定）「原子力防災対策指針」に伴い修

正


